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第 号20C

寄すに

理事長松川恭佐

会誌「林業技術」は，昭和33年10月（1958）をもって，端数のつかない，区切りのよい，第200号を発刊する

運びとなった。多年にわたって積承あげられた，編集委員各位の粒を辛苦と，全会員各位の強力なる支援の賜物によ

ってでき上った，この集大成を仰ぎ見て，うたた感なぎを得ない。

本協会が数粒の種子によって芽生えた創生の年，すなわち大正10年(1921)から，昭和'24年9月(1949)会誌

第100号を出版するまでの期間一一前期一一には，28年間を要した。その後今日にいたる期間一一後期－9年で

もって第200号の茂りを見たのであるから，後期の発刊速度は前期にくらべては約1/3に短縮されたわけである。

したがって，会誌を通じて会員同志が接触する機会は，前期では，戦時･戦後の休欠刊も関係はするが，年平均約

3回半であったのが，後期では，年平均、『回余に飛躍した。このうち戦後再刊以来昭和25年（1950）までは隔月

発刊であったが，昭和26年（1951）以後は完全に月刊に正常化されたのである。

関係各位の格別なお骨折りによって，このように会員相互の接触の機会が多くなり，また会誌の内容が改善されて

くると，おのずから会員数もめきめきと旧に倍する優勢を示してきたことは事実である。これは明らかに本協会の運

営上，会誌がいかに根源的の重要さをもつものであるかを，物語るものといえよう。

今後はこの正備状態がつづくならば，8年43カ月ごとに100J号を加えてゆくことになるから，25年後（1983）に

は，鰯500．号に達し，21世紀のはじめ頃（2008）には鋪1,000号を数えられるであろう。その頃の世界がどんなに

かわっていようとも，これは夢ではない。林業技術の必要性は，永久にかわらないからである。

かって，第100‘号の巻頭言‘‘ひとつまゑの種子'，に鎧いて私は，数名の大先輩たちによる本協会創設の恵承を讃

え，全会員の真拳な熱意を感謝し,Iはじめの，ひとつま象の種子が多年にわたる試練を経て，多量の立派な品種を生

承出すようになったよろこびを述べた。

これとともに，大戦による国内の疲弊と混乱が，林政・林業に及ぼした悪影響に対処するたあ，本協会が大いなる

推進力となって，諸施策を推拡すべきであるという自負をかかげた。
＊

爾来今日にいたるまでの9年間に盛り上った，職能団体としての進歩の一端は，前言にも触れたが，さらに，森林

生産力の増強，林業経営の合理化などの諸施策に呼応し，その推進の徹底と，自由なる論議を重ねて来た。それがた

とえ十分とは言えないまでも，林政・林業に寄与するところが少なくなかったと確信する。

そして今やわれわれは，これらの重大施策を地につけて育てあげるための努力，すなわちこれの合理的実施方法の

工夫発現について，より高度の林業技術が要求される時期に，さしかかっていることを，深く肝銘しなければならな

いo

任はますまず重いが，われわれの協会は，その伝統とする‘‘林業技術尊軍'，の精神に燃え，どこまでも真理の追求

と，会員の瑚重に重点をおいて，目的達成へ発展していかなければならないと思う。

かくして，永遠に栄える‘山の幸を豊富に享受できる，明るい国民生活をつくりあげなければならないのである。

再び，かつての，ひとつまゑの種子の栄えゆくさまを，各位とともによろこび，かつのびゆく先を祝福し，心から

厚い感謝を捧げて，本号の発刊を慶祝する次第である。

欧州への旅行準購をいそぎつつ

（昭和33年9月5日稿）
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I

我 国林業

発展の課題
比

林野庁長官山崎斉

孤立した林業の象の発圃士あり得ない。従って前記の様

な悪循環を速かに打切るため，資源を充実し生産性を高

めて木材の供給力を増加して行くことが林業にとって唯

一の繁栄の道と言い得よう。

わが国の森林は国土面積の67％を占め，この比率か

ら言えば世界でも有数の森林国である。しかしながらそ

の資源の内容はと言えば全体の74％が成長の乏しい天

然林のためha当りの総平均成長量は僅かに7.6石で西

欧の先進国たるデンマークの24.6石や西ドイツの13．6

石に比較すると問題にならない。従って今後この天然林

を成長の速かな人工林へと転換し生産性を高めてて行く

ことが日本林業の至上課題となって来るのである。もち

ろんそれがための前提として奥地林開発の林道網が完備

しなければならない。このことは当面の需給緩和策及び

国土保全対策へより強く関連している。

人工林を増加するとは言っても我が国の森林は高嶺急

峻地が多く，叉皇山には薪炭，採草，放牧等のためのい

わゆる制限地が少なくないから，自然的社会的にその面

穣は制約せられて来る。林野庁においては経済的，技術

的に見た人工造林地の可能強度を森林面積の約45％たる

1,100万町歩におき，これを完全に造林するとともに品

種改良その他の技術向上をも兼合わせて将来長期にわた

る木材需給の安定を図っているのであるが，この計画を

支障なく達成し国民経済の発展と並び立つ林業の繁栄を

実現せしめるためには尚多くの課題が残されているので

あってその主なものをとりあげてみれば次の通りである

1．政策的諸問題

(f)土地利用区分の決定

林業は同じ土地生産業たる農業と土地の競合関係に立

たされる場合が少なくないが，林業のように生産期間が

長期にわたる産業では特に安定した土地利用の見透しが

先立たなければ投資することが出来ない。従って単に1

次産業としての象の経済効果に止まらず国民経済全体と

して2次，3次の生産あるいは雇用効果をも十分感り込

んだ総合的な検討を速かに進めて，科学性のある土地利

用の基準を設けなければならない。

（ﾛ）経営形態に応じた施策の推進

わが国の経済は終戦後の旺朧な復興需要と，それに引

続く技術革新投盗によって，まれに承る高い成長を続け

て来た。最近はあまりにも過熱した投資ブームのために

一部基礎産業の院路化とか，外貨の減少，過剰生産等の

事態を相次いで招来し，叉海外景気の後退とも相まって

かつてない逆境に停瀞を余儀なくされているが，ここ数

年来培った日本経済の底力は一度景気循環の上昇期に際

会するや再び飛躍的な発展を示すものと期待出来るので

ある。

木材は原材料としてあるゆる産業部門に深い連がりを

持っている。従って戦後経済の復興から発展の過程にお

いてその需要量は増加の一途を辿り32年度には1.6億

石近い数字に達した。しかもこの数字は経済の伸びに応

・じて今後更に増加するであろう。昨年政府は安定的な経

済発展の指針として新らしい経済5ケ年計画を策定し，

計画期間中における国民総生産及び所得の成長率を年率

6.5％と想定したが，この計画を達成するためには基準

年度（31年度）に対し最終年度（37年度）の木材供給

量を11％増加させなければならない。叉更に長期的な

観点から試算したところによると昭和70年頃の木材需

要量は3億石弱と見込まれるのである。

この様に木材需要は増加する一方であるが，これに対

する供給側の状態はどうであろう識

わが国は戦争によって半ば近い森林を失った結果，国

内資源によ為成長量の梁をもってしては需要を賄い難い

ようになった。もちろんこのため外材輸入も促進されて

#まいるが不足分を完全に充足するにぼ程遠く，従って勢

い国内の伐採が成長量を超過し蓄積を喰い潰すことによ

って需給の均衡を保っているのである。

このことは国民経済的に二つの重要な問題をはらんで

いる。すなわちその一は過伐が既開発林に集中する結果

森林の国土保全及び水源酒養織層を低下せしめて流域産

業に脅威を及ぼすことと，その二は過戊の繰返えしによ

る縮少再生産の結果供給の弾力性はいよいよ低下し材価

を昂騰せしあて関連産業発展の陰路を為すということで

ある。

林業ももちろん国民経済の一環であり，国民経済から
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山崎：我国林業発展の課題

我が国の森林は所有が零細に分化し経営形態も複雑で

ある。従って生産性を高める政策を推進するに当っては

個淀の森林所有者を喉巻く自然的経済的諸環境や，とり

わけ艇業経営との関連の度合等を十分に分析して個別経

済に調和した施業を考えなければならない。

ヤリ財政投融資の強化

林産物の生醗靭間は長い。特に用材にあってはこの朔

間が30～50年にも及び，その間資本が固定することに

なる。叉木材は価格中に占める伐採搬出費の割合が高い

ので多少材価が高騰しても奥地林等の立木価にまで遡れ

ば再生産投盗なすら困難にする程低廉なものとなってし

まう場合が少なくない。これらのことが私経済の投資対

象としての林業の魅力を致命的に弱めているのである。

加えて我が国の森林は辮脚所有が多く，叉相当縄漠の所

有であっても町村以下の公有林等にあっては財政の窮迫

に追われて林業のごとき長期投資の余力を有する場合は

極めて少ない。この様な事備のもとにおいて林道を開設

し，造林を推進して森林生産の保統培養を図り，森林の

公益性を維持して行くためには勢い政策の強い支持が必

要となって来るのであって，ことに近年景気調整策とし

ての財政投融喪に対する考え方が，直接的な過剰生産を

惹起せずして長期的な経済安定を図るため，遅れた産業

部門を重視する気運に向っているのであるから，この意

味においても林業は将に好箇の投資対象として考えらる

べきものであろう。

㈲低利融盗の確保

林業に対する財政投融資の必要性は前述したが，国家

財政には自ら限度があるので直ちに飛躍的な膨脹を期待

することも現実論としては困難であろう。然しながら林

業生産の長期性と非採算性とは一般金融市場からその門

戸をほとんど鎖され，林業投資は自己資金が蓄積せられ

た場合にの承可能とせられているのが実態である。

これがため前国会においてば分収造林特別措置法を制

定して関連産業からの黄金導入を図り，叉明年度以降は

国有林野特別会計の炎金と組織を活用して民有林振興の

一助にせんものと企図している次第であるが，1,100万

町歩造林の大目標を遅淵なく推進していくためには到底

･斯様な措置のみで聯足りるものではない。強力な源資を

持つ低利融資の途を速かに拓くとともに森林の評価を適

正化して,その担保力を増大せしめることが必要である。

2．技術的諸問題

伽需要糠造と植栽樹種の調整

木材･の需要櫛造は戦後明らかな変化を遂げ,薪炭の需

要は停滞して用材が増加し，その用材の中においても付

加値率の高い工業原材料の伸びが著しい。木材利用の高

度化が進むにつれてこの傾向は一層際立って来るであろ

う。従って林業の立場においてもこの様な国民経済の要

請に応じた樹種の選択が必要となってくる。薪炭林は単

位面積当りの生産性を高めることによって極力用材林へ

転換せしめられなければならないし，用材林にあっても

従来の大径木中心主義は改められて短伐期早生木が採用

されなければならない。しかしながら言うまでもなく林

木の生長は自然条件に支配されるものであるからいかな

る場合においてもいわゆる適地適木が至上原則となるの

であって，達観的にはスギ，ヒノキ，マツ，カラマツ等

が更新樹種の大勢を占めることとなる。従ってこれを供

給の面から言えば当面林種転換の過程においては広葉樹

が増加するが遂次転換樹種が利用期に達するに従って針

葉樹が増加しやがて広葉樹にとってかわるであろう。木

材需要産業側においてもこの様な森林生産の方向を長期

に勘案した企業設計が当然必要となってくる。

（ﾛ）成長の促進と伐期の短縮

林業が産業として立遅れている主因は生産期間の長さ

と収益性の低さにある。従って林木の成長を促進し伐期

を短縮させることが森林の生産性を高めるとともに林業

の経済性を向上する直接的な手段となるから今後林業技

術の主力はこの点に注がれなければならない。

林木の成長を促進するためには在来品種の改良や外来

樹種の導入とともに林地獅凹の問題があるが特に後者に

ついてば投資効果の研究が十分に行われなければならず

叉古くから造林の進んだ，いわゆる林業地における地力

減退についても解決の方途力識ぜられなければならない

しかしてこれらの諸点に関する試験研究が強力に進め

られるとともに，その成果を速かに個盈の経営体え指導

徹底させるための技術普及体制の整備強化も叉忽に出来

ないことがらである。

以上，我が国の林業を発展せしめるための諸前提を列

挙したのであるが，その他にも森林組合の育成強化とが

税制の合理化，あるいは機械化の促進によるコス1､切下

げ等,推進を要すぺき事柄臓少なくない。叉特に保安林

等にあってはその指定目的たる保安機能の維持向上を主

眼として経営しなければならないことも言う迄もない。
木材は原材料として広範な産梁分野に関連しており，

国民経済的に象れぱ単に1次産業としての林業よりむし

ろ関連産業を通じての所得及び腿用効果が遥かに高いの

であるから木材の供給の低下は直ちに国民経済全体の発

展へ重大な支障を及ぼす。従って連かに森林の体質を改

善し生産の基嬢を強化して国民経済の要請に応え得る条

件を整えなければならない。そのため関係者が一丸とな
って強力淀前記諸問題の解決に迩進されんことを希望す

る次第である。
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森 林資源調査法の

技術的課題
甲斐原一朗

’
「技術」以前の問題

森林資源調査に関する一つの－というよりも実は最
も重大なことと筆者は考えるのだが－問題は，森林費
源調査自体の認識の問題，従って「技術的課題」以前の
ものだということをまず掲筒したい。

一般淀森林資源調査を企画し設計する場合，調査の目
的を明確に意識しない菫まで考えたり，あるいはただ漫

然と最適の調査法いかんという形で問題を提起する傾向
がある。しかしこの態度は調査論の立場からは全く誤っ

ている。調査法は，要するに一つの目的を達成するため
に最も効果的な技術的手段を選びだして組承あわせたも
のにほかならない力野らである。

調査の目的がことなれば動員すべき技術的手段はこと
なるはずである。具体的な実例を承よう。わが国の森林
資源統計がきわめて不正確であるところから，林野庁が
かつて数理統計研究所と協同でサンプリングによる資源
調査を実施した。その方法は三千個の標本地（スポット
とよぼれている）を森林，荊馳，道路等の区別なしに設
定して，そのなかの森林面積と蓄積を測定して，全国の

森林面積と蓄積を推定しようとするのである。
この方法は，わが国の森林面積と蓄蹟とは全部でどれ

だけあるか不明であるということを前提として，全面獄

と全蓄積を知る目的で設計されたものである。そしてこ

の目的に関する限りでは全く正しい調査法であった。た

だしわが国の森林調査の歴史を考えてその遺産の上に新

たな調査を合理的に積重ねるという立場からは問題があ
る－それについては後にふれることとする。

経営計画と森林調査

しかしいわゆる「三千スポツ1､法」を国有林の，こと

に経営計画編成の前作業としての森林調査に応用するこ

とには問題がある。一つの経営計画区なり，事業区なり

を母集団として前記の方法で蓄磯を推定したとする。技

術的な改善を採用すれば，かなりに高い糖度の調査結果
がえられることは確実である。

他方経営計画あるいば事業計画の問題としては，一分

期なり，ある年度なりの伐採量の計算が必要となる。こ

の二つのことを標本理論からいえば，資源調査の際とら

れた第一の標本から母集団の蓄積力雅定され，つぎにそ

の母集団から第二の標本として一分期あるいはある年度

の伐採林分が第二の標本として抽出され，第二の標本の

謡tを問題とするという論理となるであろう。

この場合と三千スポット法の場合とは全くちがった論
理になっていることに御注意願いたい。くりかえしてい

えば，詐昔では母集団全体の推定が課題であったが，後

者では嘩団の一部の推定が課題となっているのであ

る。後者の場合つまり母集団の一部の推定も理論的に可
能であるがその謬建はかなり大きくなる－－専門的にな
るのでここではその詳細は省略する。

そしてこの論理ば，経営論との関連では，材積亙窃法

ではなくて面職平分法に対応するものなのである。つ叢
り経営は画潰平分によって規制されるのであるが，それ

とならんでその澄鐘が生承だす伐採量は-体どれ位にな

るかということが調査の課題となっているのである。と

ころで経営論として材稜平分法がとられるとすれば，前

述の識室の大きさからいっても，－分期あるいはある年
のf顕銅扮を第二の母集団と考えてその識を測定する

こととしなければなるまい。しかも経営規定で示された

謬瑳を考えると，第二の母集団は鍵莞にはセンサス方式
で測定されざるをえないだろう。

郵湯技術者が経営計画編成の前作業としてのサンプリ
ング調査に釈然としていない一筆にはそう思われる

大きな原因は以上のような調査方式と目的である経営論

ないしは経営規定との泰統一にほかならないといってよ

かろう。

調査の歴史性

いわゆる「三千スポツ1､」法の評価について，わが国

の森林調査の歴史を考慮しなければならないことを前に

指摘した。たとえばアメリカのある時鋤のように森林調

査の歴史が皆無で，従って賓源量が全く不明な場合には

その調査設計はたしかに合理的であろう。しかしわが国

の場合，御承知のように調査の歴史はながく多くの調査
結果をもちあわせている。もちろんそれぞれの結果はこ

となっているのであって，いわば数字の氾らんに困惑し

てそれらの一切を御波算にしたうえで全く新しい調査を

企画するということであったろう。しかし調這論の立場

からばこの考え方は正しいとはいえない。調査綺果がこ

となるということは，実はそれぞれの調査がなんらかの

原因で過大評価または過小評価となっているからであ

る。課題はこれらの過大またほ過小の評価を修正するこ
とである。この場合調査としては過大または過小となっ

た原因をたしかめて，その過大または過小が何パーセン

1､程度かを推定することを目的として設計さるべきであ
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甲斐原：森林資源調査法の技術的課題

る。以上の考え方のあらましは筆者が「日本農業の統計
的分析」(東洋経済新報社刊）の第6章で述べているの

で参照されたい。またすでにかなり一般化されているこ

とであるが，既製の材積表をある調査対象林分に適用す

るために，材穣表の修正のための調査がおこなわれる。

これは前述の考え方と全く同様で,材積表があわないか
らといってそれをすてて新ししい材積表を作るというこ
とをせずに，どの程度くいちがっているかをたしかめて

いるのである。

標本調査の導入

森林資源調盗ないしは測樹学をある意味で革命的に前

進せしめたのは，標本調査理論の導入であった。

その初期で朧「標本調査是か毎木調査是か」あるいは
「標本調査はどの程度に毎木調査の代用たりうるか」と

いう形で問題が提起され，賛否の議論がくりかえされて

いた。しかしそれは調査論の立場からはほとんど全く無

意味な議論であるといってよい。調査の目的によっては

毎木調査＝全数調査でなければならない場合もあるであ

ろうが，他の目的に対しては標本調査の方がほるか淀多

くの意味と内容をもちうる場合もあるからである。具体

的にいえば毎木調査は測樹学の基本的な部分で多年の伝

統をもちつつ，多くの改良を経ていよいよ精細をきわめ

てきた。毎木調査の基礎である単木材積の正確を期する

という前提からウ胸高直径の測定につづいて樹高の測定
が進珈され，それぞれの精度をたかめるための器具の改

良が行われた。しかしそれらの発展を測樹学本来の目的

である資源調査あるいは林分調査に適用することは，余

りに繁雑でありその簡易化として標準木または樹高曲線

という標本理論のごく初歩的な概念が導入されざるをえ

なかった。このことは厳密な意味では毎木調査法が一つ

の限界にきたことを示すものであり，その破たんを露呈

したものだということができる。標本調査論の導入はこ
こから出発するのであって，単木材稜を問題とせずその
集団自体を測定一推定といったほうがよい一一すると

いう立場をとるのである。毎木調査法における標準木ま

たは樹高曲線が無意識的にしか考えなかった「誤差」を

明確に意識し，前節および前々 節で述べた資源調査の意
義と目的を反省しつつ，それと対応するという形で誤差

を合理的に処理するということであった。もちろん標本

調査では毎木については明確な認識はえられない。

標本調査の導入を以上のように理解すれば「標本調査

がどの程度に毎木調査の代用たりうるか」という問題が

全く無意味だということは充分御了解願えるであろう。

従って喪源調査の技術的問題からは,毎木調査か標本調
査かということは除外したい。また毎木調査法の技術的
問題としては測定器具改良があり，これは当然標本調査

での問題でもあるがこれもしばらく除外したいーー現在

のところオリヂナルな考案はあらわれていないという意
味で。

プロットからノンブロツトヘ

標本調査導入の最初の試薙は24，5年頃，九州大学木
梨助教授と林野庁調査課とのある程度の協同のもとです

すめられた。それはアメリカのハーゼル氏の古典的な論

文の追試という形でおこなわれたのであって，要点ほ最

も合理的なプロットの形状と大きさを決定することであ

った。このなかで木梨助教授が熊本営林局都城営林署管
内で実施した研究は画期的なものであった。

合理的なプロツ1､の設定ということにほ二つの面があ

るのである。一つばプロット間分散が最も小さくなるよ

うなプロットの形と大いさを決あることであり，第二は

調査経費または労力を最小にするということであった。
実際には，初期の頃は第一の点に重点がおかれたのだ

が，結果はプロットの形状についてば方形か長方形かに
ついては明確でなく，面積についてはむしろ大きい方が

よいという傾向が示された。しかし，森林調査の現実の

問題としてプ戸ツト間の移動時間が大きなウエイトをし

める点から第二の問題(調査効率という）の方が重要と
ならざるをえない。ここからプ戸ツト間誤差を分配する

という意識のもとで，多段抽出や回帰推定あるいは多段

抽出などの手法が論議された。ここで従来の標準地法か
ら全く解放された標本調査方式が確立されたということ

ができる。これ以後統計,数学の理論が多彩に導入され，

森林喪源調査法,測樹論を一変したが,前述の三千スポッ

ト法は重要な契機となった。しかしその発展の方向自体

に幟若干の問題がふくまれていた。その一つは，論議が

統計数学中心となり，森林調査独自の問題はむしろ閑却

される傾向にあったことである。第二は，これと関連す

るのであるが立木材積の測定自体の問題も軽視された。

プロット内の立木材稜を測遥しなければならないのであ

るが，その方法は全く従来の方法がそのままつかわれ

た。従って，森林調査はある意味で統計数学的な偏向を

ともないつつ発展したということができるのであって，

現在なお方形プ戸ツ1，か円形プロットかという問題朧残

されているが，この方向ではすでに発展の限界にきてい

るともいえよう。

ところで森林調査法に一つの画期をあたえるものとし

て，数年前九州大学木梨助教授に望って，オーストリヤ

のピツターリッヒ氏が考案した方法が紹介された。この

方法は二つの点で正に革命的であった。第一に，従来の

ようにプロットを設定する必要がなく，測定の労力を著

しく軽減することができる。特別な眼鏡をもって森林内

のある点で周囲の立木をながめ，胸高直径が眼鏡のスリ

ツ1､をハミでる立木の本数をかぞえさえすればよかっ

た。第二に，理論的に毎木調査から完全に脱却できたこ

とである。毎木調査の積承あげとして林分の胸高断面積

合計または平均胸高断面積が計算されるという従来の方

法ではなくて，胸高断面積合計童たは平均胸高断面積そ

のものがズバリと測定されるのである。このため「カリ

プレス」その他二・三の器具も商品として発売された。
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甲斐原：森林盗源調査法の技術的課題

積分幾何学の導入

ところで問題はいわゆる「ピツターリツヒ法」を数学

的にいかに理解するかであった。ピツターリツヒ自身は

彼の方法を初等数学で説明していた。なるほどピツター

リッヒ法自身はそれで充分に説明できるのであるが，そ

れではその方法の拡大臆大きな制約をうけざるをえなか

った。しかし増山博士はピツターリツヒ法を稜分幾何学

の立場から解説され，ピツターリツヒ法はその特殊な場

合であることを証明された。積分幾何学というのは，一

つの平面上に図形がある場合，他の一つの図形がその平

面上を運動してまわるとすれば，二つの図形はなん回も
交叉するであろうが，その交点数を数えれば前の図形の

辺の長さや面積が計算できるという数学理論である。こ

の理論を森林調査に適用することは，二つの重要な意味
をもっていた。第一に，林内の立木の投影図を前述の第

一の平面上の図形と考えれば，そのま童積分幾何学が展

開されるということである。つまり胸高直径ないしは断

面積の測定という従来の考え方が一つの図形を処理する

という考え方におきかえられるということである。第二

に，積分幾何学を基礎とする幾何学的確率論には，標本

調査上の実用性はないといわれていた従来の見解がくつ

がえされて，森林調査の上に幾何学的確率論が見事に開

花したということである。たとえば，林内で一定の長さ

の棒をふりまわして，棒にあたる立木の本数をかぞえれ

ば，それで胸高断面積「合計」がわかるというわけで，

「集団把握」という標本論の原則が初めから終りまで貫

徹されていることに御注意願いたい。ところで当時北海

道風倒木の材積調査が問題であったが，これについて風

倒している立木そのものを林地(平面)上の図形と考え，

一定の長さのテープをほってそれと交わる倒木本数をか

ぞえて樹高合計を計算するという方法を筆者は提案した

ことがある。さらに重要な発展として穣分幾何学を応用

した樹高測定法がある。立木に一定の頂角の門錘をかぶ

せたと仮定すれば，円錘体は林地と交って多数の円（林

地が傾斜した場合は精円）を作る。ここで風倒木の場合

と同様に，一定長さのテープをはればテープと円との交

りから円周合計，従ってそれと一定の函数関係にある樹

高総計を計算できるという理論である。ここの操作を一

挙にするものとして「ジユコースコープ」なる:識が考

案された。また東京大学平田種男氏は，前述の円の面識

をピツターリツヒ理論で計算して，樹高の自乗和を求め

ることを考えて「コノメーター」を考案している。

一変数材積表論の発展

しかしピツターリツヒ法または積分幾何学法を森林調

査に有効に適用するためには，「一変数材穣表」の発展

が不可欠である。一変数材績表というのは，胸高断面積

と樹高との二変数に材積を対応させるのでなく，胸高断

面蔵の象と材穣を対応させるものである。ビツターリツ

ヒ法で胸高断面韻を求めてそれから材積を計算するため

には，上の対応関係が明かになっていなければならない

からである。一つの林分においては胸高断面積と材積と

のあいだにはきわだった直線関係がある。しかしその直

線は林分ごとにことなっている。従って対象林分ごとに

その林分から抽出した標本木の区分求積をおこなって，

その林分特有の断面積一一材稜直線をつくらねばならな

い。実際には，これはかなり大きな負担となるので，区

分求読を省略しようとするのが一変数材稜表論である。

一般に断面稜一一材積直線の傾斜はその林分の平均断面

枝と平均樹高との函数で示されるのである。つまりわれ

われはカリプレスで平均胸高断面積，ジユコースコープ

で平均樹高を測定して，その林分固有の断面積一一材積

直線を「推定」できるのであり，それに平均断面積を代

入して林分材積を計算できるのである。上の函数形につ

いては新潟大学高田助教授によって一連のきわめて優れ

た研究が発表され，われわれの直線推定はかなり尖鋭と

なっているのである。

今後の問題

統計数学的偏向をたどるかとぶえた森林標本調査法

は，職分幾何学の導入によって新たな発展段階に達した

が，その中心は材穣Mﾘ定方法自体の革命的な進歩であっ

た。しかし職分幾何学の展開も現在すでに一つの限界に

きたかのどとくである。

今後における第一の問題は，かくて獲得された新たな

測定方法を基礎として，新らしい観点から統計数学論に

たちかえることである。つまり新しい測定方法に対応す

る標本抽出法を検討することである。第二の問題は，カ

リプレズ，ジユコースコープ等の機械的改良である。

その中心課題はこれらを写真機と結合させることであ

る。たとえばジユコースコープを使用する場合，器械の

最適な位慨はむしろ瞬間的で，ここで本数を数えること

ばかなり困難である。従って瞬間的に撮影してフイルム

上で本数を数えようというのである。第三の問題は，ビ

ツターリツヒ法を区分求績法に準じて立体化することで

ある。端的には，林分区分求積法ともいうべきもので，

林地に平行な筒さのことなる数個の平面を考えて，各平

面でピツターリツヒ法をおこなうのである。これは理論

的に可能であるし，器械もそれほど複雑とはならないで

あろう･しかしこれは一変数湖積表の発展と関連するの

であって，現在の段階では一変数材稜表法の方が効率的

だと考えられる。
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しかし現在実行している状態では，飛行機，カメラの

台数に制限せられ，この適謝以外でも撮影せざるを得な

い状態で，樹種判読，材積測定を行う場合に技術的に作

業が煩雑化されている。

これを解決する方法としては，使用するフイルムを赤

外フイルムに切換えることを考慮すべきであるが，現在
このフイルムば国産品がないことと，しかもこのフイル

ムの有効期限が6カ月程度しかないことから，なかなか

事業的に使用する迄には到らなかったが，これの国産化

の指導を稜極的に行えば，解決出来る見透しがある。叉

もし赤外フイルムに切換える場合嘘使用数曇を適確に把
握し，この製造調整を期間別に行う必要がある。．

次に撮影1乍業を円滑に行うには,国有林,民有林の撮
影計画を統括して有効に撮影機を活用することとし，更

に撮影磯の機動性をもたせるため，撮影地域の局地気象
を適格に把握する方法と現地の気象を撮影班に連絡する
気象の通信機嫌の整備を強化する対策が考慮されなけれ

ばならない。

撮影縮尺については，林野庁ですでに基礎的な調査検
討を終え，焦点距離21cmのカメラ（画枠18cm×18cm)

を使用し1/20,000～1/25,000で掘彩する基準を定めて

いる。

林相調壷のためには，これを2．5倍に引伸し，縮尺
1/8,000～1/10,000に拡大した写真を使用する様に規定
づけているが，この写真の大きさが54cm×54cmの大

きさとなり現地鯛査に携行する場合は大きすぎて取扱が

不便であるので余り携行したがらない点も見られる。そ
こで最も林相調査にも現地取扱も適当と恩はれる大きさ

を再検討した結果では写真の大きさを30cm×30cnlと

し，これを2倍率の筆ケツト立体鏡で判読することにす

ればその作業が効率的になることを確認した。従って今
後は密着写真(18cm×18cm)を30cm×30cm(密着
の約1.7倍）に引伸したものをすべての作業に使用する
こととし，2．5倍の引伸は特別の地域を除いては取りや

めるようにすべきである。．

特に写真の営林局･署・担当区への配布は凡て30cmX

航空写真の林業部間における利用は，この2，3年の

間にいちぢるしく普及せられて来ているが，一鐙の林業

技鱸がこれを利用するに当って,良く航空零真の特性
を認識したうえに立ってそれぞれの担当する事業分野に

その利用効果を促進せしめるような指導を適切に行う必

要があることが痛感せられる。

現在林業分野に航空写真が利用せられている主流とな

っているものは，森林測量及び森林調査の2部門に分け

られるが，更に国有林野事業においては製品生産，造

林，治山，林道等の事業実行の分野と国有林野の監理の

たあの境界保全（検測，巡検）にこの利用促進が図から

れっっある。すなわち計画部門から事業，監理部門に迄

その利用を拡大せしめ，航空写真の撮影効果を広い分野

にもとめる指導が進められつつある鐡兄である。

従って航空写真は林業一般技術者がそれぞれの担当職

務内で必要欠くととの出来ない道具として有効に利用す
るような指導態勢の確立を早急に樹立し，その普及活動

を活発に行うよう要望するものである。

この指導に当り，現在航空写真利用を進める上の2，

3の問題について提出し，その対策の私案を示し，参考
に供することにしよう。

1．航空写真撮影技術上の問題点

撮影作業において最も重視すべきことは，撮影の季節

と撮影縮尺である。（すでにカメラ，飛行磯については，

現行の撮影鏡路によるものとして特にとりあげないこと

にする）

航空写真を判読する場合の一番の欠点は写真の蔭影部

が判読困難であることである。（もちろん焼付作業の改

善で一部は改良せられる）

撮影適期についてこの点から見ると大陽の軌道がその

地域を一番高く走る季節（日本では4月～5月）が一番

地貌のかげが少なく，日照時間が長く，一番良い斯節と

考えられるが，更に森林判読技術上から見ると冬期（雪

職地方の承）及び露鯏を除いた季節が適期となってい
る。
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堀：航空写真利用に関する技術的問題について

30cm規格のものを配布する様処置すべきである。

2．森林調査の技術上の問題

航空写真による森ﾎ願査は，技術的に見ると樹種，林

相，林令，疎密度等の林相判読部門と，材穣測定部門に
大別される。

榊目判読技術に対する指導方針は榊目判読盗料カード

を作成し，これに対し現地調査データーを記録せしめ，

このカードを使用してそれぞれの判読基礎概念を初心者

に把握せしめることを重点に澄いている。現在，林野庁

は全国的に主要樹種毎に令級毎に資料を整備し榊目判読

の基本的体係を分析しつつあるが，この成果は大いに斯

待せられるものである。

さし当り我,4Fが直接調査事業に効率的に利用するに必

要な判読技術の指導訓練としては，常に現地に写真を携

行せしめ，現物を目前において，写真を立体視して，そ

の林相樹種，林令，疎密度，蓄積等の判読上の特徴を個

人個人が把握するように指導を行うようにすることが，

この調査に写真を有効に利用せしめる第一要件であると
考える。

次にこの踏査への利用により判読技術水準があがった

上に立って，材積測定の一方法である写真材誼表の作製

による林分材積の推定技術の修得について訓練が行なわ

れることになる。

写真による材積測定は,単木材積と*崎材溌の測定が
あるが，この林分材積の測定法について検討を加えてい

る現状について見ると，次の通りである。

すなわち林分材積の測定については基本的には樹種毎

にその林分の立木本数，樹高，樹冠直径，疎密度等の林

分材談測定に相関の高い因子を利用して，写真材積表を

作製することを考えているが，現在,平均樹高と疎密度，

平均樹冠直形と立木本数等の粗承合せで，材穣表を作製

することについて試験調査が行なわれている。

この材穣表を作製する場合の基本的問題点として今後

検討を必要とするものとしては，次のことが配慮される
必要がある。

1．写真林分材積表の構成因子としては，人工林，天

然林によって区分し，それぞれ適応する因子を選定

するための基礎調査を行うこと。

2．人工林においてはスギ，ヒノキは同一テーブルと

し，カラマツ，マツ類に区分して，さし当り3種の

テーブルが必要であるが，この構成因子としては，

樹高級と立木数が考えられている（この区分につい

ては調査精度から見て作業の簡易化を図る上から更

に検討せられるべきである)。

3．天然林については,N,Lの混清歩合を考えNL
込承の材蹟表(N林!,NL林,L林に区分）を作る

方針であるが，この溝成因子として樹冠直径と粗密

度式は立木本数とが考えられている。

4．以上人工林，天然林の何れを問わず先づ検討すべ

きことはその作製の資料となる調査面積が林分の構

成単位と見なされる0.2ha程度大きさのものが最

少限必要であり出来得れば写真上0.5cm～1cm程

度大きさが必要であるが，現在サンプリング調査を

行うユspotの面穣0.04ha～|0.1haの大きさでは

少さすぎるので此の点検討が必要と思はれる。

5．従って今年度行うこの作業催効率的な作業を行う

立前からこの盗料をすべてサンプリング調査のデー

ターを利用することになっているので前述の問題が

出て来るので，この材積表作製のためには別途明

確な基準を定めて調査資料を整備するととがのぞ蓑

しい･

6．写真材穣表によって小班材積を推定す-ることは理

論的に一定の精度内にあるように材積表作製の基準

が定められたとしても，その対象林分の範囲が限定

されることになる。これを適用するに当っては，そ

の調査対象林分の価値によりそれぞれ適応した調査

方法が選定せられ，この材積表の精度以上のものを

要求される林分については，他の精度の高い調査方

法によるものとし，さし当り事業実行上影響の少な

い個所，調査困難地，低位生産林分については，こ

の材穣表の適用が考えられる。この材積表によ.る小

班毎の材積測定繍度は事業実行上からはともかくヅー

ンプリング調査を行う場合全体の推定精度を高める
ための層化を行うための補助手段としての利用効用

が考えられる。従って此の材積表の作製方法の基準

の決定にあたってはその材積表の利用対象林分を明

確にし，その必要とする精度内のものを作るように確にし，その必要とする精度内のものを作るように

今後検討が進められなければならない。

以上材穣表の適用について現況を申述べたが経営計画

編成調査の作業に適用する主旨ほあく蓑でも調査の補助

手段として活用するもので，材積表により確定された数

値をな輩に利用するものでなく，あく迄も他の蜜料から

これを再検討をし，あるいは他の目的で踏査を行う地域

についてはその踏査結果によりそれぞれ補正することが

必要であることばもちろんである。従って時間的に見て

も，調査の手順から見ても材積表作製作業は別個の班が

明確なる基準にもとづき統一的に行うように配慮される

べきである。

最後にこの森林調査分野に鐙ける技術的問題点として

最近森林調査をすべて航空写真に切換える様な方向にあ

るとして種々の異論があるようであるが，これはあく迄

も現在の作業経喪内で調査糖度を高あ作業仕組をやりや

すくするために航空写真の特徴を生かすことに主眼が澄

かれ，その欠点をぼほかむりしようとしていることでは

ない。そのためにほこれらの問題点の検討が逐次行われ
その成果により瀞左地に着いた普及が進められているこ
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とを認識されたい。

3．森林測量分野における問題点

森林測量を航空写真測量に切換えることについての技

術的検討は昭和24年以来，国有林，民有林の分野につ
いて，それぞれ利用目的の立場の上から行なばれその成
果はすでに発表されている。これにもとづいて大部分の
測鐙は航空写真測量に切換えられている。（唯，復雑な
瀞蝿界や，国有林の境界などの測量はそれぞれの要求す
る精度において地上測量によることを原則としている｡）
国有林については内部区劃線や図根点の増設,地形測

量等は今後，計画的に写真測量に切換えられる必要性は
認められている。

特に過去において作製された国有林の経営基本図の精
度臓旧料林については森林三角点の増設を行って，これ

を基準点として内部測量を行なっているので，その精度

上から見ても，利用度が高く標価されているが，旧国有
林についてはこの三角点の増設をおこなはないでコンパ

ス測量によったものが多く，これ等の地域の図面はゆが
玖が多く測堂誤差の分布が不均一で，毎年行う収穫，造
林等の事業実行個所を，この基本図に挿入する場合，技
術的に困難なものが多く，小班平分面積の確定が適確に

行い得ない現況である。従って此等の地域に対しては補

正測逢を行うこととし昭和27年以来さしあたり国有林

の境界線についての承再測事業としてとりあげこれをト
ランシツト測量により実施しているが，これら作業量の

承でも東京管内ではあと4カ年を必要とし，他局によっ

ては10年～15年を必要とする現況である。

従ってこの境界測量が完了した地域については，現在

内部区画線測量の再測を行い，基本図を修正する必要が
あるにもかかわらず，この作業については，予算的にも

技術者の人頭数から見ても早急に実施が困難な現状で，
再測錘した境界測量の成果が効率的に活用されておらな
い現状である。

この嫌な現況から見て，経営上基本となるこの作業を
蒜実に固めて行くためには，内部区画線測量を効率的に

実施する手段として写真測量がとりあげられるべきで，

すでにその一部はこれにより実施されているところもあ

るが，この作業を効率的に精度を均一に保もたせるため

に必要な技術，必要な事項について述べることにする。

1．新規撮影を行った個所はすべて林野で標定点測量

を行い,各写真に測角中心点（鉛直点),バスポイントを

一級閣化機で測定せしめこの測量成果を写真を配布する

場合一瀞こ送付する様にすること。（空中三角鎖網図の
作製）

2．基本図作製の為の骨幹鎖の編成は上記の空中三角

測量の成果を必ず活用し，大地域にわたる連続標定によ

る誤差を消却する措置を行うこと｡(現在，図解法で三角

点の糸を基準とした三角鎖の編成は写真スケールが米軍

の写真の2倍以上の大きいスケールも写真を利用する場
合は不適でこの精度のチェック上，この措溌が必要であ

る）

3．基本図を以上の措置で作業を行う場合，アランル

法やステレオトツプ等の機械法の何れによるとしても地

性線（陵線，河川）道路等の地況の測量の象ならず，小

班区画線測量を同時におこなうことを考慮すること。小

班区画線測量は写真上で確実に判読確定出来るものの承

とし，その他は基本図，実測図を参考にあとから挿入す

る様にする。この様にしてzl､班毎の面積及び材積調遊の

精度を高める様に考えることが必要である。

4．内部図根点の増設作業を予算化し計画的に行うこ

とe

林班界あるいは小班界が写真測量により修正されたと

しても，毎年行う収穫個所のコンパス測量の成果を基本

図に挿入する場合，その測量誤差を規整する基準点が必

要である。従ってこの基準点を1コ林班内に2点程度を

選定し，図根点として現地標石を埋設しておけば，今後

林班内の局部澗瞳がこの基準点をもとに行なわれること

になるのでその測鍾誤差の‘修正が適確に行うことが出来

るので基本図の精度がいちぢるしく高められる。

この澗罎は前述の標定点測量を行う場合一緒に行うこ

とにより経費の節約が図られることになる。この図根測

量ばStereoplanigraphC8あるいはAutographA

7の様な一級図化磯で行うもので，その測定精度はすで

に東京営林局で検討したした所によると非常に好成果を

得ている。

5．以上の一連の作業はすべて測量作業規程細則とし

て早急にその統一作業方式を決定すべきである。

測量分野に航空写真を活用する技術的な問題は以上に

より基本的検討はすべて終っているので，今後の問題と

しては，特に新しい写真を利用して行う標定点測量や図

根点測量の作業の経費をいかに効率的に予算化するかと

云うことになる。国有林経営の基盤になる基本図の再調

製は既述の通り必要不可欠のものでありながら，今迄余

り問題になって居なかった事を，ととさらにと上げる所

謂は，その精度が経営計画の実行上およぼす影響が森林

の蓄積調査の精度向上にも必要不可分の関係にあるため

で今後，この実施についてこれの予算化と適切な指導の

強化について努力が払らわれるべきであることを強調し

たい。

以上とりとめもないことを申述べましたが，最後に，

林業技術分野に新しく導入せられつつある航空写真の利

用技術の普及，発達は，広い分野に活躍する林業技術者

が容易にこれを手もとにおいて，それぞれの担当分野に

活用する方法が検討出来る様な措置を早急に行い，これ

等の人禽の意見や報告を広く集めて，利用技術の改善へ

の努力を払う必要があると考えられる。従って此等の意

見，研究の発表が容易に行うことの出来る機会を年に二

回位もちいるもので，これ等の研究指導の議関誌として

日林協発行「森林航測」の更に充実することもその対策

の一案であると考える。
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林木育種⑨⑨

枝術的問題題
ー一 ■E■

何をつくるかの問題

育種目標：

品種改良は何かの目標に向って「改良」するわけであ

るから，その着手に当っては，まずこの目標をはっきり

きめ，それによって育種計画をたててかからねばならぬ

ことは，云うまでもないことである。

抽象的にいえば「収量」「品質」「栽培の安全性」な

どが主要目標になることは，これは林木とかぎらず，あ

らゆる作物についていつでもいえることであり，これら

の条件をすべて完備する品種が理想ではあるが，現実に

目標をきめ，育種計画をたてることはなかな力桶単では

ない。林業の主要生産物は木材であるが，木材を生産対

象として育種目標を考える場合，「利用条件」と「栽培

条件」の2つの面を考慮しなげればならない。

利用条件：

まず木材が何に使われるか，またどんな形でつかわれ

るかということによって，それではどんな木をつくれば

よいかということがきまる。林木の品種改良では何とい

っても，その効果が舞尭のものとなるのは，かなり先の

ことであろうから，その時の状況に応じうる育種目標を

立てなければならない。ところが，木材の利用形態は時

代とともに喪化することが予想される。もつとも，ある

木材利用方面の割ﾖﾖ家の見通しでは，今後50年や100

年では現在の木材の用途が根本的に変化するようなこと

はないだろうということであるが，それでも，蕊蘂用材

について承れば，大きな溝造材は鐙戊材でまかなえる

し，板類も合板やチツプポードで十分ということで，今

後はあまり大径木は必要ないということになる。一方，

パルプその他工業原料としての用途が，今穆鍾を増加す

ることは容易に考えられる。工業原料としての木材なら

砿，これまた小径木で十分であって，あまり大径木ば必

喫がないということになろう。

こうふてくると，今後華されるべき木材は，いわゆ

蕊者・林賦造林部育種研究室長

る高級材はあまり必要がないということになりそうだ。

加えて，木材生産量ば将来の需要の増加に追いつけず，

他の諸施策,造林技術や木材利用技術の改善などでこの

不足を簡単にカバーできそうもないとなれば，当面の我

灸の品種改良の目標は「質より量」ということになりそ

うである。しかし,我々 の最終目標ほ「質も壁も」であ

り，量さえ多ければ質はどうでもよいというわけではも

ちろんない。とりあえず，量に重点をおくというだけで

量が同じであれば質がよいにこしたことはない。

材質といってもパルプなどの工業原料材と建築用材の

場合とでは考え方がすこし変ってくる。たとえばパルプ

材を例にとると，材の容積童，節の大小，多少，心材の

大きさなどほ，木材としてばたしかに「質」に関係のあ

る性質であるが，最終目標であるパルプ収愛あるいは歩

止りという面から承れば，木材の材積と同じく『量」に

直結する仕事であり，量を目標とした品種改良の場合で

も常に重視しなければならないわけである。建築用材で

は，もっとも重要な強度に関係する性質ほ，なかなか複

雑であるが，たとえば年輪密度，春秋材の割合，年輪の

整正度，フシの大少と多少，材のよじれなどであろう

が，このうち，年輪密度とか年輪の整正度などは，保護

技術で大きく左右される性質であって，これば品種改良

によるよりは育林技術の面でコントロールする方が効果

的であろう。また，フシの大少,多少なども，大体育林
技術でコントロールできる性質であるが，これは品種改

良でも，ある程度は貢献できそうである。しかし，品種

改良の面から強度の増大をねらう場合は，同じ年輪巾の

もので（つまり，成長は同じで）強度の大きいものをつ

くるという方向が正攻法であろうと思う。これは更に細

かくいいえば，春材と秋材の割合（これは年間の生長廻

期が問題がも知れない）とか，春材秋材を通じて細包膜

の厚さとかの問題になるかも知れない。このような性質

にどの程度の遺伝的変異があるか，まだよく分らない

が，こういう問題に分解できれば，強度についての育種

計画も実行可能になりそうである。

ただし，将来強化材，あるいは貴化材が普通につかわ

れるようになるとすれば，素材そのものの強度よりも，

強化処理の容易な「質」がより大きく要求されるように
なるかも知れないが。

栽培条件：

育種目標を考える場合，栽培の容易さ，安全性を高め

るということも考慮しなければならない。土地に対する

要求度が低いこと，各種の病害や虫害，あるいは寒さや

雪の害に強いもの，あるいは養苗が容易なこと，たとえ

ばサシキならば発根率がよいこと，械付の活着率がよい

こと，幼時の成長がはやくて，雑草，濯木屑から早く抜

け出ることなど，望ましい性質はいろいろある。無論，

－10－
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いずれも栽培技術によってかなりの程度まで解決できる

ことではあるが，育種によってそれぞれの性質について

少しでも有利に改良ができれば，その栽培はそれだけ容

易になり安全度も高まる。、

前にのべた利用条件にくらべると栽培条件は，今後あ

まり大きな変化はおこりそうにもないので，目標として

は捉え易いのが普通であるが，しかし，たとえば病虫害

に対する抵抗性などになると，一つの病気に強い品種が

他の病気にも強いとはかぎらないので，ある病気や害虫

を対象にして改良を行い，やっと抵抗性品種ができた頃

には，別の病虫害が広がるというような，丁度，農薬と

病虫害がお互に競争しているのと同じような面もある

が,･これば全く予想がつかないのでその場に応じて対処

するより方法がない。

このように，一応目標として望まれる条件はいろいろ

考えられるが，はじめにのべたようにこれらすべてを兼

備した品種が理想であるとしても，そのようなものが簡

単にできるとはまず考えられない。また，今後，どのよ

うな事情の変化にも応じられるように，考えられる全て

の方向に育種をすすめておくということも，望ましいこ

とだが，現実には，一寸不可能に近い。したがって，現

実的な育種目標としては，現在可能なかぎりの判断で，

今後の木材の需給，利用形態を見通して，どれかの条件

に重点をおb､て，その他の条件については，判断される

重要性に応じて重琢，順序をつけて，実行可能な程度に

組象合わすということになる。

ところで現在育種事業の一部として実施中の精英樹選

抜による育種計画は，まず当面は「量」に重点をおいて

単木成長がはやいこと，単位面種当りの植栽本数をでき

るだけ多くするために，枝張りがなるべく小さいことと

いう条件を中心にして，その他，幹が通直であること，

病虫害にかかっていないこと，自然落枝性が大きいこと

というような付帯条件を考慮しながら選抜を行っている

が，これは，いわば「最大公約数的」育種であって，第

2段階，第3段階になれば，細分されたいくつかの目標

にしたがって多角的な育種を進めることになるであろ

う。たとえば，現在，選抜基準として同時に考えている

単木成長と立木密度とは，普通は逆の相関関係にああわ

けであるが，将来は短伐期用品程度と密育用品種とに分

れるべきものかも知れない。

広葉樹の植種

今までの林業は，何といっても生産性の高い針蕊樹中

心の林業であり，今後もこの傾向がそうひどく変るとは

思われないが，工業原料材の需要が増加するにともなつ

て，広葉柵類にも注意が向けられるようになったことも

事実である。成長がはやい短伐期用樹種として，また針

葉樹類の造林が思わしくない地域での造林樹種として，

その利用価値を承とめられるようになったものもあり，

また，これは今後の問題であるが，この頃同一針葉樹種

の二次林で，成長がわるくなったとか，病気が多いとか

いう声をよくきくが，その対策として広葉樹類との混

合，あるいは樹種交代ということも考えられるようにな

るかも知れない。もし，このように，広葉樹の利用範囲

が今後拡大されるということであれば，広葉樹類でもな

るべく，利用価値の高いものに改良する仕事に今から着

手しなければならない。一部ではカバ類，ハンノキ類な

どの改良がはじめられてはいるが，それにしても，造林

用樹種としての広葉樹類については，あまりよくわかっ

ているとはいえない。どういう樹種をとりあげ，どうい

う場面で，どう使うかというようなことの検討も，さし

あたりの問題の一つであろう。

林業での品種のつかいかた

イネやムギでは，単一の品種を相当な大面積にわたっ

て栽培しているのが普通であるが，林業ではこのような

品種の使い方には色だの面で困難性ないし不安が伴う。

例えば，一応スギの適地と考えられる地域でも，林地は

土地条件が非常に複薙であり，微気象的に見てもこれに

劣らず錯綜している。しかも，これら環境条件を農地の

ように人為的に調整することも困難である。とすれば，

このような林地に単一品種を一様に造林するということ

は，品種の特性を十分に活用ずるという意味では得策で

はないこという童でもあるまい。また，林業では収謹ま

でに数十年を要するので，その間に種々の被害を受ける

可能性が大きい。一度大きな被害を受けると，成長量の

大小どころの騒ぎでなく，下手をすると元も子もなくな

ってし震うおそれもある。林業ではとくに「安全性」に

は十分意を用いなければならない。単一品種を大面彼に

造林してあると，重大な病虫害が発生した場合，全滅の

おそれもある。無論,普通の病虫害に対する抵抗性につ

いてば一通り検定をするであろうが，いつ何時予想外の

病虫害が発生しないとも限らない。このような予想外の

被害を，いくぶんでも軽減するためには，林の構成を複

雑にし･ておくことも必要であろう。

これらの点を考えると，単一品種の大面積造林はあま

り好ましいことではない。具体的な方策としては，面倒

ではあるが，いくつかの品種を，それぞれの特性に応じ

て小面縦ずつ適地に造林することによって，林全体の職

成を被雑なものにするとか，あるいは，戸田良吉氏の主

－11－
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張するように，いくつかの品種を混合した，いわゆる複

合品種として使用するというようなことを考えねばなる

まい。

どうやってつくるかの問題

個々 の技術的な問題となると，一燕あげてもきりがな

いし，細かく検討する余裕もないので，現在事業として

実施している選抜育種を中心にして，主要な点をいくつ

か例拳するにとどめておく。

導入育種について：

外国種とか，国内の一地方に極限されて栽培されてい

る品種を，今霞でそれが無かった地区へ導入する仕事で

あるが，外国種の導入については本号の他の項で論じら

れているから，ここではとくに育種の立場から今後，導

入種をどのように取扱うべきかという点にふれて承る。

外国種については，すでに導入されて有望と思われるも

の，また，試植の成績が思わしくないものでも，原産地

の環境条件等から判断して有望ではないかと考えられる

ようなものについては，原産地試験をやって承る必要が

あろう。すでに造林地が多数あり，成績もよいものにつ

いては,隻団選抜あるいはエリ－1､の選抜等を行い，改

良の軌道に乗せた方がよいと思う。交雑の材料として使

用する目的のものは,各種の遺伝子の蒐集という意味で，

我国在来の主要樹種を中心として，その近縁種をできる

だけ多く集めておいて，将来に備える態勢をととのえね

ばならない。以上の全部を通じて，この仕事はどこかに

中心を置いた永続的，組織的な仕事にしなければ成果を

確保することが難しくなる。

個体選抜のやりかたについて：

育種事業の一部としての精英樹の選出は一応33年度

で終了という計画であるが，これはもちろん，これで全

部終るわけではなく，今後とも優良木の発見につとめ，

その都度追加してゆくべきである。とくに耐病虫性，耐

雪性等の特殊形質に重点をおいた選抜は，実際はこれか

ら始蚕るわけである。

精英樹の選出は一応選抜基準にしたがって表現型で選

んでいるわけであるが，個体選抜のりくつからいえば，

最高収量は選出個体数によってきまる。つまり，選出個

体数が多い程，よいものが拾えるということになるの

で，少数の精英樹を厳選するよりば，個体数を多くとい

う方向で進むべきではなかろうか。今後の研究問題とし

ては，選抜の効率を高めるために主要形質の遺伝力や遺

伝相関の研究に意を注がねばならない。

婦生検定の問題：

表現型で選出された精英樹群から，第2次選抜によっ

てすぐれた遺伝型をえらび出すためには，特性検定が必

要である。いわゆる次代検定を行うことになるわけであ

るが，現在の状況では，とにかく林地に植えて，伐期近

くまで観察を続けるより方法がない。特性検定とは，あ

る環境での特性の検定であるから，試験地はできるだけ

様灸の環境に設けなければ利用価値が小さくなる。検定

の効率をあげるために，必要にして，ほぼ十分な環境区

分法が要請されるであろう。

林木も含めて，永年作物の育種にとって最も大きなネ

ックは，特性検定に長年月を要することである。幼令期

特性と成熟期特性との遺伝相関は，むつかしい問題では

あるが，あらゆる手をうって，その可能性をたしかめね

ばならない問題でもある。

増殖法について：

スギは比較的サシキの容易な樹種でばあ為が，ある程

度年令の高い精英樹では，発根は一般にあまりよくな

い。老令母樹よりのサシキ発根率を高めるために，ホル

モン処理，萠芽の利用，尿素等の葉面散布などの方法を

試皐ているが，まだこれといった決定的な方法はぶつか

っていない。しかし，このような精英樹でも，サシキを

2代，3代とくり返すと，その発根率ば，急速に上昇す

るのが普通であるが，その上昇率は無論クローンによっ

て異なるから，発根率のあまりよくないものはすぐ事業

用として出すことなく，原種苗畑や育種場で，発根率が

十分高くなるまで一応保留するというような操作も必要

であろう。

サシキ発根率の非常に低い精英樹は，止むをえず，一

，応ツギキでクローン保存を行っているが，ツギキによっ

て若返り現象が起り，サシキ発恨率が高まるかどうか，

今のところ資料がない。

タ'ネをとるための採種園に至っては，そのもっとも効

果的な仕立方，管理法については全く未知であり，今後

の試験に茨つぼかはない。採種園では隔離法が大きな問

題であるが，林木の花粉の飛散距離は数-トキロないし数

百キ戸に及ぶもののようで，これを距離的に絶対に防止

することは，まず不可能である。考えられる可能な方法

は，採霞園の単位面稜を大きくし，形を正門叉は正方形

に近くして，採瞳園内部の濃度を高めて，外部よりの花

粉の影響を相対的に小さくすることよりほかにはないよ

うに思う。採種園の周囲を異樹種の防粉林（？）でとり

囲むということも考えられるが，どの程度の効果がある

か疑問である。
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，ー外来樹種導入に関する

技術的問題

｜ゞヤⅢ夫’
ひと夏で1作を完了する農作物であっても，新らしい

作物を導入試作してから，我国の風土に適した栽培方式

が確立され，在来の作物とならんで農家の作付品目のひ

とつとしての地位を確保するまでには，少なくとも10年

以上の期間を必要とするであろう。外国樹種導入の現状

は，ようやくにして明治以来導入試植されたものの成績

が判明しつつあるという段階であって，第1次の試作結

果が判明したという点から見て農作物における試作第1

年を終った段階にあるということが出来る。だから問題

の大部分が将来にかかって居り，あらゆる点が問題だと

いっても過言ではない。しかし，ここでは今後行われる

導入，第2次試植試験，現地適応試験などの進行と同時

に考慮されねばならぬ2？3の問題について述べて見よ

うと思う。

1．育種的な問題

既往の外国樹種の植栽地の成績を参考とする場合に，

面積が小さいとか，比較林分として適切なものを欠くと

か，立木密度力錨切でないとか，いろいろの難点がある

場合が多いが，それとは別に各試植林に共通した欠点と

して，原産地が明確を欠くのは，まったく残念なことで

ある。麓1次の導入試植の結果が，問題にならぬ位に不

成績であった場合にも，それだけで導入に不適当な樹種

ときめている訳にはいかない。次にほいろいろの環境の

異なった地方からの導入種子について試植林の造成を試

承る必要がある。こうした場合に第1次の導入原産地が

くわしく判っていれば，その地域からの導入を再びくり

かえす手数が省けることとなる。叉，逆に成績がよい場

合にも，第1次の試植林に用いた種子の原産地が明らか

であれば，その地方に限定して第2次導入をはかれば，

最初と同様の成績を期待出来るし，叉，たとえば更に寒

冷な地方に試植しようとする場合には，当初の原産地よ

箪者・雛蕊造林部植生研究室長

りも北方産の種子をとりよせるなどの手段を識ずること

が出来るが，当初導入のものの原産地が不明では，この

ような場合に役立てることが出来ない。

およそ，天然に存在する種(species)はおおかれすぐ

なかれ変異をもっており，ことに分布の広い種は，必ず

といってよいほど地方的品種(1ocalrace)が形成され

ているものである。それらの若干は形態的に区別出来る

けれども大部分は生態的差異にとどまり，外見からは区

別が困難である。一方では林業育種が急速に推進されて

いる今日においては，地方的品種をも考えずに外国樹種

の導入を行うがごときは，1時代も2時代も前の感覚と

いうべきことで，今後の導入に当って最も留意しなけれ

ばならぬ重要事項のひとつであろう。

一方ポプラ類のようにすでに外国で育種がすすめられ

ているものについては，第1段階としては，それらの優

良品種といわれるものの比較試験が行われなければなら

ぬが，もともと，イタリーの水田地帯のような所に植栽

する目的で育種されたものであるから，日本の山地の造

林に適するものを得るには，日本原産のヤマナラシやド

滴ノキをも含めて，日本の山地造林用をねらった育種が

すすめられなければならない。それが成功したときに，

はじめて，外国からの成長のよい遺伝子を日本の林業に

役立つものとして導入し終ったということが出来るであ

ろう。これはポ．プラ類に限らず外国産マツ類についても

そこ童で行くことが，導入の最終段階ではないかとひそ

かに考えている。

2．種子自給の問題

外国樹種を事業的に植栽しようとする場合に，年を種

子を外国に注文するということは種子代の負担が大きい

こと，適期に種子が入荷しないことが多いこと等，いろ

いろ不利な点があるが，それ以上に重要なことは，日本

にすでに植えられている木から種子をとってつかうとい

うことは，すでに1回試植してその成縦を試験済筆の系

統をつかうという点で大いに意味があるのであって，前

項で述べたように第1次試植林の原産地が多くは明確で

ない現状では，この方法によって試験済承の系統という

ものをおさえて行く以外にない。

メタセコイアやコウヨウザンのように挿木養苗が比較

的容易なものはよいが，大部分のものは種子によらねば

ならない。ところが現在外国樹種で若干の種子を供給で

きるような林分のあるものは，オウシユウトウ上，スト

ロープマッ，フランスカィガンショウ位のもので，他は

－13－
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草下：外来樹種導入に関する技術的問題

ラクウショウ，セゴイア，コウョウザン，ヒマラャシー

ダ－，ユリノキ等ほ単木的なもので少量の種子が得られ

る程度にすぎない。そこで結実年令に達した林分は，短

伐期林業の立場からいえばすでに大略成長成績は判明ず

ぶの林分と見てよいから，強く間伐して母樹林としての

機能を発揮するように施業をきりかえた方がよいのでは

なかろうか。さらに栄養繁殖法特に挿木について研究中

ではあるが，マツ類については事業的な活着率を得るの

は容易ではなさそうに思えるので，挿木によって苗木を

仕立てて，採種園を造成することがのぞましい。

3．造林技術の確立

いかに成長が早い良い素質をもっている種類でも最高

の能力を発揮するにほ，育種から保育に至るまで最適の

育成技術が適用されなければならない。すでに母国にお

ける造林技術は確立されているとし．ても，我国とは，雨

量の季節変化，土地条件，雑草の繁茂特に笹の存在など

いろいろな点で相違するから，やはり我国における造林

技術として検討した上での最適な育成過程を見出さねば

ならぬ。例えば一般に北米東南部のテーダマツその他の

三業松は，苗木の成長が迅速でその割合に根の発達が悪

く山地植栽に不適当な苗木となりやすい。これをうまく

調整して満2年の春に山行に適した大きさで，根の発達

のよい苗木を得るにはどうすればよいか。山地植栽に

1ha当り何本植がよいか。叉年令に応じてどのような

過程で成立本数を規正して行くのがよいか。これらの問

題を挙げて行けばいくらでもあるが，こうした事業実行

上かくことの出来ぬ問題は，常に試植試験と併行して解

決されて行かねばならない。

4．病虫害の問題

外国樹種で，日本での植翰戊績が極めて悪いオウシユ

ウアカマツ，ダグラスプアーなどは，根本的には蕊寛が

適さないためであるが，枯死あるいは不成績の蔵妾的原

因は，病虫害によるものである。これに反して成績がよ

い機腫，例えばス1､ロープマツ，テーダマツ液どは，あ

まり著しい病虫害を見ないのであるが，このことで病虫

害に対して安全な樹種であると速断するわけにはいかな

い。当初見本林や試験林として植栽された場合は，隔離

隷智に近い状態にあって，病虫害の伝播からある程度保

謹されているし，かつ叉，主だ母国から固有の病虫害が

侵入していない場合が多いこと，虫害の場合には付近に

その樹種よりもその虫の好餌となる樹種が多数あれば食

害をまぬがれ得ることなどの利点があるけれども，大面

積の事業的造林では，これらの利点の過半が消滅してし

まう。

例えば，スト.ロープマツは原産地の北米合衆国でばブ

リズターラスト(BIisterrust)と称するサピ病の1種

がはびこって激甚な被害を与え，成林があやぶまれる程

の大きな問題となっている。しかもこの病菌はもともと

はアメリカ大陸にはなく，欧州からもちこまれたもので

あるという。この病菌は中間寄主がスグリ属で，日本で

は米国に比べてスグリ類の栽培もあまり行われないし，

天然生のスグリ類も少ないけれども，この病菌がはびこ

る可能性は充分あるので，先づ第1にこの病菌が国内に

侵入することを極力阻止しなければならない。

このように海外からの新病虫害の侵入を防ぐと同時

に，既存の病虫害の被害については，その被害のおよぼ

す程度と防除対策についての研究を集積して行かねばな

らない。

5．特殊地帯に対する樹種の導入

外国樹種導入の目的が成長迅速な有用樹種をもとめる

ことにある以上，我国と環境の近似した地方に主体をお

くべきは当然であり，将来共に導入の大宗はそこにおく

べきものと思うが，一方瀬戸内海沿岸の雨の少ない辮悪

地，北海道東部の煙霧湿地帯というような特殊な条件に

支配されている造林困難な地域に適する樹種をもとめる

ことも，狭い国土を有効に活用するためにきわめて緊要

なことである。この場合にはその地域の制限因子がなん

であるかを見きわめた上で，その制限因子の支配力の近

似した地方からの導入を考えるのが至当である。

例えば，オーストラリア，地中海沿岸，カリホルニア

沿岸等は乾燥気候の地域で，この地方からの導入樹種は

一般には吾国の湿潤な気候に適さない。しかし，瀬戸内

海沿岸のような雨が少ないことによって特徴づけられて

いる地域に対する導入には，こうした地方の樹種をも候

補に加える必要がある。実際にオーストラリア原産のモ

リシマ・アカシヤ局部的ではあるがユーカリがよい成捜

を示している。

我国での特殊地搭といったところで，世界全体から見

ればもつともつと極端な環境の地域はいくらでもあり，

そうした地域にも成立している樹木が存在するのである

から，必ず適応樹種を見出し得る筈である。
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普通林地で行われている場合が多b､のであるが，その中

間成績を通覧すると，肥効の大きく現れているものと，

そうでないものとがある。その原因は，獅巴法の適否，

巧拙にある場合もあるであろうが，同様の獅凹法をとり

ながら，肥効に大小の現れるのは，主として士壊の肥沃

度に関係するもので，肥沃なところほど肥効が現れにく

いの嫁当然である。この関係を，現行の国有林土壌調査

における土壌分類について示すと,BF,BE型土壌より

もBD-BD'一BB型土壌の方に肥効が大きく現れるよう

である。したがって肥効と士壊型や，あるいは地形，土

壌の堆積状態などとの関連性を早く明らかにすることが

大切で，”巴造林を行う場合には，まずそれに先行し

て，林地とその土壌の診断が必要である。それによっ

て，施肥の要否や，緬巴効果の大小がだいたい推定でき

るようにしたい。問題はいかに土壌を診断し，その結果

にもとずいて，いかに”巴効果の大小を判定するかの具

体的表示で，無駄のない林地側凹を進めてゆくには，こ

の点について今後の研究と経験の積承かさねが大切であ

る｡そして施肥効果の予察が，肥培を目的とした土壊検

定や林木の葉分析などの技術の確立により，ある程度可

能になれば，獅凹造林を的確に無駄なく進める上に重要

な役割を果すであろう。

（2）窒詞巴料の単用か，3要素の完全施用か

一般に林木はその生長だけを考えると，窒素肥料の影

響力鐙も大きい。よく硫安などの窒素肥料だけを施用し

て，顕著な効果が見られたという例を見聞するが，林地

麺巴の場合に，窒素肥料の単用を，あるいは窒素肥料を

重点的に考えてよいものであろうか。この問題を考える

前に，先ず順序として，生育期間の長い林木を相手に肥

料をやる場合に，どの時期に麺Eを行うのが効果的かと

いう問題について考えて承よう。結論的にいうと，植栽

当初に麺巴して成林するまでを第1段階の肥培目欝切間

として麺凹を行うのが合理的である。その理由について

は，今年4月に設立された林地肥培研究会の機関誌「森

林と肥培」の第1号に述べたので省略するが，要するに

植栽当初に麺巴するとなると，植栽木は苗畑より急に環

境の変った林地に移されて，まだか弱い身でありなが

ら，森林という有機的環境をつくらないで，個盈に病虫

害や寒害の危険にさらされて生育するのであるから，初

期にほ特に健全に育てなければならない。つまり，施肥

ば生育初期に行うべきだという考え方に立てば，生長促

進と同時に，寒害や病虫害にかからないような施肥法が

特に要求されるので，たとえ窒素肥料単用の効果が，樹

一
一
一 三二三三三三三三二三三三三■■■■

林 地肥培の

技術的問題

塘 隆男

まえがき

本誌200号を記念しての特集号に，鑛者に与えられた

命題は林地肥培の技術的問題という，いわば未だその全

貌が.明らかにされていない難問である。いうまでもな

く，林地肥培は戦後のいろいろなわが国林業事情の背景

のもとに，新しく提起された問題である。したがって，

その歴史も浅く，現在各地で行われている肥培試験にし

ても，長くて7～8年，その多くは3～4年を経過して

いるの蟻で，中間的成績が象られるにすぎない。それだ

けに，私はこの問題に対して，どのような考え方で，ど

のような研究手法を用いて取り組んでよいか分らない茨

ま，いわば五里霧中のテイである。したがって，技術的

に問題となる重要点についても，いまだ系統的に論議で

きる段階にないが，私なりに気付いた2～3の点を述

べ，皆様の御批判をいただいた方が，私の今後の研究に

とりプラスであると考え，あえて筆をとる次第である。

正しい林地肥培の認識と進展のために。

技術的問題点

林地肥培には非常に多くの問題点があるように思う

が，ここでは命題どおり狭義の技術的問題点について，

すなわち麺巴行為を中心とした技術的問題点に限定して

述べることにする。

（1）先ず林地とその土壌の診断を

林地施肥を行う場合に，施肥の対象となる林地がどん

な林地かを，まず始めに考えて象なければならない。例

えば添悪林地か，海岸林か，普通の林地か，亜高山地帯

の鑛ドゾル化した低位生産林地かなどを。また普通の林

地でも，地位が3～4階級に分けられ，そのおのおのが

異った物理性や化学性を示し，その生産力が異るわけで

ある。そして，それら林地の種類により肥培の目標が異

るはずであるから，それに応じた肥培手段をとらなけれ

ばならない。

現在各地で行われている林地肥培試験は，ここでいう

＝

一

篭者・林試土壌鯛査部土製肥料研究室長
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塘：林地肥培の技術的問題

高成長において3要素の施用に劣らない場合があって

も，硫安などの窒素肥料の単用よりは，3要素の完全施

用が合理的であると考えられる。

なお，ウツ閉または成林後の施肥も効果が全然ないわ

けではなく，いくつかの実例や試験成績も見られること

を誤解のないように附けくわえて鈴く。ただ一般論とし

て，幼令時代には放置しておいて，成林後に卿巴するよ

りは，幼令時代に施肥する方が効果的であり，正しい順

序と考える。また壮令林，老令林の林地では，他の要素

に較べて窒素が最も不足する場合が多く，窒素肥料の施

用に重点をおいてよいと北欧諸国ではいわれているが，

三の点に関して我が国では未だ研究成績がない。

（3）林業用肥料について

林地に施肥する場合，どのような肥料を用いたらよい

かは，林地の種類やその土壌によって異るであろうし，

一般的にいうことはむずかしい。林木には遅効性の肥料

がよいという考え方からぅ現在林業用肥料として，⑲固

郵巴料や⑳林業用肥料などが製造されている。肥料を遅

効性にするために，前者は泥炭を，後者は膠（ニカワ）

を用いているが，実際にどの程度に遅効性であるのか，

未だ十分な解明がない。

林業用肥料の3要素の配合比を考える場合に，樹種の

性質に対応して考えるか，林地土壌の性質に対応して考

えるかについては，潅は樹種の3要素要求割合の相異よ

りも林地土壌の化学性の相異の方が大きいから､，林地土

壌の性質を主に，各樹種の性質を'も加味して決められる

べきであると考えている。しかし，林地土壌はその化学

性によって簡単に分類しにくいし，童た現地の林業家に

は診断が困難なので，実際には前記⑲固到E料などは樹

種に対応して，その配合比が決められている。現段階と

しては止むを得ないが，将来は樹種と同時に林地土壌の

化学性をも加味して配合比を決めた肥料の登場と，その

合理的施用を期待する。それは同時に獅巴の合瑠上に対

して，一歩前進を意味するものである。今日では，林業

用肥料といっても，農業用肥料にくらべて，その肥効が

絶対的に高く現れる肥料はまだ見あたらないようだし，

農業用だとか，林業用だとかいう区別にあまりとらわれ

ないで，要は肥料の用い方，施し方に工夫を加える方が

重要であると考える。しかし現段階では，林業家は獅凹

の知識や経験に乏しいので，一般的にはいわゆる林業用

肥料を用いた方力装全である場合が多いであろう。

性）施肥位置の問題

施肥造林を行う場合に，肥料の施し方，施す位置の問

題ほ，卿巴量の問題とともに，直接その効果に関係ある

問題なので，きわめて重要である。
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肥料は土壌を媒体として，根より吸収されるのである

から，施肥位置の適否を考察するにほ先ず造林木の根の

形態や生理機能を知ってなければ，失敗することがあ

る。具体的に例をあげて承よう。植栽後1年目のカラマ

ツの根系を堀って象たところ，図に示すように2～3の

方向に側根が伸びていない場合があった。このような場

合に，固型肥料を図の（イ）に示すような位置に3カ所合に，固郵巴料を図の（イ）に示すような位置に3カ所

ほど孔をあけて挿入施用したとすると，根が接触しない

から，少くとも1年目には肥効が現れないであろう。施

肥する時はよく根系の張り具合をゑて，肥料が根に接し
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塘：林地肥培の技術的問題

やすいように施すこと渡大切である。ただ植栽時に旱天

続きで土壌が乾いていたり，苗木が遠方から運ばれて根

力鐘弱しているような場合は，肥料と根がぢかに触れる

と．，肥焼を起す危険が多分にあるから注意が必要であ

る。経饗と工程はかかるが，図の(ロ)に示すよに，植栽

の半月前ぐらいに植え穴をほり，植え穴の土壌に肥料を

混合してから植えるのもよい方法ではないかと考えてい
る。

元来，林学方面では根系の調査研究は農学方面よりも

進んでいて，多くの黄料があるが，何れも林令の高い木

や天然生の林木を対象とした生態学的な調査が多く，造

林木を対象とした調査報告はごく少いので，鰄凹位溌を

考察する上の参考隻料にはなりにくい。したがって，筆

者の厭究室では，植栽当年から10年生ぐらいまでの造

林木の根系を調査して，施肥位置の適否を考察する時の

基礎費料としている。根系の調査と施肥法の現地試験と

の両考の進展により，肥料の施し方が今後合理的なもの

になることを期待する。

林木用肥料は山での取扱いの便利な点から，粒状また

は塊状のものがよいとされているが，肥料が塊状である

場合は，根圏に均一に分布するようには施用しにくい。

そして肥料が塊状になればなる程,施用する肥料の個体

数が少くなるので，肥料が根に接する機会が少くなる。

したがって，根の一部を有効に肥料に接触させるため

に，造林木の根系の形態やその機能を知っておくこと

が，ますます重要になるわけである．｡最近ラヂオアイソ

トープP32を用いて，コムギを材料として，根の一部が

肥料に接した時は，その根が強い吸収作用を示して，根

の大部分が肥料に接した時とほぼ同様な効果をあげる実

験例が報告されている。コムギと林木とでは違うかも知

れないが，程度の差こそあれ，このような現象が林木の

場合にもなければ，植物生理学の側面からぷて肥料を塊

状化する理論的根拠は甚だ少くなってしまうわけで，こ

の点に関して更に進んだ研究が必要である。

（5）雑草との競合をさけること

農業の生産力に肥料が大きな役割を演じてい為こと

は，今日の日本ではあまり痛切な実感がないかも知れな

い。しかし明治以降における農作物の反当収趣の増加の

原因はその5割以上震でMIMEによるものであるとも言わ

れる。しかし，ここで忘れてならないことは，艇業では

除草がきわめて徹底的に行われていることである。また

除草だけでなく，謂艤（中耕や蕊誹をふくめて）窪土な

どあらゆる栽培管理が集約に行われているのである。施

肥の銑果も，除章そのほかの集約な管理のもとに，その

効果を-f令二分に蕊軍していることを忘れてはならない。

原始的農業が雑草との戦いであったように，林業にお

いても若い造林木はまた雑草との戦いである。事実造林

不成績地の原因が下刈などの手入不足にある場合も少く

ない。木に施肥したところ，木よりも雑草の方によく，

しかも早くキギメが現れて，木が雑草に被圧されたとい

う例も筆者はかなり見聞している。したがって，獅巴造
林を行った場合は，かえって早目に下刈を行うことが必

要である。卿E当初に雑草との競合をさけることによっ

て,下刈も最終的には早目に切りあげることができるの
である。

肥料が草にもよくきくことについて，木と草とでば根

系の張る位置が異り，また根の伸長時掘にズレがあるこ

とから，麺巴の深さや時期を考慮することにより，草え

の肥効を軽減することが出来るとも言われるが，いざ実

行となると，なかなか理論どおりにゆくものではない。

要するに獅凹造林を行った場合にほ，それに応じた保育

を行うべきで，とくに植付後2～3年の間の下刈は早目

に，しかも丁ねいに行えば，施肥効果を十分に発揮させ

ることができて，結果的には下刈を早目に切りあげるこ

とが出来るであろう。

このほかにも技術的に象て，いろいろな問題があろ

う。特に麺恩量については，直接森林の脳畜凄構に関連

する重要な問題であるが，紙数の関係もあるので別の機

会にゆずり，次に林業技術的にゑた林地肥培のあり方に

ついて，少しく筆者の見解をのべて象たいと思う。

ある自己批判と主張

戦後このかた，一部の林業人達によって，これからの

林業は従来の粗放な，自然放任主蕊の消極的林業から，

集約な栽培的林業に進まねばならないという主張に対し

て，林業試験場の今関保護部長は「森林社会政策」なる

一文を本誌198号によせられ，林業がいかに栽壌産業で

あり，いかに集約となっても，林木の生育期間の90％

以上腫自然のま壷にまかされており，自然の秩序，自然

の流れに逆うには人の力は微力であり，おのずから限度

があると，林業の栽培産業化は，現実問題としては多く

の危険を孕んでいることを警告されている。業た京都大

学の四手井教授朧，近藩「造林技術のあり方」（林業解

説シリーズ114）において，病虫害の薬剤による防除，

林木育種，林地施肥，外国樹種の導入･…など，かつて

農業が近代農業化えの進歩の過程にとり入れた一連の技

術を林業にもとり入れること，すなわち，林業の農業化

をもって，造休学の飛躍的進歩だとするのは反対である

との意見をのべ，林木育種にしても，林地緬巴にして

も，その効果を過大に見稜りすぎているようだし，第一
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まだアイデアだけでなにもできていないでばないかと喝

破されている。

私も林地肥培に関係する者の1人として，両氏の警告

をまつまでもなく，同様の疑念をいだき，自己反省もし

てゑた。いったい，植付当初に1～2回施肥することに

よって，はたして栽培的林業と言えるであろうか。それ

は我公が鰄巴という未踏の領域漣入りこんでの観念的な

自己満足ではないかと。そして，このため従来のいわゆ

る消極的造林技術の基調である，森林生態学や森林土壌

学などに基盤をおいた適地適木などの重要性を少しでも

軽視することがあってはならないと。

しかるに一方，戦後のわが国林業は，その是非は別と

して，針葉樹の短伐期皆伐施業の方向にむいている。こ

れば好むと好まざるとにかかわらず，現実の姿である。

その結果，地力の減退が現実の問題として訴えられてい

る。例えば，吉野地方のスギ林では，スギの造林が3

代，4代と繰返されるに従い，その成長が著しく衰える

といい；また尾鷲地方では，もともと針葉樹ではスギが

80％の造林面積を占めていたにもかかわらず，地位の

低下がおおきく影響して，現在ではヒノキの造林地が大

部分となっており，きよくたんな場合はクロマツが植栽

されているという。このように，皆伐の繰返しが地力の

減退をもたらすことについては，もはや議論の余地がな

い｡私もこの点を,林総協編｢早期育成林業｣第'編

林地肥培において土壌学的見地より解析して，その重要

性を指摘し，林業技術上よりゑた林地肥培の拠点の1つ

とした。

北欧請国の先進林業国のように，また四手弁教授の所

論のように，林地の生産力を頚こさせてまで，針葉樹の

短伐期皆伐施業を強行することについては，技術的に多

くの疑問点が残されている。森林生態学に基礎をおいた

過去の造林技術が，もっと第1次的に重要視されなけれ

ばなるまい。そこには林地肥培の割り込む余地はあまり

ないだあろう。しかし，これは過去において森林が法正

に暇扱われ，現在の森林力理想的状態に近い場合につい

ての所論である。過去に，蓑た現在において，皆伐の繰

返しや，林地の養護を顔承ない粗放な取扱いによって地

力を低下させてしまった林地は別問題である。この1度

､地力を低下させた林地まで，森林生態学に基礎を論いた

自然方式の造林法の承で，林地生産力の増強を気ながに

期待してよいものであろうか。それほど現実は甘く，理

想的な世界ではあるまい。ひとたび低下した林地生産力

を回復させ，更に増強するためには，もちろん生態学に

基礎をおいた造林法が基調にならなければならない原則

について，私も異論はないが，ただそれだけでは不十分

で，そこには林鋤凹培が導入される余地が，学理的に

も，技術的にも多分にあり，その役割も大きいものと考

える。

要するに，私どもは現在の林地生産力が，最大のレベ

ルによく保たれているという仮定の上に立てば，それを

低下させるような造林方法をとるのは技術的にいろいろ

疑問点があり，林地肥培以前の重要な造林技術をもっと

重要視することが必要であろう。しかし残念なことに

は，わが国の林地には，過去において，たとえ無意識的

であるにせよ，その取扱いが乃諭切なため，その生産力

が自然に保有されるべき最大のレベルより低下している

ものが，かなり広く分布している現実を認識しなければ

ならない。それはとくに交通画:りな，経済的立地に恵ま

れた，いわゆる里山に多い。私どもはこの認識の上にた

ち，純粋な林業技術の範チユウの中で，林地肥培が今日

の造林技術の中に導入される必然性と適合性を感受する

であろう。丁度人間が健全に育ち，その生活力を最大に

発揮するためには，保健医学と同時に治療医学の力を借

りねばならないと同様，林地も1度その生産力を低下さ

せれば，施肥という外部から投入される1種の治療医学

の力を借りなければ，急速な回復は望めないであろう。

したがって，四手弗氏の林木育種や林地鰄巴を論ずる

まえに，森林の生産機構を解明しておかねば，林業によ

る木材生産を本格的に論ずることはできないのであると

いう主張（前掲書p.25)は論理的には肯定するとして

も，その研究や研究成果の取り入れに序列があってばな

らない。これからの造林学の方向は過去に発達した生態

学に基礎を鑓いた造林学の展開，さらに森林という1つ

の生態系の生産機溝の解明であっても，過去の農業がそ

うであったように，獅岨がその従属的立場におかれ，後

進的でなければならないという理由はない。現実の日本

の低い林地生産力を見れば，あくまで併行的にその進展

をはかるべきであろう。ただ林業生産という1つの技術

的，経済的行為はその生産期間があまりにも長いため，

教育と同様，やり直しのきかない(あるいはききにくい）

絶対性をもっている。林地肥培の適用にあたっても，あ

くまでも慎重に，無駄のないように事が週萸れるよう念

願ずるとともに，負荷の査任の重大さを痛感するもので

ある。
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技術的にみたマツ類造林の問題点
I

坂口勝美

はしがき無ハリとして用いられたが，多く幟京浜地方鉄工場の精

マツ類は，戦前砂防用樹種どしては，かなり用いられ練用としてのマツ薪の需要がきわめて多かったというこ

たが，一般人工造林用樹種としては，スギ，ヒノキの下とである。当時その地方の民間では，山引苗をヘクター

位にあり，天然下種や人工下種に主体がおかれた。戦前ルあたり6,000本位植栽し，15～20年で薪として皆伐す

アカマツカ鍾要視されなかったのは，アカマツ亡国論なる経営が多く行われていたという。これは千葉県での一

どの説も影響したと思われるが，主因はマツ類の材価例で，戦前のマツ材価機の低かった一端を述べたもので

が，一般的にゑて戦前幟スギやヒノキより著しく低くかある。ところが戦後はパルプ材としての需要が大巾にの

ったのと，その用途がパルプ材の対象とならなかったたび，その状況は第1表に示すようにアカマツ，クロマツ

めであろう。昭和の初期，，千葉県下の御掛林の現場担の使用量は昭和30年度は昭和21年度の12倍となり，

当であった萩原隆丈氏の談によれば，当時キナタ山御全パルプ使用錘に対し21年度の4割が，30年度には6

料林の〃戸マツ・スギ二段株の上木であったクロマツ割を占めており，現在パルプ会社の年間人工造林面積の

が，胸高直径40cmにおよんでいるものでも一部は器約5割がマツ類であるという。

第1表パルプ用材樹種別便用量

－
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（註）28年度まではパルプ材要覧より,30年度はパルプ材協会調から米沢技官が抜華したもの。

しかし，スギ人工造林の対象となる適地はBe型土壌にもかかわらず，マツ類撞対しては，特に植樹造林に

を中心として，きわめて狭いが，アカマツの場合はBbおいて，学問的にも，技術的にも裏付けの資料がきわめ

~Be型にわたって更新の対象となり，しかもBb型のて少ないという認伏である。

天然更新耐眉な地帯から,Bd型～Be型のように人工造' 1．育種の問題点

林と天然更新の併用ないし人工造林によらねばならぬ地
アカマツとク頂マツとは，ところによっては自然交雑

帯にわたっているので，きわめて多岐の技術を必要とす
がおこなわれているので，その分類はきわめて困難であ

る。しかも水平的にも，垂直的にも分布範囲が広く，ま
る。カリフォルニア林業試験場のミロフ･博士の下では，

た成立可能の範囲も広いので地帯毎に各種の特徴を示し
マツ属の種および雑種についてマツヤニ等の成分を研究

ている。
し分類上の位澄を検討している。わが国でも長谷川正男

箪者・林賦造林部長鯉士がツ･クラ属について成分の観点から研究を進めた
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坂口：技術的にみたマツ類造林の問題点

る状況である｡この病原菌は,わが国のアカマツやク官マ

ツにコプ病をおこすものの近縁のCronatiumribicola

という種類である。また，この菌の中間寄主であるスグ

リ属は北海道にも本州にも分布しているので，厳重な警

戒を要する。林業試験場の千葉修氏は1957年春群馬県

小根山に植えられた3年生の幼木にハサピ病（病原菌は

ColeosporiumEUpatorii?)を発見している。（千葉

修：外国樹種の導入と病害の伝播森材防疫ニュース7

(3),p.40～45)これはプリスターラストのような惨害

を呈するものではないようであるが，この際スト戸一プ

マツと日本にあるサピ病菌の関係について徹底的に研究

しておく必要があろう。北海道では，かなりスト戸一プ

マツが植栽される計画もあるようであるが，できるだけ

大面積にわたって植栽することをさけ，帯状にその他の

主要造林樹種と混交して育成して鐙くことが望ましいと

思われる。とにかく，外国樹種はそれぞれの特性をいか

して,わが国の林木品種改良の交雑母材料として活用し，

わが国に適するものを，つくりだす手段とすることが肝

要である。

また連年高価なタネをはらって外国からタネを購入し

ているが，一般のタネ菌からのものは，原産地ならびに

母樹の不明であることはきわめて造憾である。林業試験

場ではオリジンの明らかなものを入手することにつとめ

ており，徳島県林業指導所の福田秀雄氏はオーストラリ

アから母樹の明らかなカリピアマツのタネを入手し，採

種林育成の目的でクロマツの台木にカリピアマツの穂木

を接木しているのは暖明である。

3．育苗の問題点

マツ類の育苗にあたり，直根をきることが将来の造林

成績を左右するかどうかの論議がしばしば行われる。ト

ウミイ氏は樹苗の根をつぎの3型にわけ，ベーカー氏も

この方式をとっている。

（1）長い初期直根をもつが，優れた側根をもたない樹

種

（2）短い初期直根と優れた側根をもつ樹種

③長い初期直根と優れた側根をもつ樹種

アカマツの根は，この第1型に属するものであるが，

スギやヒノキと同じ手法で苗を育てれば，山出に適する

ような豊富な細根をもつのである。しかし，このような

仕立方をして，アカ,マツの直根をきることが，山出後の

成績に悪い影響をもつものであろうか。このようなこと

は，論議することも必要だが，一方実地試験によって，

その裏付けとなる試験資料をつくることが必要である。

話嫁余談にわたるが，育苗に際して根系の正常な発達

を促すという理念から，長く床植え型式が採用されてい

たが，育苗に機械化が進むにつれて，この型式は一朝に

が，これらの研究がナすめば，分譲上の近縁性が明らか

となり，交雑可能性の予察ができるようである。岩川盈

夫氏らの〃アメリカの林木蔑重〃の報告(海外幾業生産

性視察報告17,p.38～45),特にプレーサピル育観易の

業績をゑると，マツ類の種間交雑はきわめて産業目的に

かなう雑種育成の可能性がうかがわれる。繍圃では，リ

ギ〆マツとテーダマツの爵鍾に力をいれているが，これ

はリギ次マツより成長がよく，マツケムシの害にも“

性のあるものをねらっているようである。アメリカの育

種家には，マツ類で遠隔地のものの種内交雑にも期待が

もてると主張するものもある。

2．外国産マツ属導入の問題点

アメリカのプレーサピルには，世界の各地から70種

以上のマツ属が集められ，京大上賀茂演習林にも，やは

り70種のマツ属が集められて，交雑の母材料に用いら

れている。この内，鰯畜の高いところや関東から北方に

はス1､ロープマツが，関東から南方にはテーダマツの成

績がよいといわれ夜いるが，調査された既往の植親池の

数はきわめて少ないので，その纈生を明らかならしめる

ためには，更に地帯毎に現地適応試験を行う必要があ

る。特にス1､ロープマツはアメリカでサピ病(B1ister

rust)に悩まされており，この中間寄主はスグリ属

(Ribessp.)である。このためアイダホ州にサピ病の防

除セン女一が設けられ，防除と抵誠姓品種の認に躍起

となっている。（千葉茂：アメリカ・ヨーロッパの林木

育種聯悩，北方林業10(4),p.22～23)。この恐るべ

きプリスターラス1,は，前からアメリカにあったもので

はない。この機踵ほ，戊畏が早く，形質がよく，病虫害

にも強い申分のない外国樹種として，18世紀のはじめに

ヨーロッパ大陸に導入されたのであるが，その後約100

~

一

年の19世紀後半に

同大陸でサピ病の大

発生を起した。とこ

ろが,1909年大量の

苗を北米力錯林用と

してヨー戸ツパから

輸入したときに，更

に1921年には，フ

ランスから西癖の

バンクパーに輸入し

た苗によって，この

病X錨が北米へもち

こまれ，現在ではア

メリカのホワイトパ

イン剣鍼全般にひろ

がって手をやいてい

《
雲

(写真1）ク戸マツ台木に

カリ．ピアマツの接木
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して列植え型式に変えられ，現在何等支障なく行われて

いる例もある。

そこで，埼玉県の林業試験場赤沼試験地では，アカ.マ

ツの植付け造林が多くなり，植付けたものほ天然生によ

ったものと比べて，成長・形質ともに劣るとされ，その

原因の一つに移植により主根を切ることが問題とされて

いるので，この関係を明らかにするため，昭和27年度

に試験に着手した。その方法は1区0.05haの5回繰返

しとし,haあたり5000本の割合で，一方は昭和27年

4月に直まきを行い，他方は同年に同一採種条件のタネ

を苗畑にまきつけ2年義苗したものを29年に植付け，

両者の比較を行っている。試験担当官三宅勇氏の調査に

よれば，昭和29年秋における伸びは直主きの指数100

に対し，植付けの平均は271となり大きく開いていた

が，翌30年では190となり，31年にば118，32年

には110となり，その差は漸次少なくなっている。

同試験地における別の観察では，傾斜地の下部の肥沃

地でば植付け，据置の差が比較的少ないが，上部のやせ

地においては据詮のものがよい傾向にあり，植付けを可

とする地位と環境について，前記試験の経過と照し合わ

せて検討する必要がある。また，ある樹種では大多数の

根系が浅い層に分布し，1～2本のきわめて長い根が深

い層に達しており，前者が主として養分吸収，後者が主

として水分吸収の分業をなしているものでなかろうか，

という憶説がある。もしかかる事実があるとすれば，ア

カマツの内，乾燥地帯に生育するものは後者の根を必要

とし，直根の処理が関係してくるかもしれない。

また，植栽時の根系処理についても，種を論議があ

る。これについて赤沼試験地では，1回床替2年生のア

カマツ苗を，次の4種にわけて昭和27年春植栽試験地

を設けた。第1区は植付けにあたり全根を90度に折り

曲げたもの，第2区は主根を切りとり細根の承としたも

､の，第3区は一鍬植えによったもの，第4区蛾標準植え

によったものである。植栽後5年目に調査した結果は，

その成績に数字的な差はあるが，きわだった差ほ認あら

れない。ちな承に，該地は第3紀層の粘土質土壌で，関

東戸一ムのかぶったアカマツ地帯である。この結果瞳現

在大きな差がないとしても，更に成育の進んだ後に差が

あらわれてくるのでないかという疑問もでる。しかし，

根は植付け後に新しい根がのび，細根は時とともに更新

もするので，今後の成績追跡にまたねばならない。と同

時に，更に広く地帯毎に，土壌条件毎に広く試験して象

る必要がある。ちな承に，千葉県の一部，新潟県寺泊地

方および瀞反県の大山地方では，天然生の山苗を鉢付苗

として用い，美林をつくっている例があるb

4．育林の問題点

アカマツ林を仕立てるには，形質のすくれていない樹

を淘汰し，シイクイムシなどの被害率を考慮にいれて，

形質のよい林分を育成するには植付本数を5,000本以上

にする必要があるといわれている。しかし，鳥取県西伯

郡犬山町赤松の伊沢源一，言伸両氏は地上長7寸～1尺

位で，地下部は，三角形の土壌をつけた山引苗を，1町

歩あたり3,000本値付けている。10年前後に除伐を行

い，第1回間伐を13～15年におこない，残存本数密度

を2000～2100本程度とする。この時の間伐材は胸高直

径3寸程度でパルプ材として利用でき，第2回の間御熊

21～22年生で胸高直径6寸程度の間伐材をうるという。

この地方は筆者の象たところでは，12～13年生頃迄の初

期成長がきわめてよく，病虫害も比較的少ないようで，

ウツペイ高が低くい形でウツペイを開始し，成長がよい

ため一旦ウシペイすれば陽掛の性質上急速に下枝が枯れ

あがる。伊沢氏の主張によれば，肥大成長を期待するに

は，枝条量の多いことが必要で，このような林分構造ば

後糎なっても成長がよく，ウツペイ高の低い木をつくっ

て後に下枝をあげる方が成林によい結果が翔待されると

いう。四国地方にも，このような植栽本数の比較的少な

い育林法をとっているところがあるという。これについ

ては,その地方のアカマツの形質，成長の特性,病虫害

関係，土壌条件が，この形式を可能ならしめていると思

われるが，今後の研究が必要である。

ともあれ，植栽本数を多くすると，苗木代が採算ベー

スの上に大きくひびいてくる。そこで群状植栽の形式承

考えられる。1.4mの方形植栽をすれば,1日職貴あたり

5000本となるが,3mの間隔をおいて5本あて群状に植

栽すれば，やほり1町歩あたり5000本となり，密度効

果をあげると同時に刈払いの功程があがり手入費が軽減

される。また刈払いを実行しているうちに，天然にアカ

マツが侵入して，植栽樹種と混交してくる場合が多く，

中村贋太郎博士のいわれる誘導造林または間鐸林が期

待される。

いずれにしても林分の生産構造を明らかにするにはゥ

植付から伐期までの系列に，種灸の本数密度を設け競争

密度効果と収錘密度効果を明らかならしめることが必要

である。

また，土壌条件によって天然更新によるべきところ

と，人工造林によるべきところのあることはもちろんで

ある。スギ，ヒノキに鮨いても近時伐期林業や拡大造林

の名のもとに人工植樹造林が専ら主流をなしつつある

が，土壊条件や特殊のケースとしては，やはり人工補助

事業を前提とする天然更新に基盤をおかねばならぬこと

は，従来からの筆者の見解である。

＝

９

全

－21－



h

－ －－－画_ニーェーーーュ－－1一一一,eﾆｰｰ阜司=令一旦■今＝一壷ず－萱
．．I

I

北 海道の

造林実行上の技術的問題

６
１

因橋延清＝画高

どは設定しやすいめぐまれた特定地域のことであって，

全体を律するわけにはゆかない。

民有林ではカラマツの植林をきらって，昨年はカラマ

ツの山出苗が多量にあまった詞宵からも，このことが了

解される。ネズミの食害はササとともに本道における最

もウエートの大きいやつかいものである。近年ウサギの

食害もいちじるしくなり，造林実行者はその防除に悩ま

されているが’ウサギの害は内地府県はもとより，欧米

などにおいても，おきている問題であり，ネズミの害に

比すればウエートは少ない。

霜害と寒害は本道の主要な郷土樹種であるトドマツに

対して，数年おき位に甚大な被害をあたえている。宗

谷,十勝地方はとくに甚だしく毎年くりかえされている

実情である。本道におけるトドマツの不成績造林地の過

半の原因は霜害とも言われている。

ごく近い霜害の例を示すと，今年の6月上旬の霜で上

)I1地方のトドマツ造林地は相当の被害をうけた。寒害で

は昨年ゆう雪直前の気温の激変による寒さで日高，十勝

地方などで広範囲にわたり植栽数年後までの若いトドマ

ツ造林地が大きい被醤をうけた。

病虫害ほ移入樹種の造林地においていちじるしく，例

えば札，樽地方のヨーロッパ,､ウヒ造林地がオカーアカズ

ヒラタハパチの被害でほとんど枯死した例があり，山部

の東大演習林における300haのヨーロッパ1-ウヒ造林

地も数年以来ハバチの害をうけ，その防除に悩まされて

いる。また信州カラマツの幼造林地ではナラタケ菌の被

害が増大し，カラマツ落葉病なども-卜勝，根室方面で次

第に増大しつつあることは重要な問題である。

1．造林上のいろいろな障害

北海道における造林実行上の障害のう､らで，ウニート

の大きいものはササ，ネズミとウサギの食害，寒害，病

虫害などである。

これらの諸害を綜合すると内地府県の造林とは較べも

のにならない困難さがある。ササは欧米にはなく，差た

ネズミの害もほとんどないから，北海道は世界のうちで

も造林の非常に困難な地域と言いうる。

内地府県のスギ，ヒノキ，アカマツなどの造林は歴史

が古く定石ができあがっており，誰でも危げなく実行で

きるのに反し，本道における造林は古いものでわずか数

十年を経過したにすぎないし，実行された面積も比較に

ならぬほど少ない。しかもその多くは失敗の歴史で，と

くに経済ペースの林業企業を前提にすれば，採用樹種や

造林技術上における未解決の問題がはなほだ多い°

しかしながら概して地力が内地府県のそれのように損

耗していないので，立地に応じた樹種の採用と造林実行

上のいろいろな技術を誤らなければ本道の造林は有望で

ある。

北海道には全道にわたり丈の高いクマイザサが分布

し，大平洋に面した海岸地帯とその内陸地帯には比較て

き丈の低いミヤコザサが分布している。

これらのｻー ｻ憾繁植力が旺磯で，耐蔭性もきわめて強

く，密生して地床を占めるため，稚樹の更新をさまた

げ，本道の天然更新施業の最大のガンとなっていること

は周知のとおりである。一方人工造林においても丈の高

いクマイザサの場合はとくにジゴシラエ喪と植栽後の下

刈経費が多くかかることは事業実行上の大きいハンディ

である。おまけにササの存在は二次的にネズミの凄息を

うながす結果となるので，ササは本道造林上における最

大のネックと言いうる。

ネズミの被害は本道で毎年1～2億く・らいの額に達し

ている。完全焼払いジゴシラエと防鼠溝と殺鼠剤でネズ

ミの問題は解決ず承と割り切っている技術者もいるが，

これらの防除対策には相当の経菱もかかるし，防鼠溝な

《
】

4

＝

2．障害に対する技術手段

上述のササの問題，ネズミとウサギの食害，籍害,病

虫害などの障害に対する一つ一つの技術対策はいろいろ

研究もされ，また実際に其の成果が応用されて相当効果

もあがっているものもあるが，広い意味での綜合された

造林技術が理解されないために造林がうまくゆかない場

合もかなり多いと思う。

もっとも技術上からも労務上からも実行上無理な鉱大筆者・東京大学北海道演習林長
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ナラシ，一連のイタリー鑛プラ品種はウサギの食害がは

なほだしい･

成長の速い信州カラマツとネズミの害に強いグイマツ

との菱雑F*"'成長が速く鼠害に強いことがわかった
ので，此のF,の大量生産を急ぐ．ことが重要である。

（北海道の林木育種,Vol.1No.1,1958,北海道林木

育種協会発刊，に筆者がその方法について述べてある｡）

このF1の大量生産されるまで幟朝鮮カラマツの種子の

導入力鍾要とおもう。

霜害と寒害

十勝，宗谷，根室などにおいてはとくに土地条件の調

査以上に霜害や寒害などの気象条件をより重視しなけれ

ばならない。

霜害の恐れのある沢地や寒冷な台地などには例え土壌

条件が1､ドマツをさけて，霜仁強いアカエゾマツ，スト

ロープマツ，朝鮮カラマツなどを植えることが望まし

い。従来沢沿の湿地などにはヤチダ壬を植えることが常

道であったが，ヤチダモは霜にとくに弱いため失敗して

いる割剃が多い。またヤチ変モは利用伐湖が高すぎて経

済上からも不適当であるから，かかる場所には籍にもネ

ズミにも強くて，湿地にも耐え，伐卿収謹も速いグイマ

ツの採用がより適切な判断であ為。

寒害ほ積雪の少ない冬期寒風地帯には激しくおこるか

ら，トドマツはさけ，寒害に強いクロエゾマツ，アカエ

ゾマツ，などを今のところ採用するより仕方がなさそう

である。この場合秋植より春値が望ましい。アカエゾマ

ツよりクロエゾマツの方力寒風に強いという説がある。

ヨーロツパクロマツ，北欧系のアカマツ，北米産のバン

クシアナマツは寒害にはかなり抵抗力の高い樹種であ

る。ただしこれらの樹種はネズミの害にかかる欠点のほ

か，大量の種子の道内での入手は困難である。

病虫害

前記したごとくヨーロッパトウヒのハバチの被害やカ

ラマツ造林地のナラタケ菌やカラマツ落葉病などの被害

の増大などの事例からも，単一樹種の大面被造林幟でき

るだけさける必要がある。

3．造林技術上の綜合対策

筆者は道内国有林が企図する今後40年間に113万ha

に及夢拡大造林の行き方にはいろいろな角度から従来ど

おり反対論者の一人であるが，すでに実行にうつされた

認菱階においては,予想されるいろいろな失敗も出来る

限り減少せしめるために次のことがらを提案し，やがて

実行にうつされるよう希望する。

（1）造榊封種は出来るかぎり多く採用して貰いたい。

現行案によると1､ドマツ50％，エゾマツ10％，カラ

造林を押しつけられて，造林成功の見透しのたたない現

場も道内には多かろうと想像されるが…..． 。

上に述べたいろいろな障害は粗暴合わされておこるこ

とが普通であるから，与えられた土地に実際に造林を行

う場合には技術的，経済的な綜合判断が必要である。し

かしその前提として一つ一つの障害に対する基本的な解

決策を理解しておかなければ．よりよい綜合判断が生れ

ないので一応具体例などをあげてその解説をさきにす

る。

ササの問題

ササ地においてエゾマツ，トドマツなどの成長のおそ

い郷土樹種を植えるときは大苗を採用すべきである。大

苗は植付した年から成長が大きく，ササを抜け出すこと

が速く，従って下刈経費を軽減し，確実に成林する。従

来の25cm前後の山出苗では腐植層が厚いため植付の

さい穴に埋もれ，また下刈のさいに梢端が切られ，ササ

を抜け出すのに7～8年もかかるところが多い。スジ刈

においては4噛植のヘイガィが一層大きい。クマイザサ

地帯では大苗の大きさは少なくも40～50cm位は必要

で，ミヤコザサ地帯でも30～40cmていどの苗木が望

ましい。50cmていどの大苗の生産には生長期間5年を

要し，一本当りの経費ば従来の4年苗の生産喪に2円程

度高くなる。ha当り3,000本植の場合に6,000円の

経溌増加となるが，この額は下刈を2回へらすことで消

殺され，しかも成林確実であるから，ササ地には犬苗の

造林が有利である。

このような大苗の生産に鰯､経営を到りかえることが

必要である。将来少なくも4年でかようなトドマツ大苗

を生産する育苗技術の確立が望菫しい・このためには夏

床替が良い。

ネズミの害

ネズミの食雷ほ，防鼠溝や完全焼払いジ談シラエと連

統完全下刈と毒餌散布のくりかえしの方法で防止はでき

るが，経溌の点で難色があり，さらに拡大造林の実行で

造林面戯が急速に増大すると，労力の面でもゆきずまり

ｶﾐ生ずるほか，ネズミの大発生の際は恐るべき災害が予

想される。従ってネズミの被害に抵抗力の高い樹種の採

用を重視しなければならない。

ネズミの害に強い主な樹種臓エゾマツ，アカエゾマ

y,1､ドマツ，グイマツ，スト画一プマツ，朝鮮カラー

ツ，力'頚，ドロノキなどである。弱いものは信州カラ

マツ，いわゆるhardpineと呼ばれる本州産及び外国

産のアカマツ，クPマツなどの類，ヨーロッパトウヒ，

チョウセン五莱松，ヤチダモなどである。

ネズミの害に強いものは概してウサギの害にも強い傾

向を示している。ただしウダイカンバとチヨウセジヤマ

垂
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高橋：北海道の造林実行上の技術的問願

マツ其の他40％となっているが，トドマツは適馳の範

囲がせまく，霜害，篭砦に弱いから50％採用は無塁で

ある。

前述の諸害に耐え乾燥地にも適し，伐期が低く初鶏か

ら成長の速いストロープマツ，朝鮮カラマツ，グイマ

ツ，マツ類，などの数多い樹種を採用すべきである。童

たシラカバ，ド画ノキ，ハンノキなどの広莱樹を立地に

応じて適宜採用することが望ましい。

（2）トドマツ，エゾマツ類のごとき初期成長の遅い

樹種は大苗を用いるようにする。

前述のササばかりの問題でなく，北海道の雑草ほ成長

が速く，大型のものが多いからである。

（3）大面積皆伐はなるべくさけて，造林に際しては

単一樹種による大面穣植栽はできるかぎり行わない。

大面積の皆伐をすると立地条件が鯛上することはよく

知られていることである。同一樹種の大面積造林は，風

害,病虫害に対する抵抗力が弱く，適地，適木の原則に

も反し，画一性のへい害が著しく現われてくる。

（4）優良種子の大量入手叉は生産化を行政的に，技

術的に積植てき措殻を識ずる。

例えば朝鮮カラマツの種子は技術者を朝鮮に派遣して

優良種子を導入するよう努力する。

信州カラマツ，グイマツの交雑風の速かな大量生産

に努める。両者のあいだの開花には多少のズレがあるに

しても既往造林木のたがいの移動による天然交配の採種

林が早道である。

シラカバ，ハンノキ，ドロノキなどの母樹林を設け

る。広葉樹はとくに逓伝形質がけんちよに現われるから

プラス林分から種子を採るようにしなければならぬ。

ストロープマツ，朝鮮カラマツ，グイマツ，などの採

種園はトドマツの採種園よりもさきにいそぐ･ことが，よ

り実際的に望まれることである。

諭的に見出されていない。筆者が視察したスイスの択伐

試験地の数十年にわたる調査結果でも毎年のha当りの

成長量が16m3であった。その林はヨー画ツバ,､ウヒ，

モミを主とする混交林である。スイスは一銭に地形が急

しゅんであるにしても，人工皆伐造林は原則的に禁止さ

れて，スイス式画伐作業が75％，択伐作業が25％行わ

れている。ドイツは全林地の80％にわたり人工造林を

行った結果，病虫害や風害になやまされ，一部では成長

量の減退を来し，現在においては単一樹種の植栽はさけ

て,同一林分の1/3の面穣ほ保護樹（広蕊樹)，2/3ほ

経済樹（アカマツ，モミ，’､ウヒ等）を混植して，でき

るかぎり人工的手段で復廟混交林を作ることを目標とし

ている。

日本のカラマツは保謹樹，兼経済樹として人気があ

り，次第に造林されるようになって来ている。北海道と

ヨーロッパではいろいろな条件が異なるから，同一な施

業法をとる必要がないにしても，他山の石として参考に

すべきものとおもう。

北海道では過去の伐り放しの択伐作業は大局的には失

敗であったが，それは主として取り扱い技術の失敗であ

って択伐作業そのものの失敗を意味するものではない。

山部の東大演習林では20％が皆伐造林作業で残余の

80％が天然更新の作業でゆく方針をとっている。20％

の択伐作業のできないところは凹地や平坦地で伐採木の

選木技術の善悪とは無関係に天然更新の期待できないと

ころである。

約’0ケ所の成長鐘調査固鐙試験地（内4ケ所は30

年，3ケ所は22年も経過している）や数十ケ所の成長

量査定擦準地の調査結果を綜合すると,ha当りの林分

成長量も以外に多く，5～8m8の成長量をしている林

は数多く存在する。過熟老令の木を伐採して森林を若返

らせれば成長錘は今後一層増大してくることは確であ

る。選木技術はとくに留意する必要がある。

もっとも稚樹のないところは穣極的に補助造林を実行

しなげれぼならない。補助造林用の苗木は下刈なども簡

略するため漣も超犬苗を使用することが有利な場合が多

い｡

天然林の施業法もその技術的取扱について紘紙数の関

係もありここに詳しく述べられ厳いが，近く本誌にその

内容を発表させていただきたいと考えている。

《
一

《
一

4．天然林作業の重要性と造林技術

北海道において拡大人工造林が強調されすぎて，天然

林作業が軽視されていることは極めて重要な問題であ

る。

なぜならば天然林は成長錘が少ないと片ずけていると

ころに第一の問題がある。

ヨーロッパ各国の実例によっても合理的に施業された

天然林の成長駁と人工撒栽林の成長量には艇劣の差が結
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特に薬剤防 除について

也
一
ハ

度の著しい違いと，収磁までに至る育成期間の極端な差

にある。

Ⅱ

林木挺しろ，農作物にしろ，その栽培に人工が加わる

ほど病虫害は多くなる。すなわち自然に逆らえば逆らう

ほど，われわれは自然からの反撃を覚悟しなければなら

ない。その反撃の単的な表現が病虫害発生という現象と

してあらわれるのである。従って，これに対する備えな

くしては迩代的栽培産業としての名実は伴わない。

戦後，力睡度的に近代化の道を辿ってきた日本林業

は，今日の拡大造林事業への飛躍的発展によって，一気

に近代的栽培へと脱皮することになった。しかし，林業

がいかに近代化しても農業にはならない。従って，今後

当然予想される病虫害に対して農業の模倣技術では解決

することはできないので，林業独自の技術対策をうゑだ

していかなければならないことになる。そこで生態的防

除という間接防除の研究に主眼をおくべきであるという

のであるが，森林の社会政策だけで病虫害を防ぐ・事はで

きない。すなわち，間接防除技術を土台として森林を育

成し,･その限界を超えるものに対しては，我盈の当然の

義務とし責任として，直接保謹の手すなわち薬剤による

防除の手段を積極的にとりあげなければならないという

ことになる。

この意味において，林業も茜た薬剤に対する依存度が

増し，その使用量は年,々 増加するであろうが，その使い

方についてば，単に森林に薬剤をむらなく散くといった

機械的な技術だけでなく，生態的防除の補助手段として

の薬剤散布，生物学的にも合理的で能率的な薬剤の使用

技術が工夫されなければならないと考えている。

］Ⅲ

さて，林業における薬剤防除法を論じるに侭，林業を

苗木の養成から木材の収磁までを同一視して考えるわけ

には行かない。そこで林業を大きく苗畑・森林（造林

地)・伐採丸太の三つの時期，さらに厳密にいえば，造
林時代を，植栽から7～10年までの若年期と，成林後の

いわば青壮年齢に区別し，全体を四つの時代に分けて考

エ

さきごろ，拳昔は「森林社会政策」という短文を本誌

にのせた。未熟な思索と舌たらずの表現ではなはだお粗

末なものであるが，次のようなことを述べたかったので

ある。

病虫害の防除には基本的に二つの行き方がある。一つ

は害敵を直接にたおすこと，他は敵に乗ずるスキを与え

ないことである。農業が大壁の幾薬を使って対害虫・対

病原菌という直接防除の技術に主力をおくのに対して，

林業で罐害虫・害獣・病原菌をはびこらせるような社会

的欠陥・弱点を除き，間接的に病虫害を防ぐことに，主

力をおくべきであるというのである。

しかし，実をいうとこの意味における林業的防除技術

はまだほとんどたてられていない。従って林業的技術は

今後の研究問題であるが，ことは極めて重要であるから

連かに体制をととのえて，この技術を承がきあげねばな

らない。そしてとの技術は造林・土壌・育種・気象など

各専門分野との共同によってはじめて高度に発達するも

のである。

筆者ば農業は薬剤防除，林業は生態的防除をとるべき

だという，極めて割り切った表現をとった。しかし，こ

れを以て林業における薬剤無用論をとなえようとするの

でばない。農業でも100％直接防除に依存しているので

はなくてj生態的防除についての研究に多くの関心がも

たれ，その技術も充分にとりいれられているのと同様

に，林業でも生態防除一辺倒は蕊諭で，薬剤防除の必要

性は次第に高くなるばかりでなく，これも蓑た近代林業

に欠くことのできない防除技術であることを充分に認識

しなければならない。

両者はいわば自転車の両輪のようなものである。ただ

どちらを前輪にするか，どちらを防除の主役とするかに

おいて，農業と林業の間に，やはり対脈的なちがいがあ

るのである。そのよって起る原因は，同じ栽培産業で

も，栽培方法，産業形態に著しいちがいがあり，抽象的
にいえば栽培の環境及び条件に対して人工を加えうる程

＝

■
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今関：森林保護に関する技術問題

として生長量に影響を及ぼすのとちがって，林木の生死

に関係し，すなわち成林するかどうかを左右するような
病虫害が多いのである。

林木にとってはかなり好霞しからぬ環境に，好ましか

らぬ状態に植えられる場合もあるので，致命的な病虫害

が発生する。ノネズミ，ノウサギのごときはその代表で

あり，トドマツの胴枯病，トドマツのオオアブラムシ，

エゾマツのカサアプラ，カラマツのナラタケ病なども同

類である。これらの病虫害の大部分は生態的防除の根本

理念にもとづいて解決プー るのが最も妥明であるが，その

補助手段として薬剤防除も欠くべからざるものである。

現在の北海道におけるノネズミ対策はこの様な考えに

もとづいて10余年間の研究がつ室れ，すでに発生予察

も行われ，薬剤の使い方も合理的になり，防除技術に飛

躍的進歩を見せるに至ったが，さらに望ましいことは発

生予察を事業に反映し，機動性のある能率的で合理的な

防除体制がとられるような行政的運営である。これもま

た技術を生かす技術であろう。

ノウサギほ極めて困難な対手である。誘引物質の発

見，伝染病による生物的防除法などいろいろの考え方も

あり，研究も進められているが，ノウサギの飼育さえも

ま叢ならぬ今日，その様な技術の完成は将来にかかって

いる。問題はノウサギの棲息密度を低めることであり，

いかにして猿えるかである。この場合には人間をひっく

るめた生態的防除法を考え出すことが先決問題ではなか

ろうか。

3．中・後期の造林地の病虫害

青壮年期の造林地ばすでに成林し，自然の環境にも順

応している。この時期に現われる病虫害は主として林木

の生長量に影響するものが多く，致命的なものは少な

い。環境は90％以上自然の震まであり，ほとんど人工

は加わらない。林木の病虫害に対する抵抗力は全期を通

じて最も強い。しかし一旦流行がはじまると極めて大規

模となる。林令が高くなるに従って，防除費としての投

資期間ほ短かくなることも考えておこう。

根本的には生態的防除に基本的理念をおかねばならな

いが，現実的には大発生があって後発見されるので，常

に応急処置，治擦的処澄が要求される。そこで森林に対

する薬剤散布が問題となる。

森林害虫に薬剤を散くかどうかを判断する場合，その

経済効果を判定しなければならないが，その基本的な判

断資料は次のようなものであろう。

a)薬剤散布に要する斐用とその効果。

b)被害の実態。例えば生長巌にどれだけのマイナス

を来たすか。枯れるか枯れないか。

c)病勢の診断。被害は引きつづいてひろがるかどう

察を進める。

1．苗畑時代の病虫害防除

苗畑ほ林木の初年齢である。病虫害に対しては本質的

に抵抗力が弱く，しかも栽培管理は全く農業的で，密

植・流水・日艇い・卿凹など，ある意味では病虫害の流

行に都合のよい条件下に育てられている。

苗畑のこの様な特性から，その病虫害防除が艇業的で

あることは当然であり，従って農薬は多鐘に使われる。

幸にして，その技術の基礎として，農業の長年にわたっ

た膨大な研究を役立たせ，また直接農業の技術から学ぶ

便利がある。したがって苗畑の病虫害に関する限り，農

業と同等にあるいはそれ以上に進んだ技術があってもよ

いはずである。事実,戦後10年間の研究と努力によって，

その技術は非常に進歩した。昭和24～25年ごろまで，

至るところに大発生をしたスギ赤枯病やネキリムシの被

害も著しく少くなった。立枯病・雪腐病など，なお研究

を必要とする残された問題も少くないが，次第に対策技

術も向上するであろう。

しかし，苗畑が農業と極端にちがうところは，艇業が

一年限りの栽培産業であるのに対して，苗畑は後につず

く数十年の育成の最初のスタートであることである。若

しも苗畑が苗木を生産して売るだけの産業であるなら

ば，菱成期間が多少長くても農業と同じ性格であるが，

苗木の謎成に対する投資は，数十年後にはじめて実を結

夢のである。同じ病気に対して同じ防除費をかけたとし

ても，農業は一年足らずで回収され，林業では数十年後

に回収される。従ってその経済効果には雲泥の差がある
はずである。

病虫齋防除の技術は効果が確実でしかも安上りである

ことが大切であるが，苗畑の場合には防除蟹を少しでも

下げることに非常な意義がある。農業で1反歩1,000IW

かかるから，灘mも1,000円かけてよいとはいえないで

あろう。比較的薬害には強い林木であり，病虫害の生態

も異るものがあるので，更に突こんだ研究を行い，より

能率的でより効果的な，林業の経済速度にのっとった高
度の技術がたてられるべきである。ボルドウ液の濃度を
さげ，回数を一回でも少くする方法，苗畑の面俄に応じ

た散布機械の選び方,散布機械に適した床の作り方,機械

の改良,殺虫剤と痩菌剤の混合使用法など,たとえ100門

でも防除磯をさげることに重要な意義があると考える。
2．初期造林地の病虫害

仙栽後の約10年は灘Ⅲで育った苗木が，山に倣えか

えられ，人工的温和な環境から厳しい自然の環境で溌初

の試錬をうける時である。ナラタケ病野ネズミ，ノウ

サギ，ネキリムシの他多数の，しかも独特の病虫獣害が

ある。この時期の病虫害は，中・後期の森林病虫害が主

夕

《
一

。

一
一
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今関：森林保護に関する技術問題

か。今回かぎりか，来年もつづくか，あるいは10年以

上もつづくか。一時的か慢幽上するか。

d)病状の診断。被害の程度，すなわち被害をうける

前の発見か，実質的被害をうけたあとであるか｡．

･e)その他，被害林はあと幾年で伐採するか。

その他いろいろあるであろうが，主として生物学的立

場からとりあげた。

このうちa)は薬剤や散布機械の進歩によって変るも

のである。b)は刺積的には病虫害の種類により，職腫

により大体一定のものである。ただしこれに対する評価

は時代によって異ってくる。c)病虫害の生態について

の基礎研究によって一つのプリンシプルが得られ，これ

によって診断する。

薬剤散布をするかどうか童たそれによる禾晦は，簡単

にいえば，ある種の病虫害が発生した場合，それによっ

てうける美簔と防除鎧とをバランスにかけて見ればよい

のである。見かけの被害に童どおされてはいけないとい

うこと，また実害を測定するにはc),d)の診断牧術が

確立されなければならないことを述べたいのである。さ

らに専門外のことであるが，林令をも考慮にいれること

が必要であろう。なぜならば散布緩費が同じでも投資期

間の長短によって，経済効果はかなりちがうと思うから

である。

このようにして森林における薬剤散布は単に散布技術

の向上だけでなく，薬剤散布を行うべきか否かを判断す

る臨床診断の技術をもしっかりつかむことが必要であ

･り，むしろそこに真の科学的な技術があるのである。さ

らに薬剤散布の技術も単にまんべんなく薬をまくだけで

なく，天敵に彩響を与えず，天敵を利用する．ような散布

技術が望ましいのである。見掛けの被害に幻惑されては

ならないことはマツクイムシの初期発盟寺代のことを思

い出せばよい。科学性のない油断と心配とを排除するこ

とが，森林の病虫害防除に科学性と経済性とを与えるた

めに先ず必要なことである。

4．伐採丸太の防虫防菌

苗木の養成，造林という数十年間の肉体的,.糟神的，

経済的投賓によって収穫された木材朧，半年の労苦で得

た米や麦とは大変ちがっている。しかも米や麦ば種子で

あるから生命を保っており，自然に自己防衛力が備わっ
ているが，丸太はもはや完全に無防備である。本質的な

丸太は打ちはてることを本命とするものであり，虫菌害

をうけ易く，その速度も早い。丸太の防虫防菌がいかに

重要であるかは改めて多言を要しないであろう。実に伐

採後，半年ないし一カ年間の油断は数十年間の努力の結

晶に重大なきづを与えるものである。九仮の功を一鍵に
かくものといえよう。

林業という一貫した産業の中で丸太ほど病虫害をうけ

易い嶋代はない。その保健は生物学的に考えれば自然へ

の100％の抵抗である。薬剤防除はこの時こそその最大

の意義を持ち，価値を発揮するものである。しかも保存

期間は1年内外である。投資された防除費は直ちに莫大

な利益を生むものである。年伐採量4,000万石余のマツ

丸太が，1カ年でどれだけの虫菌害をうけるか。かりに

5％としても200万石である。400万石余のブナ丸太も

虫菌害をうけ易い一方の代表である。これらの損害の1

割を救済しても，数億円の利益を生承，さらに木材資源

を節約し，ひいては伐採量を少くすることにも通ずる。

ここに林業の盲点はなかったか。数十年間の栽培産業

である林業の最初の数年間，すなわち苗木の養成と植林

に最大の投資が行われることはやむを得ないとしても，

最終産物，しかも最も病虫害をうけ易い伐採丸太の保健

に対して最少の投資しか行われなかったことば，生物学

的に考えても，経済的に考えても，不合理である。

幸に最近はブブｰ丸太に対する薬剤処理は，常調こされ

てきた。さらにマツに及び，またパルプ用丸太に普及徹

底化することを希望してや童ない。

かつてブナ丸太薬剤処理法を研究し，その説明を行っ

た際，石当り25円（当時）の処理喪は高すぎるとの声

をきいた。実は25円の投資によって100円以上の利益

をうけるのであるのに。しかもその利益は半年で生承出

されるのである。丸太材特にブナ丸太の薬剤処理法には

まだ少からぬ欠陥がある。それは処理費が高いことでは

なくて，防虫防菌の効果にある。丸太材に関する限り，

処理識を安くする技術よりも，多少高くとも，より確実

でより持続性のある処理法の発見こそ重要であると確信

している。

Ⅳ

林木の一生は苗畑時代，植栽から山に落ちつくまで，

成林から伐採までで終り，丸太から機械にのせられて，

ぼじめて実を結ぶ。とり扱う人は礎り，環境は変り，形

は変るが，終始一貨して健全な木材の生産と合理的利用

とを目標としている。時代により蝿樹により病虫害は異

り，その生物学的性質，経済的意義は異る。したがって

防除対紫も時に応じ物に応じて変るのが当然であり，た

だ目先の被害に幻惑されることなく，被害の本質を科学

的に診断し，その時の最高の防除技術を考え，その効果

を客観的に判断し，適切な処種をとらねばならない。特

に薬剤散布の採否決定には冷静で客観的な判断が何より

も必要で，梁剤散布の技能的技術よりも，むしろその判

断に必要な基本的生物学的研究に力がそそがれなければ

ならず，それがあってはじめて真に高い技術が生まれる
ものである。模倣や皮相の研究からはよい技術ほ生まれ
ない。
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1．まえがき

治山技術の経済的工法について書けということである

が，この課題はなかなかむつかしい，解決の困難な事柄

である。それでも最近との経済的工法の確立ということ

が重要な研究課題となっているがｼ考えて恐れば科学技

術の日進月歩の世のなかであって承れば，かかる要求の

出るの唯うなずけるので，治山事業ば金がかかるのだと

すましてもおれないのである。たしかに治山工事を出来

るだけ経済的に施工出来ればこんな結構なことはないの

で，この点良心的な技術者は従来から以上のことがらを

念頭において治山技術にたずさわって来た筈であるが，

それにもかかわらず，治山工事は金がかかりすぎる，も

っと安く出来ないものかというのが今日の要求だと考え

るのである。

しかしながら経済的工法の確立といってゑたところで

そこにば現在の治山科学技術の水準とにら桑あわしての

上の話で，技術のせのびば慎まねばならない。実際のと．

ころただ経済的，経済的といって治山の目的力錘せられ

ないのでは本末顛倒も甚だしいといわねばならない。此

の夏は各地に局地的豪雨があって，相当砂防堰堤，山腹

工事等が被害を受けたようであるが，それらの被害状況

を承ると,夫を設計,施工に欠陥あるいは経費の不足等の

点があった事がうかがわれるのである。たとえば砂防堰

堤の築設で経費の点で水叩部の保護を省略したために，

堰堤の底抜けあるいは破壊した例も多いし，童た山腹の

全面綱ヒエに頼り過ぎ山腹水路を省略したために，侵蝕

を受け補修のやむなきにいたった例も見られる。だから

治山工事は先ず破壊しないこと，治山の目的が達せられ

ることが第一で，それでなお技術に余裕があるなら，可

能な隈度腱おいて，工費を節減すべきだと思う。

更に寮た経済的工法といったところで，はなはだ抽象

的であるし，童たこれについて論ずるにしても，論者そ

れぞれの経験が違うので，ピントが合わず，外観的に意

見の対立しているように崇られがちである。筆者もよく

現場で以上のような意見の対立に関する事柄を耳にする

のであるが，結局のところいづれも正しい場合が多いの

であるが，ただピントが合っていないだけの話である。

だから科学者も技術者も出来るだけ多くの性質の違った

現場を承ることが何より大切で，出来るだけ広い視野に

立って治山技術の発展に努力する外ないと思うのであ
る。

事実我国の荒廃地は南は九州から北は北海道まで地質

的，地形的，気象的更に文化的に条件の違ったものが余

りに多いので，これらの荒廃地に対する工法の普辺性は

あり得ない。それでよく従来の工法は画一的だと耳にす

るのであるが，全国各地で施工されている工法を戦る

と，夫を施工地にかなった工法の特性が承られ，決して

画一的でばない。もちろ〃それらが最上の工法であると

いうのではなく,それぞれ欠陥もあり,よりよき工法への

転換をはからねばならない点も多いことは事実である。

とに角治山技術の歴史は古く，多くの先輩によって今日

の治山技術が築き上げられた事は認めねばならない。た

だ問題はこの古い歴史の基盤の上浜，今後の治山技術は

いかに打ちたてらるべきか，また要求されている経済的

工法ばいかに確立さるべきかを謙虚な気持で研究，努力
さるべきだと思う。

また筆者は或る現場で，最近新工法として発表された

それと変らない，否より合理的な工法を承たが，案外発

表されないかくれた工法も存在するのではなかろうか。

それにつけても，本誌などに全国各地の現場報告がもっ

と多く発表されたいと思う。現在発刊停止になっている

「砂防」は当時その内容について批判もあったが，とに

角多くの現場報告がのせられ，非常に参考になったもの

で，現在もその価値を失っていない。それはとに角とし

て以上のように吾国の荒廃地はその条件が非常に違った

ものが多いので，そう簡単に経済的工法を確立出来るも

のではない。それで先ず工法を対象とした全国の荒廃地

を分類し，その各女について，経済的な工法を確立すべ

きだと思う。そして治山工事をはじめる場合は先ず流域

の調査を充分行い，この費料をもととして，治山工事の

目的にかなった無駄のない計画を樹立し，各種の合理的

な工種の総合による経済的工法を決遥すべきだと思う。

それで何といっても治山科学技術の進歩発展をはかると

共に，更に優秀な現場技術者を多く韮成することが何よ

り急務であろう。それがためにはあの不便極まる奥地で

働く技術者を優遇する方途を識じなければ，経済的工法
の確立も結局空転することになるだろう。

2．治山技術

畢
一
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筆者。東京農工大学教授
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伏谷：治山技術の経済的工法

治山技術の経済的工法について述べるにあたって，ま

ず治山技術の本質について考える必要があろう。ところ

で治山技術の歴史も古く，従って治山技術も時代と共に

変遷し，その時代，時代の要求に応じてきたわけであろ

うが》これが本質はあくまでも水源山地の侵蝕防止，土

砂，石礫の下流への流出の抑制，調節にあることに誤り

はないと思う。ことに吾国の河川ほ国土の6割以上が山

地であることを考えると水源山地の侵蝕防止ということ

がいかに重要であり，困難であるかということはいかに

強調してもし過ぎることはなかろう。そして治山技術は

終極的には山地の緑化ということに帰着するのであるが

しかしながら山地の緑化というと簡単であるが，この緑

化に達するまでの過程はそうなまやさしいものではな

い。従来治山というと，荒廃地→山腹植栽→調上という

ような山腹渋面の認上すなわち治山と考えられ勝である

が，山地はただ山腹斜面の承から形成されているのでは

ない。すなわち山地は原地形が雨水によって彫削せら

れ，複雑化された山と谷からなりたっている。そして山

ほ雨水落下の場であり，谷はこれらの雨水を集あて流す

水路である。また山の溌圃では表面侵蝕，縦侵蝕，山

崩，地蓮など侵創観象が起り，これらの侵蝕土砂は谷に

堆彼してこれを荒廃せしめ，霞た下流に土砂，石礫を流

送する。こうした山地における土砂，石礫の生産，堆

積，流出という一連の現象ほ山と谷との有機的な関連に

おいて起るので，従ってこれを土砂，石礫の生産，流出

の抑制，防止という治山技術の立場から考えると，治山

技術はただ単に荒廃地→山腹植栽→緑化というような簡

単なものでばあり得ない。それで治山技術の内容を簡単

にいうと谷と山との全体的な安定→緑化ということにな

ろう。しかしながら現実の荒廃地について考えると種な

の場合があるので，これらの各灸についてはそれぞれに

適した工法をとればよいわけである。すなわち網上だけ

で目的を達し得る特殊の場合もあれば，また逆に現実に

は緑化を望象得ない困難なものもあれば，全く総合的な

場合もあり得る。それで治山技術は全くゆうずうむげ，

きにのぞ承へんに応ずるていのものでなければならな

い。実際のところ治山技術の公式化は不可能といっても

良いのではなかろうか。

従来治山工事は山腹工事とが全く別個のものとして受

けとられて来たところに問題があり，ことに「治山即緑

化」なりとの思想に禍いせられて，治山というと山腹工

事が主体であるとの固定観念がなかなかぬけきらないよ

うである。しかしながら荒廃地の状況によっては終局は

緑化であるとしても，緑化への道は遠く時をかせがねば

ならないにかかわらず，直接緑化に手をつけて失敗を繰

りかえしてI､る例も見受けるのである。事実視野を広く

して山地を大観すれば，渓流工事も結局山地緑化への一

歩であり，しかもこの一歩が最も大切で，これが山腹工

事と有機的につながって，山地の安定緑化が期待せられ

るのである。すなわち渓流工事と山腹工事との一体化，

調和の姿の上に最も合理的，経済的な治山技術が確立し

得ると確信するのである。

渓流工事は渓床の安定，山脚の固定並びに崖錐発達の

場を造成して，谷の安定と山腹安定の基盤を確立するの

が第一義であるが，また山地で生産された多量の土砂，

石礫を留出することも重要な役割であるが，これらの目

的達成のための砂防堰堤計画は非常にむつかしく，堰堤

系列の決定，位置，大さ，溝造等の決定に対しては充分

の検討が必要で，これなくしては，効果的，経済的な渓

流工事は期待されないのである。

山腹工事の第一次目標は，山腹法面の土層の安定と法

面の侵蝕防止のたあの早期の緑化をはかることにある

が，これが目的達成のために一般には土木的な基礎工事

(山腹土層の安定)と造林的な植生の導入の二つの手法の

総合によって達成せられる。従って山腹荒廃地の状況に

よっては，造林的手法の象で緑化が期待し得られるが，

また場合によっては土木的手法が主になる場合もあり得

る。そして多くの荒廃地はこの両極端の間に存在し，こ

れが工法も千差万別といっても過言でないようである。

何れにしても山腹工事は一般腫は山腹渋面土層の安定と

表面侵蝕防止のための植生の導入，早期の緑化によって

第一次目的が達成せられることに誤りがなかろう。

3．経済的工法

前述のように最近特に経済的工法の確立ということが

問題となっているが，このことは単的にいうと工事費を

出来るだけ最少限度にきりさげるということであろう。

そして工事費の切下げにも二つの考え方があると思う。

すなわちその一つは合理的な切下げであり，その2は多

少の不合理はやむを得ないとするものである。そしてそ

の2の考え方は多少工事に無理な点があり，それがたあ

に多少の被害を受けるのはやむを得ないことで，その時

は補修すればよいというのである。しかしながらこの考

え方は甘い考え方で自然のきびしさに目をおおうもので

あろう。それでここでは経済的工法とは科学技術の基盤

の上にうち立てられた合理的な無駄のない工法と理解す

ることにする。事実工費の切下げにも限度があって，も

しそれがために工作物が破壊したり，早期の緑化が期待

し得ないのでは，‐-女惜し梁の百失いのそしりを逃れ得

ないであろう。それで経費の切下げは合理的に行われね

ばならない。すなわち経費の切下げは治山科学技術の進

歩発展と創意と工夫によって合理的に行われねばならな

いということである。ただ単に政治的，政策的に経費の

－29－



伏谷：治山技術の経済的工法

切下げを強いられるのでは，治山技術の進歩発展は期待

出来ない。それで経済的工法の確立について考えて承る

ことにする。

A合理的な治山計画の樹立

従来の治山計画については，一般論として計画に必要

な調査，計画に対する検討等に対して必ずしも完全無欠

とはいえない。計画が近視眼的で，広い視野にたつ総合

性，将来の見透しに欠けているのではあるまいか。この

ことは経済的な工法確立並びに経済効果と密接な関係が

あり，最も重要な点であって，この点に欠けるところが

あると，設計，施工等にも種含の悪影響を及ぼし，工事

の無駄も生じ，更に工事の劫果に対しても充分の期待を

かけることが出来ないであろう。それで治山計画は工事

目的を達し得て，しかも合理的で無駄のないよう綿密に

検討されねばならない。このことは流域の荒廃状況，文

化の程度等に即した無駄のない計画を意味する。

B経済的，効果的工種の創案

治山技術は古い歴史を有しているので，現在まで受け

つがれて来た工種はそれぞれ捨てがたいものを有してお

り，これらを従来の工種はと一概に批判することは，‘陳

しまねばならない。そしてまた現在もてはやされている

新工種にしても，この古い歴史を基盤として打ちたてら

れたものであろう。すなわち科学技術の進歩と過去の古

い歴史から，よりよいものが生れ出なければ，技術の進

歩はないわけである。このことはまた多くの先輩に対す

る吾なの義務であり，よし先輩の残したものが完全なも

のでなかったにしろ，これを受けつぎ,よきものはとり，

欠点のあるものは改良して，よりよきものをつくり出す

のが吾煮の蕊務であろう。川端勇作氏によって創案せら

れた植生盤も従来使用されて来た切芝をより科学的，合

理的に改良したもので，ながい歴史の苦悩の上に開花し

たものである。そしてこの植生盤にしても単価の上でな

お問題を残しており，今後に残されたものはコス1､の切

下げであろう。またこの植生盤の出現がまたより経済的

な簡単な工種を承だすよすがとなることは誤りなかろ

う。恐らくこれに刺戦されてか，従来の被覆工の欠点を

改良した筵張工，とも伏工のような経済的効果的な工種

が生れ出ている。また緑化工に適応した肥料の出現，植

生の導入方法の改善，創案等次盈とよりよきものが生れ

出て来たことはよろこばしいことである。また山腹石穣

にかわるコンクリートプ画ツク稜象も経済的で簡易であ

るといえよう。堰堤工にしても断面の節約，種々の材料

による簡易な堰堤工の出現等その施工場所によってより

経済的なものが採用される傾向にあるようである。

c治山の機械化

治山工率現場は水源山地の最も不便髄まるところに存

在している。それで工事を経済的，能率的にすすめるた

めには工事の機械化をはからねばならない。それで従来

のすべてを人間の労力に依存した工事の在り方と，現代

の機械化されたそれと比較して，様相は一変し，大なる

変革を来している。それで工事に関する付帯施設のもつ

役割は大きい。それでこの機械化の進歩発展をはかると

共に工事の合理上，能率の増進について充分の計画，検

討を必要とするであろう。

D経済的工法の確立

前にも述べたが，我国の荒廃地は，気象，地質，地

形，土壌等その立地条件は千差万別でまた文化の程度に

よる治山の要求度も違っている。それで一応ほ荒廃地の

分類の上に工法の公式化をほかることは重要であろう。

しかしながら一つの特定現場に対する工法の決定につい

ては，もちろんこの工法の公式化は参考にはなるが，結

局のところ蕊場に最も適応した最良の工法を決定しなけ

ればならない。このことは設計，施工者の賛任において

行わねばならない。そして工法に関しては一般的に以上

のべた各種工種の中から適当なものを選び出し，これら

工種の適当な組合わせ総合によって工法が確立する。従

ってこの工法の決定は最もむつかしい事柄と思われる。

それで工種の種類，それらの逓はぎりぎりの限度（工率

の目的を達成し得る）にとどめ，完全な施工，能率的な

施工を行い無駄をなくすれば，これが経済的工法でなく

て何であろうか。もちろん復旧治山より予防治山に転換

出来れば，これ程経済的かつ効果的なものはなかろうが

これは要求せられている課題ではなかろうから今は論じ

ないことにする。

4．むすび

以上治山技術の経済的工法について述べて来たが，紙

数の関係で工法の具体的な例をあげて説明出来なかった

のであるが，筆者の意のあるところを汲んでいただきた

い。いずれまたより具体的に述べたいと思っている。そ

して最後に強調したいのは現場と直結した治山技術の進

歩，発展と，優秀な現場技術者の斐成と待遇の敦善が何

より大切だということで，当局者にこの点真剣に御考慮
願いたいということである。

《
』
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－おわび－

本誌199号，9月号の目次が8月号目次となっ

て居りましたが，9月号目次の誤りで求から，こ

こに謹んで訂正，おわびを申し上げます。

’
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関連問題力堤起されることが予想されるのであるが，こ

の問題を看過するわけにほいかない。またこのために林

道が純粋に林産物の搬出路として負担すべき費用と，林

業外的，林業内的の他の効用に伴う費用負担区分とにも

更に問題をなげることになるであろう。私はいまここで

直接この広い問題について述べる意志はない。

ただ蕊なりにこのような予感がすることを端的に述べ

た雷でである。がそれだけに林道建設に当って，その林

道のロケーションが，単にその流域の林産物の鐙出路線

をもって足りるとするものではない筈であるので，この

問題を民有林林道事業の主体たる国庫補助林道の建設

に，すでに今日の段階からいかにおりこ承生かしうるか

ということが，私の考えた技術的問題の第二である。

露三の問題としては，林道建設,維持管理全般にわた

る個なの技術的問題があり，そのうえ雲た前者の問題に

も関連して，林道技術関係者の洗練された見識と実行力

が強く求められなければならないであろう。

林道開設予定量を達成するには

さきに述べたように，昭和33年度以降5ケ年間に年

平均6,000km余の林道開設が見込童れているが，これ

をもってしても，わが国の育成林業を達成し，府県経済

の適正な発展と，農山村住民の正当な生活標準の確保を

計り，真に国土保全の道を拡げるべき，林業合瑠この途

は遠いのである。工事費確保の努力と各般の施策はとら

れるであろうが，私どもは林道事業の合理的遂行のため

いま一腱との点について検討を加えて承よう。

わが国林道開設の実績において，最も輝かしい事例の

一つに戦前の岐阜県下の林道開設例があり，今日では全

く想像外の新設路線を生んだのであった。標高3,000m

に達する戦時の軍用道路として，戦後のスカイライン．

ハイウェイとして注目をあびている乗鞍岳自動車道路の

大半も，実は林道路線として岐阜県側において昭和の初

頭すでに設計力澆了していた実績によることが大きいと

いわれている。その他各地の山間部公道も，前身は林道

として開設され，その後府県道，国道に編入されたもの

が極めて多数であることもいうまでもないc今日でも林

道一一自遍庫道一一の延長は4万kmに及び，国道，地

方道，笥遁府県道の公道の延長17万kmの約1/4に

達し，林道の占める比重は軽視できない。しかしながら

この量も，近代林業の遂行に見合う町歩あたり20mの

林道網密度には程遠く，た童たま林道密度ば高くても，

その質において近代的運材を行うに足る地域は少ないの

ではなかろうか。

ここで外国の例を挙げよう。戦後のヨーロッパのスイ

ス，ドイツ，オーストリーにおいては，林業復興の第一

着手として林道拡充に重点を置き，奥馳林道の開発と並

行して，既存の林道を近代的道路に切替える事業をとり

林道建設の技術的課題
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さきの農林白書において，また昭和33年度林業行政

方針に関する林野庁長官の説示においても明らかにされ

ている通り，今後の林政の歩むべき方向から推測して，

わが国の林道の担うべき意義は極めて大きいことば，い

菫さらここに述べる寮でもない。

木材の需給関係は，昭和31年度において用材林の伐

採堂は1億9,400万石に達したが，これは雛開発林の年

間生長量に比べ2．6倍の過伐を示すものであり，さらに

将来の木材需要は昭和70年において2億8,000万石に

達するものと推定試算されている。このような聯態に対

処するため，奥地未開発林のための林道開設の促進，造

林事業の拡大，治山事業の強化，森林組合を中心とする

林業経営の改善および山村振興等の諸施策が打出されて

いる。

柿首事業としては，今後開発可能な森林圃職国有林

2,954千町歩，民有林4,426千111渉，この際暁に必要な

‘林道延長は，国有林44,310km,民有林75,388km,

合計119,698kmと称されている。このうち当面の5ケ

年間に国有林4,407km,民有林29,065km,合計33,472

kmを開設する計画であり，昭和33年度においては国

有林983km,森林開発公団68km,国庫補助1,151

km,融資その他3,177km,合計5,379kmの開設が

予定されている。すなわち国喪を投ずる林道の象でも年

間約2,000kmに及ぶ工率量があるのであって，林道建

設の技術的問題もまずこの点からながめる必要があるよ

うである。

林道事業の推進が上記未開発林開発を目的として，民

有林においては，利用区域の資源内容，地利，工事単価

に応じ，工事費の3～6割の国庫補助をうけて実施され

ているが，民有林林道の性絡は好むと好まざるとにかか

わらず，現実の問題としてこの奥地林開発の目的意義と

同時に，多面的な林道の効用すなわち運餓上の利便が森

林の経営条件を変え，山村の交通路ともなり，奥地治山

治水施設の能率的実施，水資源の活用，またあるいはい

わゆる風致林地区観光ルートの開設ともなるといった，

＝
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丸山：林道建設の技術的課題

ないであろう。

この際の路線ぼ左岸か右岸か，特に分水嶺に達するま

でに主に路面をあげる地点砿何処とするか，路綴勾配の

配分はどのようにするかなどの技術的問題と，通過川岸

に対し反対側山腹,､支流地域等に対する出材計画，また

麦線林道計画を勘案し，より高度の林業経済圏全体の林

道Fケーションに対する考究配慮を要するものであっ

て，場合によっては森林計画にもられた路線計画も変更

の必要もあろう。

峯越林道と限らず一般奥地林道の場合，例えば古生層

地帯においてば，おおむ泡川床より100～200mあがれ

ば相当緩斜面がえられる場合が多いので，このような既

往の林道に比べ比較的高所に路線を選定しうるならば，

たとえ路線延長ぼ大きくなっても，工事の施行は比較的

安易となり，構造物少なく，維持管理面にも得策のこと

が多いと考えられる。今日の機械作業をもってすれば，

道下の部分の搬出に臆特別の支障臆起らない。対岸の処

置についても同様である。

要するに今日の－殻幹線林道の路線選定も，次期支線

林道計画を含めた総合的林道ロケーションであらねばな

らないことを強調したい。

私どもはいま日林協，東京都林務課と協同して，航空

写真の利用により東京都下の一つの実例によって，壁也

林道予定線の再検討を始めている。それは搬出路線以外

の効用を勘案した場合の路線選定は果してどのようにな

るかを，比較検討するためであって，相当広大な何本も

の支流を含むこの全地域に対する最適林道戸ケーシヨン

を決定するため，計画頭初から実地踏査により比較線を

作成して検討するのでは，余りにも非能率にして客観性

が失われるおそれが認められるからである。航空写真利

用のこの効果ほ相当の期待がもてそうであって，その結

果によっては，他地方においても活用の道は広いであろ

う。

林道技術向上のために

日本林道協会が昭和33年年頭に，各県林務部課長お

よび株道協会長に依頼した，林道行政に対する期待と林

道に関する当面の問題点に関するアンケ.－トから，各地

に共通する具体的な技術的間窪点をひろいあげて承ると

次の通りであるが，そのうち林道関係者の技術向上の要

望も目立っている。

（1）事業担当職員の拡充強化，講習会などによる技術

研修の実施

②峯越林道の開設

（8）林道改良改修また老朽木橋の永久橋化等に国庫補

助の拡大

あげ多大の成果をあげた。ことに戦後の立上りの最も遅

れたオー:ストリーにおいては，1948年以来8年間に

5,000kmの林道（自動車道）を完成したのであって，

われわれば特に注目する必要がある。一体何をもってこ

れを可能ならしめたのであろうか。それば政策として機

械化施工を強力に推進した結果にほかならない。この工

事をもし旧来の人力作業にて実施していたならば，恐ら

くその1/10も達成しえなかったであろうといわれてい

る。

わが国の現状よりゑても，この機械化工事の実例は他

山の石として銘記すべきである。わが国の一般土木工事’

もすでに十分の経済的理由をもって，大きく機械化にふ

ゑ切っている。林道工事にこのオーストリーにおいてさ

え，コンプレツサ，さく岩機，ブルドーザ(D-2,D･-4,

D-6,D-7級）を主体とする岩石の罰坂砕石，土砂の切

盛，ダンプカー，ローダ，シヨペルなどに然る土石の移

動運搬，グレー〆，戸一ラ等による路面築造，ミキサ，

プアイプレータによる茸ンクリートエ事等の機械化施工

が導入され，適正施工条件のもとにおいて，人力作業に

比べ工費の半減と工刻を数分の一に短縮できることが，

詳細な資料に基き実証され報告されているのである。

目下困難を極める国家財政のもと，限られた予算で林

道拡充に最大の効果を挙げようとするならば，このよう

な本格的な機鯛ヒエ事を展開せねばならぬことは自明の

理である。適正な施工条件，機城の適正配置とその満度

の稼動をいかに確保するかの具体策は，林道建設技術関

係者の努力によってどのようにでも立案できるし，また

そのように努力は直ちに払われうるが，要はさきにも述

べた広汎な林道拡充の意義と，そのための機綱と工事の

必要性を各般の輿論としてもりあげ，これを林政の重要

施策として積極的に取り上げることでなければならな

い｡

林道のロケーション

林道の路線は,"1I勾配に従って適勾配を追い，最終

点においてはなお集材機，索道等の集運材機械作業の経

済的行動範囲限界にあれば，林産物搬出を第一義として

いる幹線林道としてば，一応の機能をもつものとしてい

るたあ，要するに林道は行きどまり道であることが通念

となっている。

しかしながら旅道の実際の効用面から致て，いわゆる

連絡林道峯越林道の計画に対しても眼を広げるべきで

ある。その場合異流域間の利用区域につき，霞たある場

合には行政区域を越え，新らしい林業経済圏を生む可能

性あるときには特に，林業目的，外的各種の効用の序列

を与うる限り客観的に検討提示するものでなければなら

《
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丸 山：林道建設の技術的課題

性）災害復旧工種の向上

（5）総首維持管理の揃蔑

総首技術向上のためには，何よりもそれを実行する関

係技術渚の盗質の向上と，無理のない配置がなされねば

ならないことは論をまたな↓､。識萱府県の技術員数とそ

の事業費の隣I系について，術首時報No.53(昭33.4)

に林野庁中溺鼓官の記載があるのでこれを再録すると，

県単事業（県独自の経費支出により行う材遁事業）を除

く国庫補助全椛首事業費を材遁僕際技術員数で割った1

人当りの事業費は次のようである。

2,500千円以下10県．

2,500～4,000千円17県

4,000～5,500千円12県

5,500～7,000千円2県

7,000千円以上5県

（平均3,920千円）

同技官の説明では，大半の県が2,500千円から5,500

千円の間にあって，現況ではこの辺が一応の目安である

ように理解される。斌にはもちろんどの程度が最も妥当

か朧判断がつかないが，実際にはこの数字力蝿重でない

ことを望むものであって，この資料につき大方の批判が

なされることを希望してやまない。

現下の惰勢は聯負の増員拡充は遺憾ながら早急には思

うに任かせぬようであるので，林道技術者の責務は路線

の質の向上を期する上からも，菫すます重大とならざる

をえない。近年はまた全く新らたに泳業用索首の設計架

識支術が彬首技術者に要誌されるに至り，術謹目に一

林業技術叢書第22輯

モ ミ林

面積を基にした択伐作業

岡崎女彬訳

A5版上質75頁

定価180円〒16円

林業解説シリーズ

｢フランス林業に学ぶもの」

大隅真一箸

定価50円〒8円

項目別種の技術が導入されたわけで，これに対処する専

門的研修対策も早急にうちたてねばならない。

最後にこれらに関係する現地の声を聞こう。同じく林

道時報No.43(昭31.6)に滋賀県林務課森嶋包太郎

氏は「林道工事の合理化と行政機関技術者の反省」と題

し論じておられる。その後半に「行政機関における技術

者にば事務の仕事が多く雑用にも忙しい。したがって十

分時間を持たないとの理由から往殉にして技術の仕事に

対するその結果の整理，考察及び検討を余りにも拠り過

ぎてはいないかとの懸念がある。行政機関の技術者にば

もちろん研究機関におけるがごとき研究は行い得ないし

叉そのような研究を行なうとすることは機関の目的から

外れることではある。しかしもしかりに多くの災害林道

を見て歩いたのならそこからいかなる路線に被害が多く

叉いかなる箇所に最も多くその弱点が露呈するやの程度

の事項は考察してよい筈である。叉10年前の橋梁も今

日設計せられる橋梁も同じであり何等そこに進化が認め

られないばかりか….」と述べ，最後に「要するに，研

究機関に従事するものでもなく，営利率業に従事するも

のでもない我々行政擬関の技術者と云うものは，端的に

云って〃考える〃ことに最も欠けた技術者ではなかろう

か」と結んでおられる。私も同氏のこの意見に全面的に

賛意を表したい。そうしてこの林道の仕事が林業政策上

いかなる立場に立っかの十分の理解と信念にたち，この

点についてもまた〃考える〃林道技術者として責務を果

されんことを念願してやまないものである。

｢林業技術」専用
p

合本ファイル

本誌B5判12冊1ヶ年分製本

僻誌を長く保存するだめ好適

本誌名金文字入・美麗装頓

定価130円〒20門

’
日本林業技術協 会
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をどこに選ぶかとか’あるいは機関車・貨童・トラック

・トラクター．積込機・巻立繧等の各盈にどの凄種を選

ぶかというような個燕の問題については今後大いに研究

して行く必要があるにしても，これらに重点を置いて強

力に推進して行くことは林業機鯛との本道である。何故

なれば，これらの溌械は’台で人力や畜力の数百倍ある

いは数千倍の仕事をすることが出来る機械だからであ

る。しかしここで見落してならないのは，これらの擬械

を森林に導入する基礎的条件が道路の整備にあることで

ある。それは単に林道だけの問題でない。町村道に府県

道もおよそ運材と森林経営に必要な路網系統に属する道

路の全てが，相当程度に整備されることが機銃化の前提

条件であることを強く認識すべきであり，これをいかに

して実現するかが第1の問題点ではなかろうか。道路工

事そのものの機械化による単価の切り下げが問題解決の

重要な鍵となることは，オーストリアに於ける林道4000

kmの実例が示唆している。

n.集材へのLわよせでどう解決するか

国有林でも民有林でも，幹線運材がある程度橇賊化さ

れて，運材菱が大巾に節約されると，第2段階として，

生産コストの切り下げは集材費にしわよせされ，機賊化

集材がすでに色をの形で進あられて来た。修罹や木馬や

橇に代って，国有林では架空線集材機が，民有林では索

道(架線)が花形として登場し，大きな実績をかせいでい

る。しかしこの分野程混とんとしている作業は他産業に

は見られない。各伐採地の作業条件がほとんど個盈別凌

と云ってよい位に違っていることがその原因であるかも

知れない。集材機の機種ぼ大中小併せて恐らく20種類を

越えているであろう。索張り方式も亦'0種類以上が使わ

れている。民間の架線や運材機に至っては少なくとも30

種類の様式があって千差万別の規模で使われている。地

域的に見ても，非常に良く使っている地方とほとんど使

われていない地方とがある。能率のよいものと悪いもの

とではその懸隔がはなはだしい。これは一体どうしたこ

となのか。良貨が悪貨を駆逐する原則がここではただ通

用していないのである。展示会に見られる個為の機械や

機材の中には極めて優れたものもあって，我が国の工業

力を力強く思わせるものもあるが，これらと並行して現

実には誠に心もとない機械類も震客を得て出廻っている

し，また一方では無名の小メーカーが相当優秀な機織を

廉価に供給している例も見られる。機械化の主眼が生産

コストの切り下げにあるとしても，計画生産・集約生産

・品質向上・安全確保・重労働からの解放等煮林業合理

化の太い線を打ち出して，その角度から全日本的にこの

現状を眺めるならば，何とか手を打たねばならぬという

ことを誰しもが痛感するであろう。

集材機は国有林においてはすでに相当根強ぃ歴史を持

識鍵灘溌蕊灘鱗灘蕊蕊

－林業機械化の問題点-可
加藤誠平一

エ．林業機械化の第1段階

林業諏化は進法10年間に長足の進歩を遂げた。確

かに現業における鐵戒保宥台数は急上昇したし，鯛戒の

質と穫鎭においても橘段の進歩をした。試承に最近各地

で催される林業識の展示会をのぞいて見給え。そこに

は必らず小は電誇得や噴霧機から，大はモピルクレーン

・ボギー機牒庫・トレラートテツクに至るまで，多種多

様の溌癖が陳列されているであろう。またそこではチ

ェンソーや集材機や消火ポンプの鐵寅が人気を集めてい

るであろうし，トラクター・フォークリフト，ブルドー

ザーなども偉容を並べているであろう。コンクリートミ

キサーや散zk機やヂーゼルパクーユニットまでが，ワイ

ヤロープやP.Sコンクリートのような機材類と共に，

林業における夫灸の分野を受けもつものとして賑々しく

窒湯しているであろう。しかし，これは林業熱i化の外

面的ピークである。果してそれらは林業の中にどれだけ

強く根を張っているのであろうか。果して一般の林業家

が，これらの林業機賊を何時，何処で，いかにして使え

ばよいのであろうか。この辺りに大きな問題がひそんで

居そうである。

樹磁化作業とほ人力を機械力に綴きかえた作業である

が，一口に標識化といっても色なの段階がある。例えば

徒歩で歩く代りに自転車で走るのも陶戒化に違いない

が，オートバイもあれば，自動車もある。そして機械を

使う以上は,それに最大の仕事量を期待するのは当然と

云わねばならぬ。仕事量とは物理的にほ（力)×(距離）

または，（馬力)×(時間)のことであって，これは大遼物

の長距離輸送をしたり，強大な力の要る仕那を短時間に

片付けるのが機械の本領であることを意味する。従って

林業棲械の第一歩が箪沸蒜郵オ・最終士場作業・土工とい

った部面に向けられたのもまた当然である。流送や馬鍛

が林鉄やトラックに切りかえられ，土場では穣込機・巻

立機が多数の労務者を不要にし，道付欣や除雪にはブル

ドーザーが出動するようになった。北海道の丘陵地や中

部地方の火山山麓で始められたトラクター運材も亦，色

灸の問題をはらんでいるにしても同じ範蒋に属する機械

化である。私ほこの第1段階の磯械化は今のまま強力に

推進して行ってよいと考えている。もちろん林鉄をトラ

ックに切替えるとか，トラックとトラク女一の中継地点

一

グ

■

２

一

、

筆者・東大教授・農博
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っていて，当事者は機械化作業の知識と技術とを棚当程

度身につけている。従って彼等は，少なく共自分の受持
つ現場では，これだけの性能諸元と耐用命数を具備した

機械を，これだけの価格で入手し，それをこう｡いう作業
仕組承で使えばよいということを良く知っている筈であ

る。しかしその性§鑑元と耐用命数に合致するような機

械が与えられることば稀なのである。ところが彼等はそ

の熟練技術によって与えられた溌械を兎も角も現場に合

わせて使いこなして行くことにも慣らされている。厳し

い経済的制約のために民間でば到底使用出来ない機械で

も大規摸経営であるが故に国有林ならば何とか使って行

けるということが，集材溌1000台の保有を可能にしてい

ると云うのであれば，今後の発展性は少ないと見なけれ

ばならぬ。花をしい発展を遂げて来た集材機がこの段階

で低迷することは由をしい問題である。アメリカ・ソ連

のような大国は別として，スイス・オーストアのごとき

小国のしかも山岳国では，第2次戦争後やはり集材機の

使用が目通しく伸びているようである。しかしそこでは

機種が限定されている。それは5～|10年にわたる厳密な

作業試験の結果から，その国全体の林業政策上最適の小

数機種を抽出し，メーカー指定を行い，厳重な検査に合

絡したものだけが，合理的な価格でユーザーに流される

仕組承になっている。貧乏国はこの方式で行かなければ

ならないのではないか。試作の段階にある機種を直ちに

事業に持ちこんで採算ベースに強引に合わせて行こうと

%いう日本のやり方は余りにも科学技術を無視し過ぎてい

る。それが政治の問題ならば私は知らない。少なくとも

技術の問題として取扱うことが可能であるならば，今か

らでも遅くない。小数の標準機種の選定（この場合民有

林用機種も含めるのはもちろんである）とその避産によ

る機械原価の引下げ，そしてこの標準磯種による標準作

業方式の確立こそ集材溌作業の行きづ童りを打開する唯

一の法策ではあるまいか。誰がそれを推進するかが問題

点となろう。

零細企業の民間林業では，機械化には機械の性能より

も機械の原”:より重要な因子となる。架線が集材機に

先行して普及した理由がそこにある。多くの集材現場で

は仕事に必要なエネルギーは位置のエネルギーとして伐

倒木に蓄俄されているから，大馬力の機械を使うより

も，無動力茨たは小馬力の機械で位置エネルギーを上手

にコントロールして使う方が当然有利になる勘定であ

る。しかし架線施設は古い非能率のものと，新らしい良

いものとが文字通り入り舌脇Lて，しかし全体としては全

国的に恐しぃ勢で普及しつつあるのが現状である。それ

故鋪一に問題となるのはやはり標準化の問題であり，民

有林に対しては林野庁の研究普及課力握蒔きながらこの

仕事に乗出している｡ここでは国有林の集材壌とは逆に，

優秀な標準型架線施設の作設と運材の技術を多数の民間

業者，特に伐木運材を直接担当する木材業者にいかにし

て浸透させるかということが問題点として残っている。

しかしこれは先の明るい仕事である。そして架線を入れ

れば必らずその先に集材機が必要になることは云うまで

もなく，国有林で培謎された集材技術が民有林に恩恵を

与えるのはこのときであろう。自動室の運転手や測量士

・建築士に相当するような架線士あるいは集材機手の試

験制度・免許制度というものも今から本気で考えておか

なければならない。

しかして次の段階として，現在の機賊集材作業の仕組

象において必要不可欠とされている人力木直し，あるい

は短距離の人畜力木寄せの工程をいかにして消滅させる

かという最も困難な問題が大きくクローズアップされて

来たことも見逃してはならない。

虹．動力鋸の将来

動力鋸は集材機やトラクターとは全く性絡の違う機械

である。これば乗物で云えばモーターバイクや軽オート

バイに相当する。不可能を可能にする機械ではなくて，

仕事を楽にする機賊・仕覗をスピードアップする機械で

ある。木刺生産喪の中で伐木造材菱の占める割合は通常

10％前後であるから,動力鋸の導入によるコストダウン

の効果はそれ程顕著であり得ない。しかし人間の本性は

不要の努力を嫌うから，一度オートバイを覚えると自転

車のペダルを踏んで坂道を登るのが嫌になるのと同様に

一度チニーンソーで味を占めれば手鋸は使いたくなくな

るのである。チェーンソー使用の可否を論ずる時代は去

って，それを上手に使うにはどうすればよいかという時

代に入ったのである｡すでに手鋸を全く使わないオール・

チェーンソーの現場が急増し，杣夫が自費のチェーンソ

ーを持って各地を巡って稼いでいる事実がこれを物語っ

ている。機械の性能も向上し，重量も著しく軽くなって

我が国の森林でチェーンソーの使えないような現場はほ

とんどない。マツカラー，ホームライト，フジラピツト

の3機種が現在使われている主な擬重であるが，国産の

フジラビットが少数しか出ていないのは淋しい限りであ

る。この種の鰯戒ばオーI､パイと同様に使用中部品の交

換や小修塁を頻繁に必要とするから，躁旨の多少の良否

よりも，使用者の保守の良否とメーカーのアフタサービ

スのいかんが仕事の能率に大きく鱗響する。国産機の発

達を計るにはこの辺に焦点を合わせて行かねばならぬ。

国産機も鐘董が出来れば原価を下げて普及を侭堕するこ

－35－
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加藤：林業機械化の問題点

とが出来るであろう。ところで現在のチェーンソーは国

有林の直営生産では1台1ヶ年に4,000～10,000石,平均

7,000石という巍助である。径級が小さく，1ケ所の伐

採量が少ない民有林ではこれ程稼げないから，仮に全体

の平均を5,000石と押えて見ると，チェーンソーが,1,000

台あれば500万石の造材が出来る。近い将来に仮に3,000

万石をチェーンソーで伐るものと仮定して，必要な機数

は6,000台耐用年数を3年として].ケ年2,000台の需要で

ある。これを全部国産機にするとしても，メーカー2社

を予想すれば1社当り1000台，月産100台揃准の企業

である。果してこの蒲渡の企業で，アフタサービスも含

めて外国品よりも相当安い値段で，しかも外国品に劣ら

ない騨成を供給して行くことが可能であるかどうかとい

うことが問題点である。

Ⅳ、造材機械化はどうなるか

造林事業の中で，苗畑や保護の関係を除けば，爽在や

っと実用に供し初めた機賊はプッシュクリーナー，ブラ

ッシュマスター等の薮苅擬と植穴を掘るための穴掘機で

あろう､これらの溌戒はチェーンソーと同じ悩籍のもの

であるから，使い易いものが出来さえすれば，鎌や鍬を

すてて誰もがこれを使うことになる。早く良い機械を作

ること力洗決であって，鋤在は丁度チェーンソー発達の

初期と似た段階にある。従ってこれらの穏鰄については

もう打つべき手が決っているのであるから，大きな力で

それを推進するよう当局者に望むとと罰なるものがある

ところで造林事業において最大の労力と経斐とを菱し

ている作業は「地ごしらえ」と「下苅」である。「地ご

しらえ」には伐採跡地の整理が第一条件となる。集材機

や運材用トラクターは採材搬出を第1目的とする機械で

あるが，これで同時に跡地整理を行えば簡単に片付いて

しまうのである。このとき集材磯はも早集材機でなく造

林機械と化するのである。造林機械化に将来最大の貢献

をなすものは恐らくこの二重性絡化された集材用機械類

であろう。もちろん滞広のパイロツトフォレス1､のごと

き大面職未立木地の地ごしらえ，下苅にロー女一ピータ

ーのごときアシ友ツチメントを装備した専用トラクター

が大活曜をするであろうことはすでに十分の根拠をもっ

て期待されているのであ愚が，これは必らずしも全国的

に通用する条件とはいえない。トラクターは70％の急

鏡蝿の登行も可能ではあるが,牽引力を出すために大き

な自重が賦与されている。林地を全面的に走破させると

き，この自重の運搬に費されるエネルギーは真の地ごし

らえや下苅に費されるエネルギーを遙かに超過するであ

ろう。この辺に今後研究すべき問題の焦点があるのでは

なかろうか。造林を考慮した集材の機賊化;集材を考慮

した造林の機械化，そういう作業方式がこれから生れ出

なければならない。

一
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働らく手を美しく護る
形も良く丈夫で

価格も安い 林業用革軍手

林業用総革軍手
４
４
凸
守
４
●
５
●
０
申
白
自
◆
由
６
０
＄
◆
ｇ
Ｕ
８
‐
。
０
４

興 林靴
：菌苗畑，造林，製炭，伐木，

あるき良く疲れない
、印 にロハ料夕＝~rB‐J＝Jへ'8ペンl、J

1=472903 造材，建材，土木など既に

鰯第鰯:号各作業で使われ,非常な好構造

1．塞な黒ボックス ｜案439155 評を得て居ります。
2．底は皮床に上質ゴム底縫着け

；構造甲部は上質のトリコット綿を使用し,掌部と
3．ゴム底は耐油，耐酸性で耐久力大

I各指は牛革（グ戸一ム鰊,牛床革)で作られた作4．4識報造で岩石地でも滑らない
；業用手袋です｡総革軍手は甲部も牛床革製です。

種類と価格特長’・綿軍手の'3倍以Jiの耐久力があります。
2．綿軍手の4.5倍の耐久力があります。

No.1短靴¥1,800 3．屈伸容易で作業に至便です。
No．2編上靴.¥2,000送潅檬費申受4．鯉夷が侵入しないから手が汚れません｡

No.3半長靴¥2,5001規格大,中,小の3種(総草軍手は大の象）
赤皮は各種共100円高 I価格革軍手’双’90円(送料実蕊）

総革軍手〃170円（〃）

，双以上3力鳳｡3園分割払のお“ぃ致します｡！（5双以上の衝駐文に臓謡をｻーヶｲｽします）
説明書差上げます。

発売 外林産業株式会社
東京都千代田区六番町七森林記念館内・振替東京17757番

《
」
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は じめに

木材はすぐれた性質をもち，しかも加工もしやすいの

で，何か仕事といえば，木材加工業を思いたち，とくに

木材資源にめぐまれた地方では木材加工業が発達した。

そのためか，たとえば製材業のごときは3万以上にも達

し，合板工場にしても300以上もあるが，このうち名実

にともに工場らしいのば5％く・らいにすぎず，大部分朧

憧か数人の工場や合板工場にしてもベニヤ業の域を出て

いない程度のものである。つまり，わが国では工場らし

くない工場が大部分であるといえよう。

しかし’木材資源も少くなり，その形質ともに低下

し，木材を大切に利用しなければならなくなると同時

に，加工技術そのものにもいちじるしい進歩が要求され

てきた。これはすすんだ技術によって加工するのでなけ

れば木材を歩止りよく利用することもできないし，また

木材以外のすぐれた材料に対抗することもできなくなっ

てきたからである。

ここでは技術的な問題点だけをとりあげるように課せ

られているが，わが国の木科加工技術を云をするばあい

は，どうしてもこれらの工場らしくない工場の多いこと

を頭においておかなければならず，ここに林産指導の重

大な問題もあるので，これらもふくめて今後の加工技術
の問題を考えてふたい。

木材の用途は何んといっても建築材料力暖も多い。戦

前は50％といわれていたが，最近ではかなり減少して
きた。といっても，まだ40%に近い。建築材料といっ

ても主なものは柱と板類だけであるが，これらに問題の

焦点をあわせて考えることにしよう。

これからの製材技術

わが国の製材技術は世界の一流であると言ったら驚か

れることと思うが，これは真実である。もっとも大部分

の工場に篭ける技術がそうかといえば，必らずしもそう
ではなく，むしろ特定の場合にかぎ･られてのことであ

る。すなわち，秋田杉を対象とした薄鋸使用による製材

技術がそれである。これは高価な秋田の天然杉から天井

板を製材する場合は，少しでも薄い鋸を使用すれば，一

枚でも多くの板がとれるために研究され,発展したので，
これにば戦前の林業試験場釜淵分場の製材研究が大いに

貢献したのである。なにしろ，24～26B.W.G,の鋸を
使って↓､るのであるから大したものである。アメリカな
どは18B.W.G.,よぼど薄くても20B・W.G.にすぎな

(筆者・妹試木材部長）

いのであるから，日本のこの技術を見て舌をまいたのも

当然である｡最近でもますますこの技術をひろめるため，

全木連の主催で全国製材技術競淡会がひらかれ，年とと

もに感球ことなり，本年などはほとんどの府県が匡れに参

加して，その技術を競うようになった。こんなにしては

技術を磨いている国ほ世界中どこにもなからう。これだ

けでも日本の製材技術の優秀性を示すことはできよう。

ところが，このような薄鋸製材の特性は今後も果して

持続し，その効果を発揮することができるであろうか？

これからの製材原木は品賀も低下し，径級も小さくなる

のは当然であり，少<も天井板はいうにおよばず，さら
に下見板などの板類でも丸太から製材することができな

くなる時代が来るのではなからうか？現に，もういわ
ゆる秋田杉の天井板は，銘木にぞくし，一般には薄く剥

いだ〃スライスドベニヤ〃をラワン合板の上に貼った，

いわゆるハリマサが大部分を占めている。そのうちに板

類でも，多少巾の広いものは原木からとれなくなり，合
板や辮催板におきかえられていくことであろう。

こうなると，薄板をとる製材に有利な薄鋸技術の威力
はそれほどでなくなってしまう。アメリカでは逆に大き

な鋸屑のできる厚い鋸をワザワザ使うようになった工場

もあるそうである。これは鋸屑を繊維板の原料として利

用するために，わざと大きな鋸屑をとることにしたので

ある。この話は多少極端かもしれないが，木材を原料と

して利用するとすれば考えられることであり，考え方も
時代とともにこうも変るものであることは頭の中に入れ

ておく必要がある。

薄い板に製材することは少くなるであらうが，小丸太

から柱や2～3cm厚の板をとることは多くなっても，
少くなるとは考えられない。製材技術の問題点もここに

移るのではなからうか？現在の製材技術では挽肌にそ
れほど重点をおいていない。鋸でひいたものは必らずま

た鉋をかけなければならない。鉋屑になる蕊も決してバ

カにならない。リツプソーやカーバイトソーをもつと研

究し，ただ鋸でひいただけで鉋をかける必要のないよう

な製材技術を確立して，これを普遍することを考えなけ
ればなるまい。木材を利用するにあたって幟，木材の品

質をさらによくするため，その程度こそちがえ；一たん

小さくして再びこれを大きくすることが必要である。こ

のためには集成材やランバーコアー合板のように，一旦

板や4顎材に製材してから互に接蒜するのであるから，
このぱあい，これらがただ鋸でひいただけで接清に適す
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である。これには乾燥の終るとき，調湿をしてこの応力

を除いてしまう必要があり，完備した乾燥茄譲を必要と
する｡今後はさらに木材鞄燥を普及させるとともに,この
乾燥歪象のおきない發繰技術を広めなければならない。

構造用材には集成材を

古くから木材は庶民住宅はもちろん，公共塞吻でも，
斡輔，橋梁用材などの強度を必要とする材料として利用
されてきた。最近では木材は燃えるということでこの方
面から鼠鍵されようとしているが，それでもいろんな点

を考えれば，やはり良い材料として今後もひきつづき利
用されるにちがいない。いや，われわれ林業に僕N系ある
者としては，何んとか改良を加えてもつと利用してもら
い，ひいて嫁林業の蓋蔓を望んでいる。ただ今蓑でのよ

うな大径木はなくなり，この蚕室では構造用材はなくな
ってしまいそうである。これを救うのが糞戊材である。
、集成棚ま丸太を厚さ2～3cm程度の板にし，会氷室

るような仕上りになることが望ましい。ここへ製材技術
研究の焦点をあわせる必要があるように思われる。

歪みのおきない木材乾燥

木材を利用するには麹蕊しなければならないことは，
もう誰れでも知っている。しかし，この当然のことが現
実にほどうであらうか？針葉樹でも乾燥しなければな
らないが，これは天然乾燥によって行うにしても，広葉
樹だけは人工乾燥しなければならない。天辮乾燥では少
くも6カ月ないし1カ年もかかるだけでなく，室内に使
用するﾈｵ料としては，日本のような湿気の多いところで
は，必要な凄繰程度にまで乾燥させることは不可能に近
いからである。この場合はどうしても人工乾燥をしなけ
ればならない。ところが，現在では使用される広葉樹材・
積の10％も人工乾燥はされていない。床板にしても，
家具材にしてもしかりである。これでも最近はずいぶん
韓巣室をもつところが多くなっている。しかし大部分は

ｰ

程度の板にし，含水率

12～15％程度に乾燥し

てから，さらに接着す

るのである。したがっ

て長さを長くすること

もできれば，厚くする

こともできる。蓑た一

つの型に曲げることも

出来る。したがってせ

いぜい径30cm程度

の丸太から，巾20cm,

厚さ30～40cm,長さ

は任意の長さの梁材な

どの構造用材を作るこ

とができる。写真のよ

うに治具にあてて接着

すれば灘曲したものも

作ることができる。

収容石数の小さい，簡
燥室の数はふえてもそ
のではないかと愚われ

当然しなければなら

国では行われないので

価値が一般に認められ
それだけ評価されない

からであると考えてい

る。一般大衆に乾燥木

材の価値をPRし，こ

れを確認することがで

き，それだけの価値が

認められ，利潤もあが

ることになれば，業界

では放っておいても木

材乾燥という事業を実

行することになろう。

これを国や団体の補助

易な乾燥室である。このため，乾

の
る
な
あ

□

q

今

によって行うものと考えているかぎり，発逮しないのは

当然であって，早くこの慨例を脱して木ｵｵ乾燥が事業と

して立派になりたつようになりたいものである｡‘木材乾

燥室も戦後いちじるしく研究され，改良が加えられ，型

式としてはもう洪澄版が出来上っている。それだけに，

鋤ｵｴ錫に蕊瀕紡蕨證を完備し，少くとも広葉樹だけは乾

燥木材として供給されるように望ゑたい。

また，加工技術がすすむにつれて機械的に加工され，

量童されるようになってきたので，従来まではとにかく

蕊繰されておればよいと考えられていたが，その品質が

問題となってきた。例えば，ラジオキャビネットにして

も夷苗の仕上げが良くなってきたので，土台になる鋳青

された芯板にわづかのちがいが生じても，光にすかして

承ると，はっきりスヂが承えて，製品としては不合格に

なってしまうそうである。こんなになるのは芯仮に乾燥

による応力が生じ，これが歪承の原因となっているから

一般に木材には節があり，そのため強度が低下し，小さ

な試験片の示す強度の10％しか強度がないものとして

用いられている。しかしこのような集成材にすると，強

度の低下は少くなり，強さの均一な材料として利用さ

れ，逮築材料や造船材料としてはきわめて優れたものに

なってくる。わが国にはこの優秀性を立証する賓料がな

いため，昭和32年度には林業試験場で鍾曲集成材を試

作して，強度試験を行い，さらに蓮築研究所へ運んで繊

造物としての強度試験を行った。その結果は予期以上の

もので，木構造でも計算のとおりになることが証明され

た。このことは木構造の将来にきわ塗て明るい見とおし

をもったものとして，専門家の間にほ高く評価されてい
る。

こう言ってしまうと，いかにも簡単なようであるが，

実はその錨登には高度な技術を必要とする。とくに鋳曽

､の技術である。それを破壊しないで,完全に接着されて
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いるかを検査する方法がないため，いいかげんの材料が

製造されては困ることになる。このような問題ほ残るけ

れども，これには何らかの対策，たとえば個女の材料の

一部を実際に検査するか，接着技術者の認定制度を設け

るかなどによっても，集成材を今後唯発展させなければ

ならないと考えている。これによって加工技術もまた一

段と進歩するであろう。

ラワン合板から脱却を

わが国の合板界の進展はめざましい｡､工場設備も全く

面目を一新した感があり，製造技術も進歩した。原木ば

ぼとんどラワンに依存し，ここに一つの問題はあるが，

現状としてはとにかく南方の材をたよりにする外はない

であらう。ただ，ラワン合板としてでなく，それとわが

国の材とをもつと組合せて，わが国の特徴を多少とも出
してから輸出してはどうかと思われる。スライスドペニ

ヤを表面にほった合板も多くなってきた。しかし，最近
はこれに問題が生じている。あまり薄い単板（0.3～0.5

mm)を利用するため，そこがマサツをうけるところで

は美くしいベニヤはすりとれて，なかの芯板だけになっ

ていたり，また美くしい杢目のベニヤに小さなワレが生

じいかにも見苦しいものになってしまったりしている。

これらは研究によって改良される問題であるだけ枢直ち

に解決してほしい。でないと，折角の合板のよい点が次
第に認められなくなり，声を大にして合板の錘秀さを強
調しても一笑されてしまうことになりそうであるとに

かく，合板の用途は広い。わが国ではまだまだその価値

が認識されていない。合板といえばラワン合板の安物

で，しかも水につけるとハガレてし雷うように思われて

いる。なるほど技術はすす承，立派な合板ができるとい

っても一般大衆はどうしても信じられないのが現状であ

る。外国へ輸出される合板はよい品質でも，一般庶民庭

はこれを手にいれることはできない。内需の合板には検

査もしてなければ，よいものを入手する方法もない。こ

んなことでは，合板の用途をひろめようとしても広まる

わけがない。私はとくに合板業界がもつと内需の向上に

努力してほしいと願いたい。産業というものほ，輸出用
だけでなく，やはり内需が基盤でないと持続することが

できないのではなからうか？合板はまだまだ改良する

余地があり，これによって用途も拡大されることは当然

である。航空農に実に巧蕊に利用されたことを思えば，
まだ将来を期待してよく，建物の外装用材料，車輔用

材，造磯用材にもつと利用されるであらう。はやくラワ

ン合板から脱却して,もつと改良された合板を生産し,し

かも庶民に親しまれる材料になってほしいものである。

ファイバーボードとパーテクルボード

今さらファイバー溌一ドやバーテクルポードを説明す
る必要もないと思うが，前者はチップを一たん繊維にパ

ラパテにして熱圧したものであり，後者は適当な形のチ

ップにして接着剤をつけて熱圧したもので，何れも行程
によってずいぶん性質に巾をもたせることが出来るcこ

れらは，とくに戦後に発達したもので，その勢は実にす

ざましい。何んといっても，その材料は工場の廃材や小

径木・不良木などであることが本命で，この点は木材利

用の観点からは正に一石二烏の産業である。ただこれら

の設備には，ある程度のものを必要するので，どうして

悪生産量を大きくしなければならず，ひいては材料不足

になりが･らになり，いろんな問題をひきおこしている。

これらの新しい製品もようやく認撒され，利用される
ようになってきた。ファイバーボードが合板より価格が

高いのは日本だけで，一般にはこれに接着剤を塗布して
その上にベニヤを貼って利用している。わが国の合板は

安すぎるために特殊かもしれないが，まだその生産喪の
高いのも否めないようである。ファイバーボードは板の
代りにドンドン利用されるであらうし，表面処理も多種

になり，その性質ももっと軽いもの，とくに保温材料に
なるものまで生産されなければならない。

パーテクルポードにしても，芯板として用いられるの

が本当であるから，今のような比重の0.5～0.6でなく，

もっと軽いものが作られるにちがいない。もちろんこれ

と同時にその加工法まで研究しなければならないが。何

れにしてもこれらの用塞ま洋食たるものがあるにちがい

ないが，現在ではまだ商価なために用途がせばめられて

いるといえよう。たんに生産過剰とか競合のために､鴫

を下げるのでなく，技術の進歩によって生産饗をおとす
ことが出来れば幸せである。何れにしろ，大径木はなく

なるのであるから，今後の巾の広い材料は合板かこれら

のボード類以外には考えられないだけに今後の発展が期

待される。もつとも，縁の下の力もち的な芯板用の材料
としてであるが・・･･

むすぴ

これからの木材工業では，原料である木材を完全に利

用しなければならない。そのためには自然に工場は多角

的な生産をしなければならず，大規模な工場となってく

る。しかしわが国の現状から承れば，今さら大規模の工

場を新らたに建設する余裕もなく，どうしても現在の形

態を何んとか統合して，一地区ごとに多角経営をするよ
うにしなければならない。これは加工技術が進歩してき

たので，一工場はその部品工場となり，同一部品を多選

に生産するようにきりかえなければ，これからは外岡製

品とたちうちが出来なくなりそうである。

また，木材のようなどうしても自然の湿気によって狂

うような材鵜は，これが改良されないかぎり，使われな

くなるおそれもある。それだけに材料としての性質改良

はまだ今後の大きな問題である。さらに防火処理も大き

くうかび上ってくるであらう。今のままでは，建築材料

としての用途もあるいはせばまるかもしれない。時代と

ともに新製品が出てくるし，要求も変ってくるので，こ

れらと対抗し，優位にあるためには，たゆまない研究が

必要であり，研究者，技術者の齋起を望んで止まない。
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化学工業原料に用いる険譲盗源はまず石炭，石油，そ

れから木材の三つがあげられる。前二者はともに地下資

源であって，一定地域には豊富に集中するので工業原料

としてははなはだ有利なことはいう藍でもないが，埋蔵

に限度があること,偏在することの二つは避けられない。

ところが木材資源はこれとはちがって適当に管理を続け

れば永久に絶えない原料である。われわれはこれから木

材パルプをとり出して紙をつくり，人絹をつくり，恩恵

に浴してきたが，文化と技術の進歩には限度がなく，木

材パルプの用途は益,今拡がるばかりである。ところが，

かように活用されるのは木材成分のうちのセンイだけで

あって他の成分については，ごく最近まではなはだ心細

い状況にあったといわねばならぬ。

かように粗放なやりかたですまされた化学パルプ界も

近年は他部門の技術師堕歩につれて，い，らじるしい謹霊

ぶりである。ことに化繊の品質向上えの厳しい凄講から

くる原料パルプ蝿豈技術の進歩はまことにめざましいも

のがある木材化麹:業の次代の水言プは鞠苅のものと

はちがった行きかたをする木材淘ヒエ業である。旧来の

木材糖化はただセル画一ス分を糊こして酒糖にするだけ

のまことにて能のない処理であったが，現今いうところ

の綱上ばかなり内容をことにする。木材成分の完全利用

とまではいかないまでも，その成分それぞれの利用の組

合わせがあるから，綜合してどの路を選ぶかは思いの外

難かしい課題となってくる。それ故企業化段階にはまだ

未知因子が多くて，大体どこの国でも木材淑上は国家補

助のもとにあるように承える。木材成分の完全利用とい

う点でば化学パルプも木材綱上も共通の問題を背負った

形であるこれに反して繊維板工業は主として木材セン

イを原料にはするが木材成分の損失は少ないから今回は
触れないことにする。

ここに述べるまでもな↓,が，木材の主鎮な成分はセル

ロース，ヘミセルロース及びリグニンの3成分である。

これらの組成は樹種により巾広い偏差があるが，かりに

針鶏封と広調封とに分けて承ると第1表のようになる。

第1表

｜炭水化物部分
'一

ヘミセノレ画一ス

（ペントサン，ヘキ

|苫一覧ソｻﾝ,鑑リウロン酸,ペクチン，ガム）

リ
グ
ニ
ン

一

｜,;茎：
45～55

45～55

針
広
一

葉樹

葉樹

０
５
８
２
－
－
０
０
２
２

まだこの外に樹脂，脂肪，テルペン，タンニン等の抽

出成分があり南洋材のうちにはその錘が主成分含鐘に匹

敵するものがある。

さて，木材中のセル画一スとヘミセルロースは含水炭

素に属して同種のものであるが，これとリグニンは本質

的にちがった系統の高分子物である。化学パルプ工業，

木材滴ヒエ業においてセルロース以外の成分をいかに取

扱ってきたかまた，今後の動行はどの方向に向っている

かについて考察を加える。

1．化学パルプエ業の廃液‘

木材から化学パルプ（グラウンド・パルプは別である

が）をつくる場合，ことに溶解パルプを造るに嫁，木材

成分の半分し力利用しないことは，衆知のことである。

この不合利に気付きながら，解決策として決定的なもの

が生れなかったためと，パルプ工業がそのま室で安定し

た企業利潤を続けられたことが，このように永い間放歴

された原因である。しかしこの点についてはあながちパ

ルプ技術を責めるわけにもいかない。というのはあとの

半分がリグニンというやっかいな天然高分子であるた

め，決定的な利用法ば考えようがなかった。その点，同

じ高分子物といってもセルロースは組成の均一な糸状分

子であり，構成単位がグルコースであったのではやくか

ら基本的な知識が明瞭になった。さてこの化学パルプ･の

廃液にはリグニンの外に木材の主要成分の一つであるヘ

ミセルロースの分解物や，セルロースの一部も分解する

ので様盈の糖類が混合しているばかりでなく，二次反応

によって変化したもの，例えばペントザンから生じたフ

ルフラールのようなものまでが混り，また木材の抽出成

句

‐

謹者・林試林産化学部長
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分，たとえば樹脂頚,II副方酸類，テルペン類，虫ンニン

類が承な混入してくる。パルプの製造法によってこれら

が色々な変化をうけているのだから一層やっかいなもの

である。したがって過半を占めるリグニン系の恥のはも

ちろん利用のめどがつかず，他の小量の極端な混合物を

一狗分離することは云うまでもなく企業対象とならなか

った｡だからバルブ廃液の大部分ぼ捨てられ,ソー淡法あ

るいばその変法のごとく蒸解薬の回収の必要ある場合に

だけ濃縮して有磯物を自家用の熱源に使い同時に回収処

置をとってきた。このような状況はどこの国もほぼ同様

な傾向であったが，特にわが国でばソ一変原料の輸入国

として採卿:の不利からもあって化学パルプの大企業は戦

前までほとんどサルフアイト法をとっていた。そのため

廃液処理はかなり立遅れを示している。この廃液の河川

汚濁が次第に問題となり，これが技術的な進歩を促進す

る結果ともなって,廃物を利用することにより,企業採算

の合理化をもたらす意慾が高まってきた。海外ではもっ

ぱら汚濁の方からの要請ではやくから，パルプ化法を変

えてクラブ1､法にきりかえ，廃液回収策をとる傾向が強

かった。しかしパルプ工業はかなりの大工業であり，わ

が国傭では手軽にこれを切りかえることもできなかった

のであるが，戦後針葉樹原木逼迫という止むをえない現

実も加わって，新らしく建設する工場は原木種のゆうず

うのつき易くて廃液も一応経済的に燃焼回収に向くクラ

フト法をとるようになった。しかし廃液を自家燃料とす

るのはもっとも原始的な解決策であるから，これで満足

しているわけでもない。今後は恐らくバルプエ業界の視

野が副生物に焦点を向ける段階にきたものと思考する。

2．サルフアイト・バルブ工場の廃液

工場からでる廃液の中にどれくらいのものが含まれて

いるか,G.Kretzchmanの報告を参考に記載したのが

第2表である。

もちろんこれは一つの基準誕すぎないが，かりに月産

3万トンのパルプ工場として，1日1千トンであるから，

その工場からの廃水（無処理の場合）には500～600トン′

の蒸発残澄を含んだ水が排出する。独乙の学者がこの汚

染度を人口汚染に換算した数字がある。S．P.パルプの

屯当りの流出廃液は住民3,000人が汚染する趣とぼぽ同

じであるという。さて上表から解るように漁業問題等を

おこす原因となるものは遊離及び緩結合SOs(pHに関

係)と糖量及びフルフラール等が一番大きい要因である。

SO豊及びpHは比較的簡単に調製して流すことができ

る。リグニン・スルホン酸は直接には生物的な害は少な

い。しかし何かの機会にこれが酸化的に分解したものが

蓄穣すると害はある。一番問題の多いのはしかし糖分で

第2表
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一

ある。これが河水の酸素消喪の原因となって生物を呼吸

死に導びく。世界的な実況はサルファイト・パルプ工場

の約5割くらいしか廃液処理をやっていない。その処理

策を講じているものも，大部分は単に廃液のアルコール

醸酵をとっているにすぎない。現在の廃液醗酵法でば糖

分のうちへキソースの半分ほどをアルコールに変えるに

すぎない。ヘキソースの残りとペンI､－ス分朧流すこと

になる｡しかしやらないよりはましである｡わが国では王

子醗酵工業，国策パルプ，山陽パルプが実施している。

その酒精産額約8千キロリツ1､ルで非常に優秀な酒精が

とれる。この3社の実施で日本の約10%を処理したこと

腱なる由である。もしサルフアイトエ場全部が採用した

となるとわが国の酒精全需要の2～3倍を生産する計算

となる。ソ連，北米，カナ･〆，ポーランド諸国ではこの

酒精を最上級の取扱いをしているとのことである。酒精

醗酵法では糖を充分消化することはできない。また広葉

樹廃液ではヘキソースの含有率が少ないので経済単位に

のらない。そこで別の利用法が考えられた。これは前大

戦頃独乙で蛋白溌源をとるために実行しその後各国で行

っているのであるが，同じ廃液を通気培養法によって一

種の酵母（トルラ）を繁殖して菌体を補集する。わが国

では東洋紡績の犬山パルプ工場で初めて成功して飼料，

食科費源に明るい話題をもたらした。これは非常に高級

な培養工場であるから投下資本をおぎなう生産が必要で

あるので，生産を増すためには廃糖分だけでは足りなく

なる。都合よくバルブ工場でば白水の微粉パルプが沈澱

池にある。これを適度に糖化して不足糖分を補えばかな

e

1

一一
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一

りの生産にもっていける。この工場の努力はわが国廃液

処理に一時期をきずいたものといえる。これによってペ

ントースも残りの糖も大体片付くことになる。酒精法と

酵母体を生産あるいはその組合わせによって糖分の解決

はつく。他に廃液糖をもってアセトン，プタノール醗酵

の研究があり，かなりの成績が報ぜられている。そこで

残るのはリグニンである。これは別項において説明する

が最も困難復雑である。

以上はサルフアイト法工場の廃液糖の処置について述

べたのであるが，クラブ1､法のごとく中性塩蒸解法の廃

液の場合は，はじめにも述べたように塩類回収のため濃

縮して自家燃料源とすることで-応河水汚濁の件は防ぐ．

ことができ石が，必ずしも賢明な処置であるとは言えな

い。原廃液の濃度にもよるが大体濃縮して50％固形分

簑でにするには廃液1立方米当りほぼ700立の水分を蒸

発するとせば，固形分kg当り約2,500Kcalが消費さ

れる，これを燃料とすると大体3,500Kcal発熱とゑて

ほとんど効果なく，薬物塩回収だけの効果である。

以上で簡単にセルロース，ヘミセルロースの分解溶出

した糖分の処置利用について簡単に述べたが，木材中の

テルペン，樹脂等が排出される。サルフアイト法ではテ

ルペンがヅーイメンとなり，クラフト法等では樹脂，油脂

がトール油となり，テルペンがサルフェート・テレビン

油となって捕収され，これらの利用は近時効果的に進め

られているのでこの項でば省略する。

3．化学パルプ工業および木材糖化工業の

廃リグニン

(a)サルフアイト法廃液リグニンの利用

原木中のリグニンが除かれて廃液に出るのであるが，

その大半がリグノスルホン酸と称する物質になる。これ

が初めにのべた抽出物や糖と複雑に混合している。この

混合物のままで古くからリ.ノリウム・ペースト，結合

剤，炭や鉱石の結合剤，道路の整備用，土壌安定剤等に

多少利用されてきた。このリグノスルホン酸はゴロイド

的性質，表面活法性能があるので乳化剤として農薬，織
物，染色方面に用いられ，また特殊の工夫を加えたエマ

ルジエンはM生ペイント，潤滑剤用に，またzk性セメン
1,にまぜて被覆性を増し，コンクリートの識流力を増し

たり種々の思いつきが沢山あった。20年ほど前からこの

サルラァイ1，．リグニンの商品価値が変ってきた，とい

うのは，リグニン・スルホン酸を鍵性カルシウム塩と

して分離して，含水炭素の含蓑ない純品を造り種々の用

途に適した製品を市販したことが藷菱となったのである

が，大戦中オンタリオ製紙会社其他で針鶏封サルフアイ

ト廃液から酒糖醗篝を開始し，この醗酵銭液は糖分の

65ないし70％が除去されるので，これからとった別の

商品も現われた。その後約10年くらい前からRhine"

landerPaperCo.,CharminPaperProd.Co.等が

ToFulopsisutilis酵母で廃液の醗酵を開始したがこの

方法では含水炭素がほとんど90～95％除去されるので，

これからとったリグノスルホン酸はほとんど含水炭素の

ないものとなる。しかし最近になっては次のような新ら

しい方法が実施されんとしている。一つの方法はdi-o-

iSopropylidene系の溶媒で廃液の固状にしたものを抽

出して糖を除くのであるが，この方法の特徴朧副唯物に

分子量のちがった色々のリグノスルホン酸が得られるこ

とで非常に面白い。もう一つの方法はイオン交換樹脂に

よづて廃液を糖分とリグノスルホン酸系とに分ける方法

である。こうして次第に扱い方が丁寧になると物は純粋

となり，利用面に新生面が拓かれてくる。これらの利用

法の個食について述べるいとまはないがそのうちの若干

について述べると，工業規模において非常に効果的な用

途の一つは石油採掘の穿孔泥の流動性を調製用に使用す

ることである。これは樹皮タンニン類と鼓合する用途で

あるが需要量が巨額であるから有望とされる。次いで大

きい用途ほカーボン・ブラックの分散剤の性質があるの

で黒色GR-S合成ゴムの仕上げに利用する。またこの

純化したりグニンスルホン酸は鉱石の浮遊選鉱剤として
の効果は不純なものよりずっと強いことが知られてい

る。例えば方解石，重晶石，モリブデン鉱，石墨等に有

効であり，硫化銅にも用いられ為。その他鉱石粘土に作
用することを利用して種点の用途に用いられるが，前述

した不純なスルホン酸と同じような様々な用途に用いら

れる。以上のことは大体リグニン・スルホン酸の物理性

を応用した禾幅であるが，別に化学作用を利用する方面

について2，3述べる。まず顕著な性質はスルホン酸が

蛋白質と作用して不溶性複塩をつくることである。この
種の用途は「かん謁業，ハード・ボード，ソフI、．ボ

ード界のカゼイン・リグノスルホネートの製造に効用さ

れる。工業的に大量に使用するのは，タンニンエ業界で
ある，ケプラテヨ・タンニンは高価であるから混用され

るが，このものの単用によっても優秀な革となる。この

スルホン酸の化学作用として著明な性質は種灸の金属イ

ガーンと化合して複塩として包んでしまう作用であって，

これを利用して種灸の金属イオンの好ましくない作用を

打ち消すことができる。それは沈職脱色等のやり方で
あるが，銅，鉄，コバルト等の害も防げる，興味のもて

ることはウラニウム等の害も安価なこのスルホン酸で一

時的ではあるが押えてしまえることである。この作用を

活用した好例が王子製紙，春日井工場の廃液害消去法で

はないかと思う。屑鉄と廃液の全酸との反応，沈澱によ

って兎も角も河水に流さないことは簡単で擾明な工夫で

ある。農業，土壌改良方面にも効用されるが，震た純粋

なものの曹達塩は有効な清鍵剤としてボイラー，蒸気関

係にも活用される。このように枚挙にいとまのない多彩

な用途が試象られまた実用になっている，併しなんとし

てもリグニンの生産額があまりにも大きいので，小さい

利用を並べて承ても決定的な解決にならないことは淋し

いことである。そこでリグニン・スルホン酸を工業原料

一

一

○
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に敦質する方向の試象である。ワニリンがそれである。

これについては色々の擬会誕述べられているので詳しい

ことは省略するが，有名なものはモンサント化学会社の

仕事である。BellinghamにあるPugetSoundPulp
andTimberCo.の酒精醗酵処理をしたサリレプアイト

廃液をモンサイ1,のシャトルの三[錫に送って苛性曹達一

酸素法でワニリンにかえ，この粗製品をセントルイスの

工場に瞬資承して精製する。ここば世界的な市場をもつ

大企業となっているが他にカナダ葵他にもかなりの生逵

がある。ワニリンだけではやはりリグニン生垂に対し九

牛の-毛ともいうべき量である。そこで同じような鯛上

法により一段と大量生産をして単価を下げ，ワニリンあ

るいはワニリン酸系のものをとって，これを工業原料と

ずる方向に研究が進められている。この繊の研究はサル
フアイト・パルプ工業研究塞盟が力強い後援者となって

､,る。鐙近レオニア社でばリグニン酸を直接酸化してワ

ニリン酸を好収率で造ることもできたので，その塩類の
薬物効果に多くの期待がもたれるようになった。例えば

殺蔑済I，紫外線よけ等であるが，最も興味をひいたのは

ウアニリン酸系のポリエステル合成繊維である。これは

ヴァニリン酸をエチレン・オキサイドでエーテル化し，

これをメチル・エステルに転じ，触媒と熱により糸状ポ
リエステルとしモールド法により綱隆叉はフィラメント

とする。この糸はテレフタル酸からのテリレンに類似し

た非常に健秀なものであるという。わが国では興国人絹

会社が先年から非常な努力を傾けて造った試作品ばテリ

レンと比較して弾性,耐藻品性，耐日光性，染蒲性にお

いて遥かに勝り，弾性は羊毛をすら凌漁するということ

である。もしこれが企業的に成り立てばリグニン問題は
一挙に解決するのであるが，原料ワニリンを今の半値に

下げないと採算的に安心できないという。アメリカの‘ワ

ニリン荘鯉品が1封度324円（1仙）であるが，これを

1kgl弗以下にするのは難かしい社郵である。昨年の
報告によると同じリグニン・ワニリンから得られるプロ

トカテキユ酸からも類似の糸が得られる由である。

0カアルカリ法パルプ工業の廃リグニンの利用

クラフト法その他のソーダ法の廃液は初めに述べたよ

うに薬品回収のために自家燃料とするが，前項に述べた

ような用途のあるものをわづかなエネルギー源に消費す

ることは誰が蕊ても不合理だと解る筈である。北米やカ

ナダでほアルカリ法の廃リグニンを広誰樹，針葉樹別に

分けて市場に出す傾向となっている。アルカリ法廃リグ
ニンもサルブアイト法のものと大体同じ利用法があるわ

けであるが，別の挿致的な用途により注目さるべきもの

もある。アルカリ・リグニンのちがうところはpH9J:

りも強いアルカリ性で溶解するので，必要とあらばｵ函く

溶性のリグニンとしても出すことができる。アルカリ・

リグニンは水中油型エマルジヨンの良い安定剤であり，

セメント混和剤に使用するとセメンド混合体に空気を包

ませて,一定の流動性のものにするのに水が節約できる。

この性質は製陶粘土にも重用されている。叉酢酸人絹の

染色に分散剤として多量に実用されている。サルファイ

ト・リグニンでも述べたが合成GR-S=｡ムに対しては前

者以上に有力な特徴や効果が見出され，天然ラテック

ス，ネオプレンゴム，ニトリルゴム其他に重用されてい

るが，あまり細かく‘なるので省略する，唯一つ最近非常

に興味ある報告があるので少しく紹介する。それは濃縮

クラフト・リグニンを耐ヒソーダと煮るか，叉朧クラフ

ト回収装置で250･に熔融するとリグニンのメトキシル

がとれてヂメチルサルファイド（石炭ガスの賦臭剤）が

とれる反応である。これはE.HZigglund及びT.

Fnkuist氏等の基礎実験を敬愛した方法であるが，この

サルフアイド自体は今は兎も角，非常に安価に得られる

ことからして，工業原料としての将来性ほ特筆すべきも

のがある。例えば近頃急速に使われ始めたヂメチル・ス

ルフオキサイドはこれから作ることができる。併憩有利

なことはこの処理を行った後のリグニンほメトキシルが

除かれているため非常に活性の強いものとなり，新らし

い用途が拓ける筈である。これはクラフト法パルプにお

いて廃液を燃焼しなければならない不合理を解消する突

破口を掴んだことであり，誠によろこばしいことであ

る。さて木材化学工業の次代のホープと承なされる木材

滴上については紙面の都合で触れることができないが，
樹この残澄ば化学パルプの場合と同じくリグニンを残す

わけである。ただこの場合のリグニンは化学パルプとち

がって固形のリク'ニン,水は不溶解のリグニンがとれる。

木材滴ヒリグニンは糖化工業がまだ本格的になっていな

いのでパルプ廃液のもの緑ど追究されていない。固形で

あることから炭化処理をして活性炭にするのが実用的で

あるが，このリグニンが硫酸根含有が少ない特徴からし

て，高温熱分解反応と水素添加により油状物として利用

することが有利なように考える。

この種の基礎的研究はHarris,Freudenberg-派，

SI1ida等の多くの業績力;あるが工業的な見透しは困難

である。高圧水添法を採用するとせば，最終製品をせめ

てI謬謝上合物で止めたい，慾をいえば芳香族環を残した
い訳である。熱分解と水素還元をこの目標に調製するこ

とは仲をむつかしいことで，設備の良否が大きくきいて

くるので今後に残された課題である。野口研究所におい

ては糖化残澄を短時間に水添処理して芳香系，炭化水素

系物を好収率に得た由であるが，詳細なことは不明であ

る。水添分解を進めるにあたって注意すべきは，原料リ

グニンの純度であろう。酸化法ほ一応ワニリンという単

一物に焦点を絞れるのでまだ比較的簡単ともいえるが，

還元法は原料の純度如何がどこまでもきいてくる。以上

木材化学工業における木材成分の利用，特にリグニン系

の副生物に重点をおいて工業的研究の勤行及び問題点の
大略を記述した。

－43－
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かされ，当時の若､､レヂスタンス的握舞を懐しく呼び出

してくれたので，やや不確実な点も承知で，興林会前駆

時代としての胎動を自分の記録として記してゑたに過ぎ

ない。
（筆者・東京農工大学と長）

｢こだま会｣のこと

吉田正男

忘れ得ぬ人「林業技術」が「興林こだま」として発足してから，

もう200号を迎えるという，まことに塵祝に堪えない。

ここに「こだま」という字が出たので，私のなつかし

い憶い出が喚び起された。溌詳にかえて，少し記してゑ

たい。

私が大学を卒えたのは大正7年であったが，当時まだ

林学士会というのがあって，月例会が，神田の旧学士会

館で毎月開かれていた。

当時会の中心をなしていたのは，大学では川頼善太郎

本多静六両教授，山林局松波秀実課長，林業試験場長白

沢保美博士，御料局和田国次郎博士等の林学巨星連で，

それに政界で「背水将軍」として知られていた中村弥六

博士が毎回来賓椿で出席され，いつも長広舌を振って後

輩を鼓舞されていた。

学校を卒業したばかりの若殿連中は，もちろんかよう

な席につらなっても，何とも上女スラ無言の行で謹聴し

ているより手がない仕儀であった。それで，そういう末

輩どもが，別に若いグループを作って，心おきなく放淡

をする機会を持たうではないかという相談がもちあがっ

た。その発頭人は，現京大名与教授佐藤弥太郎博士（当

時東大助手あるいは識師）であり，これに私と故沼田大

学博士が加って，幹事役となり，同じく学士会館で，グ

ングンと放談会を催した。会同人の盗格としては大正年

代出身者ということで，数名相集って，虹のごとき若い

気焔をあげたのである。次第に同志が殖えそうなので，

会の名前を仮りに，大正会と呼んでいたのを，あまり曲

がないというので，「こだま会」としたのであった。

これが約1年位続いた頃，佐藤氏は京都大学へ，沼田

氏は台湾の東大演習林へ，私は当時大流行のスペイン風

邪にひどくやられたか何かで長らく引髄って仕舞ったの

で，会の主導役は，自然大学から林業試験場へと移っ

た。同人雑誌式の「こだま」が発行されたのは。何時頃

だったろうか，当時私も一女を草したような記憶が母

る。こだま会は，やがて興林会となって，名実伴った会

団として生長発展して行った。当時の幹燕微沁杉浦膝

一氏，高橋憲三氏などであったように思う。

祇はここで，敢えて歴史に異議を挾もうというような

気持は少しもない。ただ40年の昔，わが若かりし日頃

への,夢のような記憶が，「こだま」という字に揺り動

原耕太

昭和11年，私が，青森営林局に勤めていた時のこと

である。進六郎君（東実大正4年卒）が，九州の内之浦

営林署から，はるばると，青森県下北半島の，川内営林

署長に栄転して来た｡君は，管内を一巡後,営林局へ顔

を出し，私の室へも，寄ってくれたので，熊本営林局以

来，久均の再会を喜び，話しあった。談，た叢たま，造

林の話に移り前任地の林内歩道に，落下した，カシの種

子が，人馬に踏象つぶされ，あるいは，野鼠に持ち去ら

れ"のを，残念に思い，国有林の事業で往復する労務者

に指示して，歩道でカシの種子を見つけたら，必ず，林

内へ運び，足で，土中に，踏承つけさせた。そのため

に，道路周辺に，カシ稚樹が，急に増加したことを語

り，新任地の，川内営林署では，ヒバが，挿木で育つか

ら，林内を通る労務者に．手近かのヒバから，枝を切り

とって，林内に，直挿させようと思うが，どうであろう

と，質問された。これに対して，ヒパは，陰性の強い木

定あるから，直挿でも活着するが，それにもまして，労

務者に，愛林思想を普及する効果が大きいから，ぜひ実

行するようにおすすめした。君は，まもなく，病気にか

かり，青森市の，県立病院で治療することになった。私

朧，一日，君を見舞ったのだが，新任地で，何にか役立

つことをやりたいと思って，勇んで，赴任して来たが，

病のために，思うにまかせぬことは，残念でたまらぬ

と，涙ながらに訴えるのであった。君の胸中を察して，

いうべき言葉もなかったが，病気には勝てないから，療

韮につとめ，一日も早く全快して，思う存分に活躍され

たいと，通りいつぺんのことしか云えなかった。その

後，退院ばしたが，病状急変して，遂に，君の悲願を，

果たし得ずして，異境の地に，短かい一生を終えたので

ある。

あれから20余年を経たが，いつの蓑にか，君は忘れ

得ぬ人となった。そして，君の事蹟ほ，いくたびか，若

い人達への訓えとしたものである。

（肇者･･王子造練様式会社讓間〕

《
〕
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恵林寺の扉

藤村重任

初秋の夜。西日本に上陸したとラヂオが報じた台風は

もう過ぎ去ったのか，東京では夕刻からの強雨もやんで

窓外の静けさと虫の音がジーンと泌承いるような秋の気
を感じさせる。

六力敷しい本を読む気になれず,何ということもなく

本棚から井伏鱒二氏の「ななかまど」を引出してきて拾
い読みをする。「ななか童ど」という随筆集の包装箱に

はリスとノブドウの木版画が印刷してあるが，その表現

がひどく簡潔で気が利いている。読んでいるこの絵柄は

山梨の恵棒寺の扉の週影を土門拳氏がカメラにおさめ，

これを素材にして杉本画伯が描いたものだということが

判った。

本のウシロの方には甲州のことが幾つも書かれている

が，一番仕舞に「塩の山，差出の磯」という随筆があ

る。その中には，笛吹川の鮎釣のことと，恵林寺の庭を

見に行くことが心にくいまでに快く書かれている。

「安禅，必ずしも山水を須ひず，心頭を滅却すれば

火も自ら涼し」という火焔に包まれた恵林寺山門楼上の
快川長老の偶を「あれは衆僧や寺侍とともに皆焼殺され
たほずだのにどうして世間に伝っているのだろう」と茶

目を言ったり，「信長はよっぽど坊主を嫌ってたんだな，
坊主が僧くて僧くてたまらなかったんだろう」と言い言
いその山門をカメラにおさめる土門氏の人柄がいかにも

よく浮彫されていてほほ笑ましい。読んでいると，自ら
恵剃寺の庭や山門を訪ねて承たくなってくる。そして終

から二審目の「甲府」という陵嘩をふるとその首に「甲

府城跡に大きな記念碑が建っている」と書いてあってそ
れに続いてこういっている。

「この大きな塔のようなものは，「謝恩碑」といって

記念碑である。それくらいのことは，甲府の住人なら宿

屋の中気の風呂番でも知っている。ただ当りさわりがあ

るので話をごまかすだけである。明治40年前後のこと，

甲州では再三にわたって山崩れを伴う大洪水が出て，こ

とに笛吹川筋と釜無川筋妹田畑が砂原になってしまっ

た。笛吹川のごときば水流が十町も東に寄った。そのと

き県庁から出た助成金を先年の大戦争前まで支払へない

村もあった。原因は理山治水ということを重んじていた

ためである。明治の廃蕪置県のあと，政府が人民の私有

山林に対してものすごい税金をかける気配を見せた。こ

れに威かされた甲州の人たちはせめて薪を採る裏山ぐら

いだけでも残すことにしてあとはゑんな自分の持物では

ないと県庁に申し出た。これが政府の思う壷である。所

有者のなくなった30何万町歩の山林を歌んな政府が没

収して御用林にしてし寮つたので，一ぱい食はされた人

民は政府に恨みを持った。その結果山林の盗伐と濫伐が

始まった。大水が出たら一とたまりもない。今でも甲州

の山に行くと密林のなかに，根元から伐り倒された大木
が青ゴケに覆はれころがっているのを見ることがある。

当時の溌伐盗伐の名残りである。これにほ政府もびっく

りしたに違いない。さっそく天皇の御名のもとに．県内

の御料林を県に下賜することで人民の気持をゆるやかに

し，あとは時に応じ入札で県内のものに伐らせることに

した。その聖恩に感激した県庁の役人が謝恩碑を建てる

発頭人になったということだが，こんなのは明治の悪政

の一端を後代に伝える記念碑だといって街頭で建碑反対

の演説をするものい､た。その者は狂人として牢に入れ

られた。謝恩碑ば明治政府の大方針の一端を暗示するも

のと思っていいだろうか。しかし甲府の人は，この碑が

横着な役人を象徴するための記念碑と見なすことにはし

ていないようだ。」と他にいま一つの例を出して「これ

喝純情な人が役人に愚弄された一つの記念物です。」と

詞刺している。私は余り多くこの随筆集からの写を書い

てしまったようである。しかし，井伏氏ほた蓑たま甲府

にいってこの碑を見たのだが，この碑のようなものが，

実は石の碑ではなく，緑の山であって，全国至る所にあ

るのだと知ったら，どうであろう。土門氏は恵林寺の透

彫の扉にカメラを向け「これを作ったやつ，凄いなあ，
どえらい野郎だなあ」と独りごとを言いながらシ兼ツタ

ーを切っている。

射透すような鋭い眼を持ったその道の人は恐しい。今

はまだわが国の山山にはこんな恐しい眼があまり向けら

れていないようである。しかし，もし向けられてきたら

どうであろうか。今にきっと向けられてくるに違いな

い。

私はそんなことを考えながらこの本をとぢた。
（筆者・科学技術庁審議官）

技術と技術者

林常夫

人の職業制分類臓国によって色女であるが，今筆者の

属する戸一タリー倶楽部では，米国流に已人の自由職業

すなわち専門家(Profession)と事業家(Business)に大
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別して居る。昔筆者の属した官界の人別を見ると，技術

者(Technical-engineer)と事務官(C1erkorofncer)

と言う様な分類の機であり，欧米の語原，制度などから

調べると面白いと思うが，筆者の目指す処は技術と技術

者に対する管見や思出話である。

さて技術であるが，元来この「術」の字には剣術，忍

術などと，ある技道に工夫と練習の操返しを種重ねた精

進の極致と言う様な意味が古来伝承されて居る。だから

本誌の林業技術にも歳月と共にその重厚味を加えること

は当然でかつ既すべき班である。だが筆者の見解では，

世人が持ち得る技術はただその専門職内に限るものでは

なく，趣味でも余技でも，例えば剣道の達人，碁の高段

者，あるいは京大の木原均氏は遺伝学の大斗であると同

時にスキー技術の名手を兼ねて居ても何の不思議もない
と言うのである。

しかるに技術者と言うと筆者にはイヤな思出がある。

北海道庁技師になった明治末，すなわち50年前の官界

でば，無暗に技師，技術者と事務吏との間に仕事の繩張

を区別する傾向があり，驚くべきことには，例えば一つ

の造林係と言う仕事を特に二分して，立案，経理を司る

事務と，純技術と称するものに区別して，実力は事務で

這り，技術上の事は技術者に合議する。売払の実権を除

いた過伐濫伐の責は技術者が，などと言うひが承が出る

様な官場機隣であった。これは極端な弓圃であるが，当

時の官界にほ事務官は表帳場で，技術者は裏の工場でと

言う様な志向が底に流れて居た様に感じられた。それか

あらぬか，郡務官には立身出世の道が開け，ことに内務

省系では浮草職業と言はれながら，諸職を巡歴して遂に

知事にと言う「双六の_上り」があったから，天下の秀才

は法科に集まった。「上り」のない技術者には自然重厚

組が集まって，石橋を叩くと言う傾向となり，それは戦

前昭和時代まで続いた。

筆者は当時道官場の空気を忌象，施業案技師を志願し

て10年近くも原始*渉きをして，中年すなわち大正末

から官斫や造林の拡大に伴って中央職溺に帰り，自分の

技術官なるものの態度を一変さした積りである。すなわ

､ら林学，林業は我が専門職業でばあるが，専攻技術は拙

著「北海林話」にも述べる通り，広い姉首の内で「これ

これ」の技術には世間に恥かしぐない丈の精進をする。

以外のそれは礎秀な同僚に信頼する。ことに不得意の法

律経理の事務は良き辮務官を身辺に招して寄托する。か

くすることによって時の余裕を造り，世間各方面に野次

り出たが，これも我が技術観に従って，その内の得意面

にのゑ精進して，謡曲も皆伝絡にとり着くなど，若し筆

者の死後，戸棚の隅迄遺餓を調べたらその凝性に失笑す

るであろう。しかしお陰で老いても退屈しない。これは

自慢話でなく，古い九州流餓鬼大将の骨法で誰でも常識

的にやったことである。

戦後は林業技官にも民主時代が来て嬉しい。だがしか

し恵まれた時代には沢山の精英樹も出来ようが,我等は

常に「これで喰って行ける」と言う技能を身につける心

掛が必要であると，我が失業観を以ってこの稿を結ぶ。

（譲者・北海道興林株式会裁溌長）

国会奉仕八カ年

倉田吉雄

《
二

国会奉仕八年は私には非常なプラスであった。国会議

員の求めに応じ，叉は応ずるが為に，膳に林業に関係あ

る法令や行政を調査，研究していなければならないので

（実は余り役にも立つことばないが）国有林を含む広い

日本林業全体について，土地に関する他の産業との関連

についても，叉経済，財政面との関連における林業につ

いても，あるいは行政，人口，労働などとの関連につい

ても，その他あらゆる面に触角をのばす必要に迫られて

いるのである。従って私自身にはいろいろの問題が与え

られ疑問百出，希望百出の有様であるが限られた紙面で

あるので最近気にかかる2，3の問題について述べ責を

終ることとしよう。

国有林野を除いた日本林業では，公有林野の不振と，

小面積所有規模私有林の経済基盤の危弱とが大きくとり

上げられていい問題ではないだろうか，之等は昔からの

事で今始まったものではないだけに，基本的問題なので

ある。

公有林面の不振はつまる所は地方公共団体の不振から

くるといわねばならない，戦後，地方自治を強化し，民

主化行政に一躍したが財政面これに伴わず，赤字だとい

われている，行政だけで赤字を出しているとすれば林野

改善はできる筈もない，よいことはわかっていてもでき

ない，全国に200万町歩もある市町村直営林は国有林に

次ぐ大面積のものであり，組織を強化し，特別会計制を

とって，資本蓄鼓をほかるべきものと思う。叉公有林野

すなわち入会林野という考は今日は適用しない実状だ，

入会林野はいろいろの原因で地方公共団体から分離して

いった，今残されたものは全面積の2割ないし3割位で

あろう，他の大部分は立派に林野経営ができる状態にあ

るのだから，ここらで地方公共団体は自ら立ち上って基

本財産の改善を図る必要があるのではないか。

入会林野の利用は艇業経営方式の変遷と歩調を合せね

8

一
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て拓殖の邪魔物となっていたような木材によって発展の

基礎を築いた。終戦後樺太の資源源を喪失した結果，内

地に移行したが，その際取り上げられたのはマツ材であ

った。マツ小径材は普通用材礎材等）に較べればはな

はだしく低価格であった。マツ材が逼迫傾向を示すよう

になれば今度は広葉樹材の利用に進出して採算面の困難

を打開して来たのである。この関係は過去の問題として

看すごすべきではなく，今後にあっても同じような事情

にあるものと思われる。それは一つには国際商品である

こと，二つにはその用途の性質上需要弾力性が相当犬き

い商品だからである。

今パルプ工業を例にあげたのであるが，このような関

係は産業界を支配する一般法則なのであって，今更特に

取上げられる問題ではない。かつて世界第一次大戦後の

経済沈潜期において，苦境に陥った林業を救う一つの手

段として安く木材を仕上げる技術が拾頭した。それは林

業の経営合理化と呼ばれたが，結局ほ僅かの資金で極力

増産し，木材を育成するコストを出来るだ巌縮少しよう

とするものであった。そのための技術は植物生態学に基

き，適地適木と林分並に土地の撫育に関する自然要件を

明かにし，自然力を正しく活用して健康にして生産力の

大きい森林を育成する技術を完成することにより，コス

1､を引下げ華趣を高める念願したのであった。このよ

うな風潮が戦時色濃厚となるに従って薄らぎ，遂に煙の

ように消えて行った。戦は終ったけれども，国土緑化，

盗源増殖という政治的スローガンに圧倒されて，このよ

うな技術問題が浮び上る余地がなかった。それと同時に

人の眼を舷ますような好景気はケチ臭い安上り技術など

振り向く人もなくなっている。ここにつけ加えておきた

いことはドイツ林業の悩勢についてである。ドイツは18

世紀中期以降の至速な造林の進行につれ，19世紀の中葉

にはすでにいろいろな弊害力認識され，生産力の停滞に

悩むようになった。彼の有名なガイヤーの自然に帰れの

標語は深い感錨を斯界に与え，その成果は第一次世界大

戦後L､ろいろの貴重な業績が世に示されたことは周知の

通りであり，昭和初期のわが国林業技術界に及ぼした影

蒋も少なくなかった。しかしドイツにあっては林業の一

層の集約化を促すべき社会的・経済的基盤が出来ていた

のである。これに対しわが国は寧ろ原始的状態にあった

ので，林業の体質が根本的に違っていたのでドイツの技

術がそのまま使用出来るはずはない。ただわが国ではド

イツの経験を活かして，かの国の轍を踏まずに林業の健

全なる発展を図らんとする念願であったのである。

経営の合理化とか安上り技術などという元来個別経済

的原理は国民経済的にも重要ではあるが景気のよ↓,とき

は政策上余り謡われることなく，不況に及んで重視せら

ばならない，その為山岳地方の後進農村では遅煮として

改善されないでいる。叉他面すべての民主化風潮に従っ

て家族制度，戸長制産叉は集団部落制にも変革と社会化

の影響が起りつつある。結局個人の義務権利を明確にし

なければ世の風潮に合わない，膜行は尊重しなければな

らないが現実には詮き去りを喰う権利となりそうだ。入

会林面の改善は先づこの点から始められなければならな

いようである。

小面積所有私有林が多すぎる現況は，改革以前の農地

所有視模と同じである，資本主義経済に起る自然現象で

ある，日本の艇地改革は小作地の所有解放がねらいであ

り農地の平均分配などは考えてはいなかったようだが一

農家の所有面髄の最大限度をきめた処に無理がありはし

なかったか，結局自作小農民を沢山作った結果となった

のである。

林業が保続経営のできる大さを基礎に施策を行うとす

る考え方は-歩進んでいるのではないだろうか。生産森

林組合（共同経営）の考え方も，共有林の分割請求権の

排除もこの考えから出発しているのである。しかるに現
か

実にほ小面稜所有林が500万件はある，強権を用いず，

資本主義経済のはんちゅうで之が改善施策をしなければ

ならぬ点にむづかしさはある。中小企業対策，貧農対策

など同じ種類の問題である。今日それぞれに対策研究が

行われているのだ，小面穣森林対策に焦点を絞って考え

られてよいものでないだろうか。

（鐙者・国会図書館専門調査員）

｜
《

F

ヂ ミチな技術
』‐

太田勇治郎

はてることのないように見えた刺賦景気もいつか影薄

れ，世界の驚異といわれた経済成長率も復興の一段落と

ともに低迷傾向を示してきた。林業にとっての最大関連

産業たるパルプ工業も終戦以来花形産業として，さなが

ら旭ののぼる勢であったが，近頃拒なってそこにも一つ

の限界のあることが明らかになって来た。それはパルプ

産業の雛衰に大きく関係するのは原料木材の量だけでは

なく，その価格にある。そんなことは当然の問題ではあ

るが，廠況時にば生産拡大の蘂にかくれて目立たなかっ

たのである。それが不況となるに従って表面に現われ，

だんだん深刻な問題とさえなる。顧みれば当時ほとんど

価値の認められなかった東海地方のモミ材によってわが

国のパルプ事業ば創始され，次いで北海道樺太におい

ﾛ
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れるようになるような性格の問題であることは既述の通

りである。けれども本質的にはこれが産業振興の基本的

要件なのである。今わが国の場合1，2の例をあげる。

安い木材を生産する技術の一つとしてアカマツ天然林分

の更新と撫育の技術の発達と普及を図ることである。そ

れが成功する庭合が日本パルプ工業の碓衰を支配するだ

ろう。これに次いであげられる技術は広葉樹林の生産力

を高める技術の発達とその活用を図ることである。日本

のパルプ業ほこの広葉材によって救われようとしてい

る。繊維板工業も卿ヒエ業もその興廃は安い広葉樹材が

多量に供給せられるか否かにある。わが国の森林状態は

広葉樹林が多きに過ぎるから針葉材に更改することは充

分積極的であって然るべきだが，そこに自然的叉経済的

限界があって広葉樹林の占むべき分野が充分に存在する

ことを考慮し，広葉林業技術の重要性は充分にその意義

をもつものと思われる。

以上は1，2の例ではあるが新たに創造する技術では

なく，いわば地についた技術なので比較的早く効力を現

わすものと思われる。もっとも驚嘆すべき原子科学の革

命時代においてば生物学の面においても飛躍的発展に努

力せらるべきは当然であるが，産業技術は経済と表裏を

なすのであるから安上りの技術という考え方は無視出来

厳いものと確く信ずる。

嘩者・北多摩郡狛江町猪方1,047元林業試験場長）

実態と遊離しないもの，経済性の強いものにして行こう

と考えることである。

愚葦篤鰯驚蟹'競轤競臨
り，林業といえどもいわゆる経済技術的に遡進すべきで

あろう。私の考えと異なり，問題として残るのは，現実

を甘く見すぎる傾向が最近益盈強くなってきつつあるこ

とである。これは,あるいは私の偏見かもしれないし,ま

た林推がその成果を一季一年の短期間に判定し得ない迂

遠さにあるのかもしれない。

過日，ある分収造林地を視察した時，その造林地に予

想された生長量が余りに過大視されてi,ることを知っ

た。造林者はこう説明する「5分5厘の分収所得では生

長量をそこ婁で持って行かな↓､と計算上，それに見合う

造林饗を出すわけに行かないから」と。故意か無意識か

わからないが現実を回避することは将来に大きい禍根が

残りそうである。少し意味は違うが最近の「近代林業」

と称せられるものの中にも多分に過大評価された因子が

あるように思う。

我が国の林業指導において最も中立的立場を取り得る

日林協の機関誌「林業技術」は，この非現実的な面に強

く批判を加えることも現在の一つの行き方ではないだろ

うか。

嘩者・森林経営研究所所長）

《
一

受

非現実的なもの 林業の見方，考え方

近藤助 大政正隆

一

過日，有峯所在富山県有林の経営計画指導を依頼され

た。常願調1I上流のこの山林には,17,8年前に同じ用

件で視察に出かけたことがある。当時，私は太田勇次郎

先輩の後を継いで興林会の世話をしていた。この仕辮ほ

富山県から興林会がその編成の委託を受けたものであっ

た。

その頃,有峯では本山林を水源とする大ダムの建設中
であった。重要な水源林であること，高山林(針葉樹林）

であること等を念願において案を編成したが内容の詳し

いことはすでに記憶にない。しかし，20年近くを経過し

て再度同一山林に行くことになると，その頃と今を比較

して,林業経営についての私の考え方にも除盈ながら夫
ぎい変化があったことを意識する。その相違朧過去のも

のが，当時の技術上の一般論に立脚し全く形式的な範囲

を出なかったことに対して，現在では何処までも森林の

森林ほ自然物である。自然物とは，この言葉が示すよ

うに，自然の環漉下に存在し，あるいは，成長し，多か

れ少なかれ，自然環境の影響を受けているものである。

森林を解析し，林業経営を毒えるときには，森林が自

然物であるということを念頭におかなければならない。

というよりは，林業に関する総ての溝想は，森林に対す

るこのような認織から出発しなければならないのであ

る。

ところが，このことが，従来とも，とかく，忘れられ

がちであった。もしも過言が許されるならば，わが国で

はこの華本的認識が，過去も，また，現在も，はなはだ

稀薄であるとさえ，言いきることができる。少くとも，

私には，そう思えるのである。

＊
＊ ＊

森林を自然物と見，自然法則を尊重する思想が高揚さ
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れた時期は，森林生態学が導入され，天然更新が奨励さ

れた時代と考えられるが，その生態学でさえ，この国で

は，徒らに観念的に走って，自然物の実態把握からは，

およそ，遠いものになった。研究者の中には先覚者もあ

ったが，大勢ほそうでなかった。従って，森林生態学は

一応,学としての体形を整えたが,肝腎の森林の生態は
不明の中に放置された。

天然更新にしても,､当時の森林の取りあつかいほ，概

念的に先進国の後を追っただけで，自然物としての森林

の解析とそれにつづく措置は，ほとんど無かったように

思われる。わが国の気候と土壌で，ただ単に伐採法の工

夫だけで，天然更新の成功を期待したことなどは，森林

の自然物としての性格を無視した好個の例ということが

できるであろう。

＊
＊ ＊

こう書いてきたからといって，私には，過去を批判す

る意志は，毛頭もない。私が，敢てこの小文を綴ろうと

思職たった動機は，現在の林業と林学の世界を風廃する

かに歌える傾向について，読者諸彦と一緒に，膝を交え

て，腹臓なく語りあいたかったからである。端的にいえ

ば，現在の林業，林学界の趨勢が，森林とか林業を余り

にも機械的に見ようとしているように，私には見うけら

れるので，卑見を述べて，読者諸彦の忌蝉のないご批判

を仰ぎたいと思ったからである。

＊
＊ ＊

現代の林業，林学界の趨勢の，依ってくる原因ほ何で

あろうか。それが単純のものでないことは確かである。

近代自然科学の飛躍的な§進歩，それにともなう工業

界,農業界の躍進も原因になっているだろう。前述の自

然尊重主義（私に言わせれば，それは，外観的，少くと

も，観念的に過ぎなかった）の失敗に対する反省も遠因

になっているかもわからない。林業が経済行為であると

いう再認識一一過去においてこの認識がはなはだ稀薄と

なった時代があったので，その反動もあって，この再認

識は可なり強烈なものがある。また，この再認識は，当

然であり，必要でもある。－が基調になっていること

も疑いない。現在の木材需給の不均衡が，つまり，経済

界からの圧力が原因になっていることも否めない。

しかし，この現代の趨勢に，無反省に共鳴し，礼賛し

て良いであろうか。私は，そうは思わない。それどころ

か，私は，この趨勢を，深く憂うるものである。

＊
幸 ＊

私は，何時も，学生にこう忠告している。君たちば，

物理学，化学，工学と林学とを混同してはいけない。物

理学や化学では－工学でも相当程度一条件を統御す

ることができる。同じ条件を再現させることができる。

一

ところが，林学の対照物である森林では，それがはなは

だ困難なのである。

モスコーの試験管の中の反応も，シンガポールの試験

管の中の反応も全く同じだ。つまり一度試験管の中で発

見された法則は全世界に通用する。ところが，モスコー

近郊の木を輸入してシンガポール近郊に森林ができるで

あろうか。このような言い方は余りにも比諭的である

が，諸君は森林が自然物であるということを，一時も忘

れてはならない。林学，林業の構想ほ，これを出発点と

しなければならない。こう忠告しているのである。

私のこの考え方は，過去も現在も，少しも変らない。

こうした観点から，現在の林学，林業界の趨勢を検討し

て象よう。

＊
＊ ＊

最近造林界を賑わしているものは育種である。育種の

重要性を認める点では，私ば,決して，人後に落ちるも

のではないと確信しているし，育種を指導する研究者の

識見を疑うものでもない。しかし，最近全国的に広く行

われている選抜育種を見るとき，ニツの大きな心配があ

る。

一つば世人の育種の成果に対する過信である。しかも

極めて性急な期待である。自然物としてほとんど人工の

加わらなかったものの改良に対する性急な期待である。

その二ほ長大な材を選ぶことに急なあ重り，その立地

を見落とすことである。選抜される木が，もしも肥沃な

土地のものにだけ限られるならば，将来に禍根を残すお

それがある。何故なれば，肥沃の地に良く成長する木が

肥沃でない土地で期待を満し得るかどうか，疑問である

からである。

育種と一緒に流行児となった林地肥培にについても，

その重要性，指導者の識見に疑義をさしはさむものでな

いが，やはり，私には，この流行に対して，一沫の不安

なきを得ない。それは，世論が，同じく自然物である土

壌の不均一性を無視して，一般的効果を期待しているか

らである。また，林木の生理を無視して過大な期待をか

けているからである。

＊
＊ ＊

上記の2例と一寸違うが，最近の林学界に数学導入の

傾向が強いが，これにも一寸不安がある。なるほど，数

は最も端的に，しかも誤魔化さず，現象を示す言葉であ

り，いささかの論理の矛盾も許さない。私も，できれば

林学に数学的表現が多くなることを望んでいる。

しかしながら，われわれの対象となる森林ほ複雑な自

然物で，その内容は，ほんの少ししかわれわれにはわか

っていない。これを数理の世界に導きいれるたあにば，

多くを捨象し，特定のものだけを抽象する必要がある。
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また，2，3の仮定を設けねばならぬ。物理，化学の世

界では，数理の導入が可能であり，容易でもあるが，林

学の世界では，それほど容易でない。よしんぱ，可能で

あるとしても，数式化の手つづきから考えてもわかるよ

うに，極わめて巨視的な結果しか得られない。たとえ，

巨視的であっても，そのことは，思想の整理に有効で，

学問の発展には大いに寄与するものである。だが，巨視

的な結果ほ，林業界で問題になっている具体的な問題を

解決するのには，ほとんど無力である。このことは，こ

のような研究の結果を応用しようとする人たちが飴記ず

べきである。

＊
＊ ＊

数理といえば，近頃金利を説いて短伐期を主張する人

が多いが，経済に素人の私には，どうしても，論拠がわ

からない。

短伐期といっても，ポプラのような照淀の樹種をのぞ

けば，先ず､30年以上となるであろう。その間の林木の
成長量の計算は，その道の専門家が算出したもので余り

間違いのないものとしても，利廻りの計算に，私のよう

‘な素人には，納得しかねるものがある。30年以上の長年

月の将来を想定するのに，変動しやすい物価その他の経

済条件を一定にして考えるという，そうした考え方が，

経済学で，あるいは，経済界で通用するものかどうか。

私にはわからない。その道の専門家に是非ご教示をいた

だきたいものである。

私の敬愛するある小壮の林業経済学者が，近代経済学

の林学への導入は，’年といった極く短期間の経済現象

に限るべきだ，と強く主張していたが，その言葉の裏に

は，前述の私の疑問のようなものが，ひそんでいたので

はあるまいか，と思うのである。

森林のような特殊な性格をもつ自然物を経済行為の対

･象とするには，全く違った考え方が必要なのではあるま

いか。ドイツのような林学，林業の先進国が，依然とし

,て|,100年以上の長伐期に固執しているのには，何らか

の理由があるのでばあるまいか。単にドイツ人の保守性

とばかりは言っていられないであろう。

＊
＊ ＊

短伐期で想起されるのは，林野庁で実行に移した経営

の合理化である。私はこの内容については何も知らな

い。また，このような考え方の発祥がどのような理由に

よったものかも知らない。従って，これについては，何

も語る資格がないが，ここで是非希望したいのは，成長

量，蓄積，面積などの調査とともに林野土壌調査を強力

に押し進めることである。

企業の合理化は，生産怠鍼〕の正確な把握が前提とな

る。確実な数字を基礎として運営されなければならぬ。

そのためには，生産機構の末端蚕での資料を整備せねば

ならぬ。林業の土壌ほ工業の機械に匹敵する。林野土壌

調査の推進という藤の悲願も，林野庁の新合理化政策の

完遂を希えぱこそである。
＊ ＊

＊

この小文は，徒らに批判的に見えるかもしれないが，

私の意図は批判にあったのではない。私は，林業，林学

の諸象は森林が自然物であるという認識に立って処理す

べきだという私の主張に対して批判を請いたかったので

ある。

森林が自然物であるという認識に立てば，われわれ力

先づ為すべきことは，森林の解明である。実態の調査で

ある。そして，森林の内容がわれわれ自身の手中に帰す

れば，法則の確定も可能となるし，政策や事業の実行も

容易になる。また，自然物は画一的のものでない。この、

ことを認識すれば,何を法則化してよいかもわかるし，

行政や作業の多様性も生まれてくる6総ては実体の解明

から出発すべきである。こうしたことを，私は言いたか

ったのである。

（筆者・東京大学教授）

《
里

造林にかんする 剣

楽観論と悲観論

中村賢太郎

人間は感情の動物であるといわれるだけに，楽観した

くなることもあれば，悲観したくなることもあるのは当

然である。

木材需給の将来は，おおむね悲観されているが，近年

ポプラやユーカリを犬面積に造林すれば，需給の不安を

解消できるという論者がある。ある政治家が，ポプラと

ユーカリとを1,100万ヘクタール造林するという計画

を，経済企画庁に要望したという話をきいた。ポプラと

ユーカリとでわが国の造林問題を解決できると主張した

学者があったから，政治家がこれを引用してもふしぎで

ない。育種や獅巴によって難局をきりぬけられるという

主張も，楽観論のひとつになっている。

木材を増産するには,造様面積を多くすることと，単

位面積あたりの材積成長量をふやすことが重要である。

前者に対応するものは拡大造林であるが，ポプラやユー

カリなどの外来職睡を大面積に造林できるとは考えられ

ない。鍵昔のためには，育種や獅凹が重要であることは

もちろんであるが，楽観論昔が主張するほど簡単にその

毒
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れつつあることは，我国林学，林業界の進歩として慶賀

すべきことであり，造林学及び樹木学方面の専門家の労

を多とするものである。

近頃趣は専門外とは言え林学徒として，この問題には

少からざる興味を持っているが故に，断片的ながら観察

している,ものであり，あるいは試植も行っているので，

その片隣を述べよう。

本日，原耕太氏と藤原銀次郎翁の邸内試植地を見せて

貰ったが，先般の13号鮠風でその多くは倒れたり曲った

ので支柱を与えてあった。その中で猪熊教授導入のポプ
ラ－214号とかが生長最旺盛で風倒にもならなかった。

日本桐が次に良く生長しているが大部分天狗巣病にかか

り，あるものは鉄砲虫もついて衰弱の様相である，梧桐

は健全だが生長が第3番目である。ユーカリはポプラー

と同齢で生長ほ劣る。

私は練馬区にメタセコイアの試植を10本持って居り，

1丈ばかりに伸びている。ところがこれも賎風で末が2

3尺折れたもの7本に達し，その全部が樹皮部虫害にか

かっていたのである。烏の研究家中西悟堂氏が玉川辺狛

江の邸内にメタセコイアを植えたが脆風で折れ，その部

分の心が空洞になっていた，しかも同邸内に杉が50本ば

かりあるのが何の被害も無かったと言はれた。私はネタ

セコイアの生長良好な例を紀州の白浜や大分県国東半島

の六所神社境内等で見たが，その後山では必ずしも良好

でないということも聞いた。要するに造林樹種としては

未知数である。

一昨年世界的巨樹の一種カウリマツをニュージーラン

ドから輸入して播種したが，その種子に附けられた説明

書には幼時の生長が遅いので造林樹種には適しないとあ

った。今年で1カ年半の生長で僅かに高さ2寸，針莱15

枚に過ぎない。伊豆の下賀茂では東大の温室に播いて貰

ったが同年厚生省の温室でも輸入して播種している，一

昨を年世界の巨木の一種メキシコの落羽松を久保田大使

に依頼して輸入したが，これは相当良好に生長してい

る，にも係らずあの偉大なる新宿御苑の落羽松の林叢す

ら日本の杉の生長量に及ばないと言はれるから所詮は造

林樹種ではなく造園樹種であろう，ただこの樹は気根が

ばなはだしいため街路樹には向かないので並木にはメキ

シコ落羽松の方が有望である。

カリピアマツ，テーダマツ等も今のところ幼齢樹の生

長は旺盛であるが今後の造林的試験が必要であろう。過

去の輸入樹種で生長良好なオウシユウトウ上に虫害があ

り，マツ’類にも虫害が考えられ，セムペルセゴイアに大

小の差が出来，スト戸ウマツも涛地には必ずしも良好で

はないとか，大陸の西岸方面のギガートセコイアやベイ

マツが欧洲に適するに反し日本に適しないこと，叉欧洲

目的を達することは困難であろう。育種や”巴の効果を

期待するには，まず造林地を確実に成林させることが先

決問題である。また外来樹種の造林に成功するには，従

来の樹種をりつばに造林できることが必要であろう。

ところが，林野庁が拡大造林を提唱すると，いたずら

に造林不成績地をつくるものとして，反対の声が高い。

すなわ､ら，ありふれた樹種の一斉造林にかんして悲観論

者が多いのに，外来樹種を大面積に造林せんとする楽観

論者が多いことは，ふしぎな現象である。

これからの紘大造林には高冷地や多雪地が多く，とく

に北海道の造林を不安に思う人がすぐなくないことは当
然であるとしても，ポプラやユーカリなどの造林適地が

そうざらにあるとは考えられない。

きのう楽観論がとなえられたときにこれに賛成した人

が，きよう悲観論をもちだされるとたちまちこれに同調

するのが，わが国林業技術者の詞青ではあるまいか。こ

んな調子では，あすの動向がどうなるかわかりかねるだ

けに，実に心細いしだいである。

わが国林業技術の歴史をかえり承ると，極端な見解を
強調して実行させたのは，その当時指導的の立場にあっ
た国有林側の権威者たちであったが,近年は大学の教授
側から奇怪な主張が提唱される傾向がある。

かつて天然更新がさわがれた当時，「人工造林さえ満

足に実行できない技術者がどうして天然更新に成功でき
るか」といわれた大先輩があったが，「ありふれた樹種

の拡大造林さえまかせられない技術者に対して，外来樹
種の導入や，育種や”魁による増産を要望することが適
切であるか」とV,いたくなる。

楽観論も悲観論も結構であるが，いやしくも指導的地

位にある人は，自己の利益のために極端にゆがめられた

意見を公表することをつつしんで，良心と信念とにした

がって行動してもらいたい。また技術者たちは公平に判
断できるだけの実力をやしなって，あやしげな学説にま
どわされないで，造林の成果を高めるように努力するこ

とが重要である。

嘩者・東京大学名誉教授）

＝

で

ロ

一

外 国樹種の造林

浦伊八郎
一
一
一

近年林木育種及び樹芸林業の熱帯林から暖温寒帯林へ

の移行に伴って，外国樹種の導入及び造林の実行が活溌

に研究され，その一部には経済林的規模において実行さ
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海岸松が獅ﾖ内海沿岸以外は虫害で不成績であること等
研究を要する問題ははなはだだ多い･

十年位を伐期とする樹芸林業は別問題として数十年の

高伐期の林分林業においては今後活溌なる造林試験を行
うことが必要であって，大日本山林会の造林地も日本杉
の擬良品種の造林試験を行うと共に以上の外国樹種の数
反歩宛程度の造林試験を行う予定である。

それにしても日本ばスギ，ヒノキと言う世界的に優れ

た健全なる造林樹種を持っていることは実に日本林業が

優位に在るものと言えよう，且つスギの育種こそ最も望
ましい。

（筆者・大日本山林会盈長）

バルブ会社が

生き抜く為には

高橋 晋吾

終戦以来好況に乗って来た紙パルプ産業にもこの処日

影がやって来た，一頃三パ景気等と云はれてもうけ頭の

様にはやされた人絹パルプ業界も今や前途多難な化繊の

重圧の前にはいかんともなし難い。しかし考えて見ると

色禽の産業が油断をして居るとおくれをとることは今に

始まったことではない，洋装がやはり出して下駄屋が下

火になるたぐいであろうが近頃人気のなくなった人絹パ

ルプ界を私は決して悲観してはいない。そのわけは人絹

パルプの得意先すなわち化繊界で便はれるスフ綿及び人

絹のコストは，強敵ナイロン其他の合成繊維に比べて非

常に安い。数字で示すとその生産費は重堂1ポンド当り

スフ綿90円，人絹170円，ナイロン400円と云はれて居

る。無論ナイロンには今後量産によりコス1､変ウンが考

えられるが400円をさらに多量に低減するのは並大低で

はあるまい，従って製品の値を下げ様とすればどうして

も安いスフを混紡せざるを得ない，しかもスフ･の性質は

次第に向上しつつあるのでスフの利用度は増加こそすれ

減少するとは考えられない，これがスフの将来に対し私

の悲観しない原因である。処でそのスプの原料たる人絹

パルプの生産費の半分を占めるのが原料木材であるから

これのコス1､変ウンについては真剣に考えざるを得な

い。

パルプ会社が原料材のコス1､ダウンする方法は色食あ
るが最近の我とのゆき方は

1．原料材に広葉樹のしかも小径材を使うことであ

る。すでに原料材が針蕊輯から広諜調に移り変りつ

つある事は御承知のごとくであるがこれがさらに小

径材に移っていって薪炭材の笹鐵に入り込むのは既

定の事実と思う。さすれば薪炭林は有利に処分され

パルプ材は安価に賀入れることが出来てコス1,ダウ

ンも又可能と考えられる。

2．次に広葉樹がパルプ材の常識となるとどうしても

原料山林職奥山とならざるを得ないから伐出喪がか
さむ。従って伐出の機械化は当然，より強く要求さ

れる，色点の機械をうまく使いこなした者が勝にな
る。

3．広葉樹は現在秋口に切って冬，春の雪出しを常道

として居るがパルプ事業のマージンが薄くなり金利

その他で原料材の多溌手持を許せなくなるとどうし

ても広葉樹山林の夏山作業を行はざるを得ない夏山
をやればこれが叉機械化に拍車をかけることにな
る。

4．広葉樹は針葉樹に対してほるかに腐朽し易い，油

断をするとセルローズ分がおかされて歩止の悪い原
料材を自後の工程で処理することになる。山元剥皮

防腐薬液の散布はセルローズ歩止りの上から是非行
わざるを得なくなる。針葉樹の山元剥皮はあたりま

えで広葉樹のパルプ材が皮付のま童輸送されて居る
現状はおかしなことだ。

こう云う風にバルブ原木もかつての資本に物を云はせ

た時代を離れてキメのこまかい作業をしてゆかぬと他産
業におくれをとって次第に脱落してゆくであろう。

パルプ会社が原料材で最後に勝ち抜く為めにはいかに

苦しくとも造林を敢行して将来に安い原木を供給する様

心がけねばならない。パルプ造林のねらうものとしては

短伐期にあると思う。樹種を選び品種を改良しjmimをす

るのもねらいは此処にある。こうして真面目に資本の蓄

積に努力する会社が斜陽になる筈はないし政府も種なの

特令で優遇するであろうし我をも先人の残してくれたパ

ルプ工場をより安定した状態で後から来る者に引き継ぐ゙
義務を履行することが出来るであろう。

（筆者・東北パルプ取締役，
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木炭価格安定策

明年度から実施か

木炭価格の安定をはかるために，林野庁では9月中旬

来，木炭の調整保管制度について協議を重ね，近かく予

算要求書を大蔵省へ持込むようであるが，その織想は大

むね次の通りである。

1)．全国主要木炭生産県27県を対象とし，知事が農

協,森林組合など，一定の法人格をもった団体連合会を

保管団体に指定して，木炭の保管をさせる。その保管資

金ば農林中金などから融賓を行い,その利子については，

国が2/,，県が'んの割合で補助する。

2)．この保管団体は生産者に対して，保管木炭につい

て仮渡金を支払う。この仮渡金の支出については，昭和

28年度～32年度にいたる過去5カ年間の売渡価稀の平

均最低価路を下らない範囲で行う，（林野庁では各種木

炭平均，発駅レール渡し価絡は大体15キiブ俵当り最高

385円，最低323円としている。）

この木炭対策のねらいは，伽i総安定制度を布くことに

よって，不需要期に集荷業者から買いたたかれるのを防

ぐ・ことにおかれており，この制度が軌道にのるならば，

木炭の生産者の生活改善上寄与することが大きいであろ

う。

張近の話魑
Ｄ
卦
固
申
■
ｂ
Ｕ
６
ｄ
■
●
Ｌー

第4回アジア・極東地域会議(FAo)

東京て‘開催さる

FAOのアジア・極東地域の今後の諸活動を協議する

第4回の国際会議は,10月6日産経会館国際ホールでそ

の開会式が行われ,16日童で腿林水産並びに栄養関係の

諸問題が討議される。FAOのローマ本部から舟奮ン事務

局長，バンコックの地域馴務局長カミングス氏も来朝

し，林業関係者としては本祁のルルー森林部長と本10

月新任された地域事務局林業課長デイン氏も出席した。

本会議の議題のうち，特に林業技術関係の問題として

取り上げられているのは，

1）1960年の国連本部とFAOの共同調査による世

界農業センサスに伴う林野の林野の利用状況調査。この

農業センサスは，30万ドルに及ぶフ牙一ド基金と特別

に割鰊を受けた調査員によって今後3年間にわたり行わ

れるのであって，アジア地域のこの調査員の講習会は，

去る9月から12月中旬まで東京で開催されている。

2）世界種子運動。この運動は農林業に優秀な改良品

種の種子の生産と配布を推進する目的で，昨年FAO総

会で議決されたのである。FAOの森林部としては，

1953年以来，国際間の林業種子の交換斡旋を行ってい

るが，今回本運動の一環として各国の林業擬関に，種子

運動の国家委員会の設立を要望している。

3）パルプ並びに製紙工業の推進。FAOはかねてか

らパルプ・製紙工業については重要課題として取り扱っ

ているが，アジア地域については従来国際間でまとまっ

た動きがなかった。昨年バンドンにおける第4回地域林

業会議で,FAOとECAFE共同主催の｢極東バルプ
・紙協議会」を1960年に東京で開く予定が議決された

ので，今回特に地域内加盟国に対して全面的協力が呼び

かけられ，その議題と日程が協議されるbこの協議会の

目的は，地域内におけるパルプと紙の需給動向，資材供

給可能量，既設および計画中の工場の製造能力など経済

的並びに技術的情報を交換し合い，同工業推進上の問題

点を究明しようとするものである。

なお,FAOの総括的の地域会議は,2年毎に開催さ

れるFAO総会の中間年にアジア地域の加盟国で持ち廻

りで開催され,東京で開かれたのは今回が始めてである。

一

6

バルサ(Ochromaspp.）について

商業材中最も軽いバルサ材について,W､D.Bush氏

は米国農務省刊行物「バルサ」で次のような報告を行っ

ている。

〃織重バルサの成長は極めて速く，植栽後の数年間の

成塞は特に急漣である。主産国である南米のエクワド

ルの1例を上げると，先づ6カ月で1，5吋の直径で10

～12眼の樹高に達し，1年で2～2.5吋の15沢以上に

及ぶ。7年後には直径1.5～2沢で樹高70沢に達する

のが普通である。

8年生位になると，時によると心材は薄いピンク色を

呈し，樹型は一般に10年位で最大に達する。そして10

年生位になると材の形成が樹令における後半期の様相を

示し，普通その重量が増える。バルサ材の重さは，樹種

により著しく異るが,その特殊用途(主として救命用具）

としての比重は0.05～0.41であ‘り，4～6年生の速成

樹から最も軽い材が得られる。

アジア地域では，インドネシアで相当大鋼莫に試駒直

栽が行われているが，主な郷土は熱帯アメリカの地域で

ある。……〃

9

一
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命裕広局経理課長

命帯広局監査官

8月15日付

命高知局監査官

命高知局魚梁瀬署長

命高知局安芸署長

命高知局本山署長

命高知局中村署長

命高知局監査官

命高知局川崎署長

依願退官

命旭川局監査官

命〃

命〃

命〃

命〃

命北見局監査官

命〃

命〃

命〃

命溌広局監査官

命〃

命〃

命〃

命札幌局監査官

命〃

命〃

命〃

命函館局監査官

命〃

命〃

8月16日付

命高知営林局長

8月22日付

命振興局長

8月30日付

帯広局監査官小川文雄

農林事務官石田忠良林野庁人事

7月7日付

命科学技術庁出向林野庁監査官松本守雄

7月9日付

依願退官大阪局松江署長山根寅一郎

7月10日付

命松江営林署大阪局山口署経営課長横山博一

7月16日付・

命熊本局事業部勤務熊本局土屋久署長工藤通敏

命熊本局土屋久署長佐賀署経営課長代田藤美

7月31日付

命札幌営林局長函館営林局長櫛田徳一

命函館営林局長林野庁林産課長中川久美雄

命林野庁林産課長林野庁業務部監査官沢田成爾

命秋田営林局長林野庁監査課長植杉哲夫

命林野庁監査課長林野庁業務課森田進

依願退官和幌営林局長安岡博
〃 秋田営林局長石井勇
〃 札幌局札幌署長目黒宗一

〃 igjll局計画課長小畠俊吉

8月1日付

命林野庁業務部監査官林野庁業務課鈴木敏男

命林野庁業務部監査官熊本局佐伯署長松岡明

命熊本局佐伯署長

山梨県韮崎林務事務所長小沢三郎

命林野庁林政課勤務帯広局清水署長水谷光男

命構広局清水署長格広局監査課近藤直康

命札幌局札幌署長札幌局振内署長津川久吉

命札幌局振内署長札幌局調整室北村直彦

命旭川営林局勤務旭川局達布署長朝懸次太郎

命旭川局達布署長旭川局利用課木庭鐘美

命旭川局計画課長林野庁業務課熊谷三郎

命林野庁業務課勤務熊本局加治木署長光本政光

命熊本局加治木署長熊本局多良木署長玉崎勇

命熊本局多良木署長熊本局高鍋署長丸山勇

命高鍋営林署長科学技術庁木崎隆弘

命林野庁計画課勤務経済企画庁塩島厚一

命経済企画庁出向林野庁監査課海法正昌

命林野庁監査課勤務林野庁計画課中塚鉄也

命林野庁治山課勤務科学技術庁神谷政信

命科学技術庁出向林野庁治山課尾崎満文

命長野営林局勤務長野局庶務課長田尻溝三

命長野局庶務課長函館局人事課長新井鶴吉

命函館局人事課長函館局岩内署長佐藤春蔵

命函館局岩内署長函館局室蘭署熊林信光

命林野庁職員課勤務諾広局経理課長名畑高雄

高知局魚梁瀬署長立薗義治

高知局安芸署長俣木要

高知局本山署長大西孝

高知局監査官前田市司
〃 上田克彦

川崎署長西田保

農林技官橘詰允博

高知局中村署長岡林穂

旭川局上川署近藤豊

名古屋局利用課大窪文利

大阪局神戸署細谷寛

高知局小川署高橋福一郎

熊本局長崎署井上直

北見局利用課水田輝弥

秋田局膳巣署松島健一郎

長野局諏訪署松井勝

名古屋局治山課植村猛春

裕広局監査課都甲明利義

青森局三戸署佐藤仁三郎

長野局利用課伊藤元洋

高知局造林課北川正辰

札幌局苫小牧署小松道雄

前橋局監査課甘利寛衛

東京局造林課山田雅之

大阪局造林課平岡正人

函館局計画課清野信忠

青森局蟹田署斎藤遼八郎

秋田局監査官杉山耕作

一

喝
0

町
ｆ

幸

挫経局組合検査課長川戸孟紀

名古屋営林局長増田盛

林野庁林政課長厚味荘之助命北海道開発庁出向

（北海道開発局次長）

繍溌繼鱸兼務｝ 林野庁経理課長丸山文雄

～､～一～～－－一言1－～－－～へ戸宰

凡
、
〃
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Ⅱ
ｆ
、
。
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卜
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林業写真コンクール

〆切り（11月末）迫る1

応騨はお早めに，

詳細は本誌6月号（196号)p.

を御参照下さい。

Ｉ
ｊ
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園キノコ類の培養法壼擬勢篇
改訂

画林業害虫防除論上尋量鈩卓I鴬

圃林業害虫防除論中謹髭鈩皐鴬

圃甕図説樹病講義竪蕊｢蕊

圃森林気象学ﾉ腿5諄鋪

画林業労働図説蕊林隆薯著
種苗・育林・撫育編￥600〒50

園森林計画の実務漣舗灘

圃砂防工学新論患蕊j講舗

函アメリカ林業発展史急竪靜蕊

医
屡
■
里
』
１
，
串
も
■
局
Ｍ
ｌ

米国農務省土壌保全局原著

土壌保全研究会訳
A5P230¥320〒48

林野庁長官

山崎齊氏推薦のことば

、

土と水の保全は農林業における最も基礎的

な問題である。いわゆる治山・治水あるいは

流域省遜上の重要な課題である。士と水を支

配する複雑多岐にわたり，その本質を正しく

把握し，これに関する具体的問題を合理的に

解決3－るには要を得た指針書。

＝

主要目次

工土壊侵食とはn土地利用区分虹ガリ

ーの抑制Ⅳ林地の改良vテラスエⅥ

帯幟音Ⅶ被覆作物Ⅷ土壌劣化作物・

土壌保全作物・土壌改良作物]X牧草地改

良x放牧地改良、保全かんがい皿農

場排水x］Ⅱ土壊保全用の苗の育生

１
１

鴬
1町

“

東京都港区赤坂一ツ木
振替東京195298番

ｊ
ｌ

えるまでには満37年かかっている。○こだま会から興

林会となり，そして日林協になった本会の織鐙がそのま
まこの200冊の会誌の中に含まれていると思う。○興林
会は林業技術者の職能団体として,内部的な活動に終始
したが，今日の日林協の姿はもっと社会的な対外的な会

団へと琴F性格を変えて来た。そのことは一部の人から
は批判はあるにしても我が国の林業の進展のためには，

その方が本当の形ではなかろうか。○この擬会に本誌を
ふりかえって承ると，大正11年7月「こだま」第1号

を発行，昭和13年10月第24号から「興林こだま」

と改題，昭和18年9月の83号から21年の8月号ま

で3年間は時局に圧されて，休刊したが，日林穏溌足とと

もに昭和23年9月94号から「林業技術」となり26年

･4月110号から月刊となって今日の姿となったのであ

った。○記念号としては柳さか物足りないことをお詫び

しなければならないが，此の200号を贈って会員各位と

共に慶びを共にしたい。（松原記）

一

会務報告
f

I
○第3回参与会（林野庁関係者の象）

10月10日午前11時から午後1時迄森林記念館におい

て，本会の基本方針について協議

出席者沢田成爾氏林産課長

森田進氏朧査課長

伊藤清三氏研究普及課長

本会より松原専務理事

○編集委員会

9月11日，午後3時から5時迄月例の編集委員会を行
った。

出席者坂口勝美氏林業試験場造林部長

猪瀬寅三氏林野庁造林保護課

松原一夫氏北海道開発庁

本会より松原専務理事，八木沢

○松川理事長

9月15日羽田発，西欧各国の旅行に出発した。訪問先
はスエーデン，デンマーク，オランダ，ベルギー，英，

仏，西独，スイス，イタリー及びタイの諸国,帰国は10

月30日の予燈。

あとがき

＝

昭和33年10月10日発行

林業技術第200号

編集発行人松原茂

印刷所合同印刷株式会社

○本号を以て「林業技術」ほ「こだ童」からの通巻第
200号となった。一と口に200号と言ってしまえば簡単

だが，はじめは一年に2回から3回の発行，それから4

回になり，隔月となり，月刊になって今日の200号を迎
|蕊行”社団法人･本林業技術協会東京都千代田区六番町七番地

－－55－



新刊・重版好評発売中!！＝=…=－､

森林防災工学鍵86.Er3::
腱学博士飯塚雛著最新刊
森林資源をいかにして災害から守り，荒廃山地を森林
に復元して治山・治水の実りをあげるか？本審朧治山、
海岸砂防・気象災害の3綱に分けて，この問題に具体
的な解答を与えたものです。理論だけに走らず，実務

的な応用面の問題，とくに技術に力を入れて具体的に
詳述しており，治山・造林・林業経営の実務に関係あ｜

"繊繍譜や厨方圃健進震れる学生の必譜として銅す’す逸します。

〔ポケット判クロース装168頁200円〒16〕

好評，忽ち重版!！

i林業関係における計量単位は，いよいよ34年1i
i月からメートル法1本で実施されることになり！
:ました。従って立木材積表もメートル法に改訂i
'する必要に迫られましたが，一般の情勢は当分
|の間両方の単位系を両立させなければならない
'要素が多く，今ただちにメートル法だけのもの
に急変し得ない状況です。本書は上記の事情を；
考慮し，一応従来の材積表をそのままメートル；
;法に換算し，両方を一緒に収録したものです。：

i毒;薑瀞瀧鶏繍
3．個々の胸高直径に対応する円周をつけて
あるから，円周から直ちに胸高直径と材
積が分る。
4．巻末には，両方の単位系に使える水平距

；色離算出表,三角函数表,円面積表,直径
表などをつけてある。

i☆5最上の用紙,鮮明な活字,携帯に至便なポケット判。
』‐‐ー‐

丸太製材材積表鍵駒'判鞠：
木材技術研究会編好評20版発売中

本書ば，凡ゆる用材･の1本（1枚）当りの石数を新磯

林規格によって計郷した表で，後半に収録した篭表と

相まって，木材関係の材穣計飾が完壁にでき薑す。 一

素材石数早見表蕊糺ﾄ判阜'f:
木材技術研究会編好評6版発売中

改正艇林規格による素材の各材種（径及び長）の1～
100本に対する石数を一見して分るようにしたもの。
径3寸～3尺，長6尺～35尺までを改正規格どおりに
区分してあります。

森北出版
東京・神田・小川町3の．10
振替口座東京34757番
電（29）2616．4510．3068
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高千穗ガソリンさく岩機

ドリル・ブレーカーいずれも

鍾
組替自在

改装所要時間

僅かに数分間

(特許第470104号）

＝

全重量僅かに35kg
上向運転可能（作動範囲360、
操作簡単・操従容易
分解・点検容易
完壁なアブ女一・リーーピス

本体は1ケ月無倣交換・部品I
無職交娩
指導は3日～7日間無償

蕊

錘

茨6歩月

製造並総販売元

高千穂交易株式会社
大阪市北区梅田町卿（新阪神ビル）越般機瞭部電砺代安（34)8861（36）
東京亥店東京都赤坂籾池町15(東洋ピル）堪話e8)2358．321
出誕所札祝・棚岡・岩古麗

2491-4

7．8607
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鞠ねづ詠にばやっぱり ●●●｡

二 並葵ｱラト胃ルフ少、l■■■■
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ねずみがきらわず飲み喰いし、極く少量で必ずすぐ死ぬ

ので、安い費用で、ねずみを根こそぎに退治できます．

土壊の酸度や湿気で分解しませんのでわが国の風土に適

した殺そ剤です．

注意書をよくご覧の上田畑、山林には毒えさで、食樋倉
庫には水溶液で御使用下さい．

三共携試喜就
東京・大阪・福岡・仙台・名古屋・札I晩

お近くの三増腰薬取扱

所でお賀求め~Fさい

I
b

の ~

ー ＝

1 10月号月刊好評発売中

グリーン・エージ・シリーズ

’
１
１ 夕リーン.工 ジ工 ■■■■

林業界の指導的役割を果しているといわれている

グリーン・エージ・シリーズをお読み下さい。
林業・木材関連産業のことなら何ても分る

林
業
新
語
五
○
○
讓
籠
遥

謹
雛
燃
農
鵠
蕊
駿
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雄
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魅

も
必
要
、
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任
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も
っ
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お
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す
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蕊
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発
売
中
）

森
林
と
野
鳥
の
生
態
讓
籠
嘉

雛
離
職
灘
聯
辮
瀧
蝋
螺
騨
牒
錨
謹

４
・
山
崎
慶
一
著
（
十
一
月
上
旬
発
刊
予
定
）

世
界
林
業
経
済
地
理
謡
踞
鶏

鱗
溌
灘
鵜
蕊
鍵
繁
蕊
謙

一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
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一
一
一
一
一
一
一
一
一
｛
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
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一
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一
一
一
一
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一
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一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一

木
材
化
学
と
世
界
行
脚
対
談
畦
幅
癖
舞
謹

雨
が
一
万
ミ
リ
降
る
島
・
・
・
・
・
・
：
塩
谷
勉
く

崩
れ
つ
つ
あ
る
日
本
の
山
々
・
・
・
：
・
・
・
北
沢
達
也
円

林
業
に
関
係
あ
る
農
家
：
：
・
：
大
島
道
夫
皿

噸
信
州
の
砺
力
椛
望
毒
諄
霊
繍
繊
瀧
詐
阜

米
国
の
エ
場
廃
液
．
．
：
：
・
後
藤
三
夫
子

野
生
動
物
の
保
護
：
．
．
：
：
池
田
真
次
郎
帥

西
独
林
業
の
断
相
・
・
・
・
：
：
池
田
博
行
ｗ

建
鑿
渉
菫
霊
鵡
燕
鰻

１
．
解
説
者
百
名
（
好
評
発
売
中
）

ヒ
マ
ラ
ヤ
連
峯
写
真
（
風
見
武
秀
）
樵
夫
の
話
（
繍
田
吾
郎
）

ジ
ェ
ッ
ト
機
・
自
民
党
・
防
衛
庁
（
ニ
ッ
ポ
ン
裏
表
）
東
京
の

杜
（
東
京
漫
歩
）
書
評
三
点
・
海
外
だ
よ
り
・
月
間
業
界
情
報

・
ブ
ナ
ノ
木
属
（
話
の
泉
）
木
材
と
関
連
産
業
統
計

1部100円･前払半年5701Zl･

森林資源総合対策協議会蕊襲篶霧瀞堪篇&9)霧間



昭
和
三
十
三
年
十
月
十
日
発
行

昭
和
二
十
六
年
九
月
四
日
第
三
瓠
郵
便
物
認
可
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一二

１
１ ズ マッ旬

の

P

も
記

一一一

寺ウイ動
§に筋異的な鋤を

･は，マッカラー

，ンを使用します

10続けられます。

〔容易に徹入．移

あらゆる木寄

してくれるス

99型チエンソ
患
月
一
回
十
日
発
苞
林
業
技
術
第
．
○
○
号

動出来ます。

’ 最大'00ml】トン ’

マッカラー社・日本総代理店

A蕊新宮商行
’ 本社小榊市稲穂町東七丁目十一番地

電（2）5111番（代表、
支店東京都中央区日本構通一丁目六番地(北海ピル）

遊（28）2138番（代爽､
カタログ進呈

。

■

．

■

一 一一

KM式ポケットトランシット

Rボトラル・・・。●●

O優秀な設計による高精度，超小型

O林野庁御指定並に御買上げの榮

O括目すべき幾多の特長

1．望遠鏡は内焦式で極めて明るく，スタヂヤ加常

数は0，倍常数は100

2．十字線及スタヂヤ線は焦点鏡に彫刻

3．水平及高低目盛の読取は10'

4．銃助装置は完備

5．脚頭への〕反付は容易，鐸は簡単且正確

6．三脚はジニラパイプ製，標尺はポールへ取付け

7．本器1kg,三脚1.1kg,全装4kg

（
興
林
こ
だ
ま
改
題
第
一
○
七
号
）
燈
価
六
十
円

一

明 光産業株式会社
東京都文京区小石川町1の1林友会館

（型録進呈）

写真のような硬質塩化ビニール製ケースを

完成しましたところ好評を得ましたので，

今後はこのケースを御採用願います。

一一一

エンジン 総砿量 巻込愛 引張力

36kg
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